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は じ め に 
 

平成１２年に介護保険制度がスタートしてから９年が

経過し、この４月からは第４期目を迎えることとなりま

した。これまで介護保険制度を支えてこられた関係者の

皆様のご努力に深く敬意を表します。 

介護保険制度は、まだまだ歴史の浅い制度でありますが、長期的視点でこれ

から１０年先、２０年先も見据えながら、制度を堅固なものとして確実に推進

していかなければなりません。 

これまで数度にわたり制度の見直しがされました。第３期計画では、地域包

括支援センターの設置、介護予防に重点を置いた地域支援事業、小規模多機能

型居宅介護をはじめとする地域密着型サービスの開始など、大きく制度が変わ

りました。地域資源を最大限活用しながら、地域特性が十分発揮される事業の

展開が求められています。幸い本区においては、民間事業者の活動や地域力を

生かした取組みが活発に行われています。 

そうした中で、第４期計画では、地域包括支援センターを地域介護の中核的

な役割を果たす機関と位置づけ、在宅医療、看護、そして認知症ケアへの高ま

る需要に対し、医療と介護の連携や見守り対応の強化を図ってまいります。そ

のためにも、地域でのネットワークづくりと基盤整備をさらに強力に推し進め

てまいります。 

また、人材不足、処遇問題などは福祉業界全体における喫緊の課題となって

いることから、今般の介護報酬の改定では初のプラス改定となりました。本区

においても、介護の仕事への復帰を志す有資格者のためのブラッシュアップ研

修や介護を周りで支える介護サポーター制度の導入などの新規事業を実施して

まいります。 

一方、元気施策として、くすのきクラブ活動やリズム運動など、長きにわた

り営々と築いてきた様々な事業があります。これらは地域を大いに盛り上げる

貴重な財産でもあります。今後もこれらの自主的、自立的活動をバックアップ

し、熟年者が心身ともに健康に明るく過ごせるよう、生きがいづくりの創造に

努めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたり貴重なご意見をお寄せいただきました区民の

皆様をはじめ、長期間にわたり精力的にご審議をいただいた介護保険事業計画

等改定検討委員会の皆様に、心より感謝を申し上げます。 
 

平成２１年３月 

                         江戸川区長 多 田 正 見 
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第１部「総論」の要旨 
 
 
１．計画の目的と性格（4ページ～） 

・ 本計画は、「江戸川区介護保険事業計画」と「江戸川区熟年しあわせ計画」をあわせた

ものであり、江戸川区の熟年者施策の総合的な推進を図る計画です。 

・ 「江戸川区介護保険事業計画」は介護保険法により策定が義務付けられた計画です。

また「江戸川区熟年しあわせ計画」は老人福祉法に基づく「区市町村老人福祉計画」

として位置づけられています。 

・ 本計画は、「江戸川区基本構想・基本計画」の理念や将来都市像と方向性をともにし、

「江戸川区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ策定されています。 

 
 
 
２．基本理念と施策の体系（9ページ～） 

・ 本計画は「江戸川区基本構想・基本計画」の理念に基づき、基本目標のひとつである

「すこやかに 安心して暮らせ 生涯活躍できる いきいきとしたまち」を実現する

ため、５つの施策の柱を定めて事業を推進します。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心と信頼のサービスづくり

健康ではつらつとした生活づくり

生きがいに満ちた生涯づくり

サービス利用支援体制づくり

豊かな福祉のまちづくり

基本目標

すこやかに 安心して暮らせ

生涯活躍できる

いきいきとしたまち

施策の柱
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4 

■■ 第１章 計画の目的と性格 ■■ 
 

 

１．計画改定の目的 
 

介護保険制度がスタートして 9年が経過し、制度は確実に浸透し運営されてい

ます。 

同時に、高齢化がすすんでいく中で、将来にわたり介護保険制度を安定したも

のとするため、「団塊の世代」が 65 歳に到達する平成 27 年までも見据えた中長

期的な介護のあり方を見定めていく必要があります。 

今回の計画改定は、平成 18 年度の介護保険法の大幅な改正の影響を見定めた

うえで、区の方向性を盛り込んだものです。 

これまでの区の介護保険事業や熟年者施策の動向とともに、今後の推移等を十

分に検討した上で、平成 21 年度からの「江戸川区第 4期介護保険事業計画及び

熟年しあわせ計画（老人福祉計画）」として計画の改定を行いました。 
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２．計画の性格 
 

「江戸川区第 4期介護保険事業計画」は、介護保険法第 117 条によりすべての

区市町村に策定が義務づけられている「区市町村介護保険事業計画」であり、介

護サービスの円滑な実施を図るとともに、サービス提供体制の確保及び効率的な

運営を実現するための計画です。 

また、「江戸川区熟年しあわせ計画（老人福祉計画）」は、老人福祉法第 20 条

の 8の規定に基づく「区市町村老人福祉計画」であり、熟年者の保健福祉施策の

充実を図るための計画です。 

「江戸川区第 4期介護保険事業計画」は、「江戸川区熟年しあわせ計画（老人

福祉計画）」の部分計画に位置づけられ、両計画一体となって、熟年者施策の総

合的な推進を図ります。 

なお、両計画は、地方自治法第 2条第 4項による「江戸川区基本構想・基本計

画」の理念や将来都市像と方向性をともにし、社会福祉法第 107 条の規定による

「江戸川区地域福祉計画」との整合性を保ちつつ策定されています。 

 
 
 

〔 江戸川区介護保険事業計画・熟年しあわせ計画の位置づけ 〕 
 
 

江戸川区基本構想

江戸川区基本計画

江戸川区地域福祉計画

江戸川区
熟年しあわせ計画
（老人福祉計画）

江戸川区
介護保険事業計画
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３．計画期間 
 

第1期及び第2期介護保険事業計画では5年を1期とする計画を定めてきまし

たが、介護保険法の改正により、第 3期計画以降は 3年を 1期とする計画期間と

なりました。 

これに伴い、「江戸川区第 4期介護保険事業計画」では、平成 21～23 年度の 3

年間の計画を定めます。平成 23 年度には見直し及び改定を行い、平成 24～26

年度の「江戸川区第 5期介護保険事業計画」を定めることとなります。 

一方、「江戸川区熟年しあわせ計画（老人福祉計画）」は、「江戸川区第 4期介

護保険事業計画」と一体となり、江戸川区の熟年者施策の充実を総合的に図る計

画です。したがって、「江戸川区熟年しあわせ計画（老人福祉計画）」も同様に、

計画期間を 3年間として定めます。 

なお、「団塊の世代」が 65 歳に到達する平成 27 年（2015 年）を視野に入れた

計画とするため、要介護認定者数及び介護保険施設等の利用量については平成

26 年度の目標値を掲げています。 

 
 

※「団塊の世代」とは、昭和 22～24 年生まれの「戦後のベビーブーム世代」を意味しています 

 
 
 

     〔 江戸川区介護保険事業計画・熟年しあわせ計画の計画期間 〕 

江戸川区第 4 期介護保険事業計画 

及び熟年しあわせ計画 

江戸川区第 5 期介護保険事業計画 

及び熟年しあわせ計画 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 
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４．計画改定のための取り組み 
 

（１）調査概要 
 
区民や介護サービス利用者等の意見や要望などを計画の改定に反映するため、

平成 19 年度に下表の①～⑥の 6種類の調査を行いました。 

各調査結果の詳細は、「江戸川区介護保険事業計画及び熟年しあわせ計画改定

のための基礎調査報告書」（平成 20 年 5 月）として公表されています。 

 
 

〔 江戸川区介護保険事業計画及び熟年しあわせ計画改定のための基礎調査 〕 

調 査 名 ①健康と生きがいに 
関する調査 

②熟年者の健康と 
生きがいに関する調査 

③介護予防に関する 
意識調査 

調 査 方 法 郵送配付、郵送回収 

調査対象者 

・55 歳以上 65 歳未満の 

要介護認定を受けて 

いない区民 

（平成 20年 1月 1日現在） 

・65 歳以上の要介護認定 

を受けていない区民 

（平成 20年 1月 1日現在） 

・65 歳以上の特定高齢者 

候補者・決定者となって 

いる区民 

（平成 20年 1月 1日現在） 

抽 出 元 
抽 出 方 法 

・住民基本台帳より 
無作為抽出 

・住民基本台帳より 
無作為抽出 

・住民基本台帳より 
無作為抽出 
（外国人登録者を含む） 

調 査 期 間 平成 20 年 1 月 18 日～2月 1 日 

対 象 者 数 
及 び 

回 収 率 

・対象者数  ： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

1,000 

688 

68.8% 

・対 象 者 数： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

1,500 

1,231 

82.1% 

・対 象 者 数： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

1,000 

794 

79.4% 

 

調 査 名 ④介護保険サービス 
利用に関する調査 

⑤介護保険サービス 
事業者調査 ⑥介護支援専門員調査 

調 査 方 法 郵送配付、郵送回収 

調査対象者 

・65 歳以上の要介護認定 

を受け、施設サービス、 

認知症高齢者グループ 

ホーム、有料老人ホーム 

を利用していない区民 

（平成 20年 1月 1日現在） 

・居宅介護支援事業者を 

除く区内全ての事業者 

（平成 20年 1月 1日現在） 

・ＮＰＯ法人江戸川区ケア 

マネジャー協会に加入し、

介護支援専門員として 

従事している会員 

 

抽 出 元 
抽 出 方 法 

・介護保険被保険者台帳 
より無作為抽出 
（外国人登録者を含む） 

・介護保険事業者名簿 
・ＮＰＯ法人江戸川区ケア 
マネジャー協会会員名簿 

調 査 期 間 平成 20 年 1 月 18 日～2月 1 日 

対 象 者 数 
及 び 

回 収 率 

・対象者数  ： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

2,400 

1,659 

69.1% 

・対 象 者 数： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

385 

229 

59.5% 

・対 象 者 数： 

・有効回収数： 

・有効回収率： 

380 

201 

52.9% 
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（２）計画改定のための体制 
 

江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会設置要綱に基づき、学識経験者、

保健・医療・社会福祉関係者、区民代表、区議会議員、行政代表からなる「江戸

川区介護保険事業計画等改定検討委員会」を設置し、検討委員会での検討をとお

して計画の改定を行いました。 
（委員名簿・検討内容等は 161・162 ページを参照） 

 
 
（３）広報及び意見募集 
 

①「広報えどがわ」での情報公開 

「江戸川区第 4期介護保険事業計画及び熟年しあわせ計画」の改定について、

平成 20 年 6 月 10 日号の「広報えどがわ」に掲載し、区民への周知を図りました。 

 

②「江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会」の公開 

「江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会」を公開するとともに、ホーム

ページに各回の議事録を掲載しています。 
 

③「中間のまとめ」の公表・パブリックコメントの実施 

「江戸川区介護保険事業計画等改定にかかる中間のまとめ」を関係機関や区民

希望者に配布するとともに、広報紙、ホームページ等により周知を図り広く区民

からの意見を募りました。 

また、「中間のまとめ」の報告会とあわせて、本計画の中でも重要な課題とさ

れている「認知症」に対する理解を深めるための講演会を実施しました。当日は、

250 人を超える区民の参加があり、「中間のまとめ」への意見のほか、認知症の

講演についても多くのアンケートの提出がありました。認知症について正しく理

解することが、いかに大事かをうかがわせる内容の感想が多数寄せられました。 
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■■ 第２章 基本理念と施策の体系 ■■ 
 

 

１．基本理念と基本目標 
 

「江戸川区基本構想・基本計画」（平成 14～23 年度）では、「１．自立した個

人」「２．つながりと信頼」「３．地球人としての発想」の理念を掲げ、将来都市

像「生きる喜びを実感できる都市」実現のための 6つの基本目標を定めています。 

熟年者を対象とした本計画においても、「江戸川区基本構想・基本計画」の理

念や将来都市像と方向性をともにしており、「すこやかに 安心して暮らせ 生涯

活躍できる いきいきとしたまち」を基本目標とします。 

 

 
〔 江戸川区基本構想・基本計画（平成 14～23 年度）〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理 念

将来都市像

基本目標

基本的施策

施策の柱

１．自立した個人 ２．つながりと信頼 ３．地球人としての発想

創造性豊かな文化はぐくむ
水辺と緑かがやく 安心と活力ある

生きる喜びを実感できる都市

人間性豊かに 未来を担う人が育つ

はつらつとしたまち

学びと協働で 区民文化はぐくむ

ふれあいのまち

すこやかに 安心して暮らせ
生涯活躍できる

いきいきとしたまち

自然豊かな 地球環境にやさしい

やすらぎのまち

都市と産業が共存共栄する
活力に満ちた

にぎわいのあるまち

楽しい暮らしを支え 安全 快適で
美しい魅力あふれる

うるおいのまち

いきいきとした生活のための
健康・福祉の社会づくり

高齢の人々の生きがいと健康

高齢の人々の生活支援

障害のある人々の生活支援

福祉のまちづくり

（１）安心と信頼のサービスづくり

（２）健康ではつらつとした生活づくり

（３）生きがいに満ちた生涯づくり

（４）サービス利用支援体制づくり

（５）豊かな福祉のまちづくり



10 

２．施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．自立した個人

２．つながりと信頼

３．地球人としての発想

すこやかに 安心して暮らせ

生涯活躍できる

いきいきとしたまち

創造性豊かな文化はぐくむ

水辺と緑かがやく 安心と活力ある

生きる喜びを実感できる都市

理 念

将来都市像

基本目標

施策の柱 施策項目

２．介護予防推進のまち

健康ではつらつと
した生活づくり

１．健康長寿のまち

2

生きがいに満ちた
生涯づくり

２．熟年パワーのあふれるまち

3
１．ふれあいと支えあいのまち

サービス利用支援
体制づくり ２．連携により円滑なサービスを

提供するまち

１．安心してサービスが
利用できるまち

4

２．いつまでも住み続ける
ことのできるまち

１．安全・快適
バリアフリーのまち

豊かな福祉の
まちづくり

5

安心と信頼の
サービスづくり

２．介護する家族を支えるまち

３．安心介護のまち
（介護保険事業計画部分に相当）

１．自立を支援するまち

1
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①配食サービスの拡充 
②紙おむつ等介護用品の支給･おむつ使用料の助成 
③徘徊探索サービスの充実 
④訪問介護サービスの充実 

⑤自立支援機器等の給付･貸与の充実  
⑥寝具乾燥消毒等サービスの実施  
⑦福祉理美容サービスの実施  
⑧安心生活応援ネットワークの実施  
⑨民間緊急通報システムの拡大  

⑩情報支援と消費生活相談の充実  
⑪戸別訪問収集の実施  
⑫生活福祉資金の貸付  
⑬長期生活支援資金の貸付 
 

①熟年者激励手当の支給  
②介護者激励事業の実施  

③介護者交流会の開催  
 

 

①居宅サービス  
・訪問介護･介護予防訪問介護  
・訪問入浴介護･介護予防訪問入浴介護  
・訪問看護･介護予防訪問看護  
・訪問リハビリテーション・  

介護予防訪問リハビリテーション  
・居宅療養管理指導・ 

介護予防居宅療養管理指導  
・通所介護･介護予防通所介護  
・通所リハビリテーション・  

介護予防通所リハビリテーション  
・短期入所生活介護・ 

介護予防短期入所生活介護  
・短期入所療養介護・ 

介護予防短期入所療養介護  
・福祉用具貸与･介護予防福祉用具貸与 
・特定福祉用具販売・ 

特定介護予防福祉用具販売  
・住宅改修費･介護予防住宅改修費  
・居宅介護支援･介護予防支援  
 
②居住系サービス  
・特定施設入居者生活介護（介護専用型）  
・特定施設入居者生活介護（混合型）・ 

介護予防特定施設入居者生活介護（混合型）  

③施設サービス  
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  
・介護老人保健施設  
・介護療養型医療施設  
 
④地域密着型サービス  
・小規模多機能型居宅介護・ 

介護予防小規模多機能型居宅介護  
・認知症対応型通所介護・ 

介護予防認知症対応型通所介護 
（認知症デイサービス） 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
（小規模特別養護老人ホーム） 

・認知症対応型共同生活介護・ 
介護予防認知症対応型共同生活介護 
（認知症高齢者グループホーム）  

・地域密着型特定施設入居者生活介護  
（小規模介護専用型有料老人ホーム等） 

・夜間対応型訪問介護  
  
⑤サービス利用等における低所得者への配慮 
 
 
 
 

⑥サービスの質の向上のための方策 
・介護サービス従事者の資質向上 
・各種団体への支援 
・介護サービス情報の公表と第三者評価の推進 
・相談及び苦情対応の強化 
・適正化プログラムに基づく事業者指導等 
 
⑦権利擁護事業の充実 
・判断能力が低下した人への支援 
・高齢者虐待への対応 
 
⑧介護保険事業の推進 
・公平・公正な要介護認定の実施 
・地域密着型サービスの指定事務の実施 
・介護保険事業計画の推進・評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①「健康サポートセンター」の機能の充実  
②生活習慣病予防とがん検診の推進 
③生活習慣病予防のための相談等の充実 
④8020運動の推進・成人歯科健康診査 
⑤高齢者の口腔ケアの普及  

⑥江戸川区口腔保健センターの運営支援 
⑦感染症予防対策の充実  
⑧｢食を通じた心とからだの健康づくり｣の 

啓発･普及  
⑨熟年男性料理栄養教室 

⑩健康学習の場と機会の提供 
⑪健康づくりリーダーが活躍できるしくみの整備 
⑫健康長寿協力湯の推進  
⑬三療サービスの推進  
 

①リズム運動の推進  
②ウオーキングの推進  
③介護予防教室の充実  
④地域ミニデイサービス実施への支援  
⑤出前健康講座（健康長寿塾）の実施  

⑥認知症を正しく理解するための啓発活動  
⑦特定高齢者把握事業の推進  
⑧介護予防ケアマネジメントへの取り組み  
⑨熟年ふれあいセンターの充実  
⑩熟年スポーツトレーニングの推進 

⑪熟年いきいきトレーニングの充実 
⑫熟年口腔ケアセミナーの充実 
⑬シルバー健康出前教室の実施  
⑭地域リハビリテーションの充実  
⑮介護職への介護予防知識等の普及 

 
 

①ボランティア立区の推進  
②福祉学習の推進  
③町会･自治会などを基礎としたコミュニティの 

活性化 

④くすのきクラブへの支援  
⑤ふれあい訪問員活動の充実  
⑥認知症サポーターの養成 
⑦熟年介護サポーター事業 

⑧健康知識・介護技術をもつボランティアの育成 
 
 
 

①くすのきカルチャー教室の充実  
②熟年者のスポーツ･レクリエーション活動の推進  

③スポーツ活動支援の充実  
④熟年者の参加を促進する行事の実施  

⑤シルバー人材センターへの支援  
⑥福寿大学の充実  

 
①情報提供の多様化と充実  
②相談･助言に関する窓口機能強化  
③認知症相談窓口の充実 

④熟年者緊急短期入所実施事業 
⑤権利擁護のしくみづくり 
⑥民生･児童委員との連携強化 

⑦介護人材確保総合支援事業の推進 
 
 

①地域包括支援センターの設置･運営  ②保健･医療･福祉の連携強化  ③社会福祉協議会の機能強化  

 
①福祉のまちづくりの推進  
②だれもが快適に移動できるユニバーサル 

デザインの推進  
③公共施設のバリアフリー化の推進  

④駅施設のバリアフリー化の推進  
⑤バス交通のバリアフリー化の推進  
⑥人にやさしい道づくりの整備推進  
⑦だれにもやさしい公園づくりの推進  

⑧区民との協働による防災体制の強化  
⑨交通安全対策の充実  
 
 

①有料老人ホームの整備指導 
②生活支援ハウスの運営 
③住まいの改造助成の実施 
④三世代同居住宅資金の貸付 

⑤民間賃貸住宅家賃等の助成 
⑥民間賃貸住宅への居住支援 
⑦住まい関連ボランティアへの支援 
⑧戸建住宅耐震改修工事助成 

⑨家具転倒防止ボランティアへの支援 
 
 
 

 

事 業 名 
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第２部「区の現状と基本的方向性」の要旨 
 

 

区の基本的方向性（40 ページ～） 

１．地域に根ざした効果的な介護予防の推進 

・ 高齢期を迎えても自分らしい生活を継続できるように、介護予防を推進していきます。 

・ 介護予防に関連する事業として、① より元気な熟年者のための施策を含む一般高齢者

施策、② やや虚弱な熟年者に向けた特定高齢者施策、③ 要支援 1～2の熟年者を対象

とした予防給付 の 3類型の事業を展開しています。 

 

２．認知症高齢者への地域ケアの構築 

・ 江戸川区医師会が運営する地域包括支援センターを、区の介護・医療における認知症

対策の核と位置づけ、関係機関とのネットワークづくりをすすめます。 

 

３．安心を支える医療と介護の連携 

・ 在宅での医療と介護がスムーズに連携できるよう、医療・介護の各関係機関の代表者

によるネットワーク会議の開催を検討していきます。 

・ 小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護についてサービスの内容をより広く周

知し、さらに利用を促進していきます。 

 

４．地域で支える包括的なケア体制の充実 

・ 熟年者の方の利便性を考え、より身近な相談窓口となるように、地域包括支援センタ

ーの新設やブランチ（出張所）の設置を推進していきます。 

 

５．介護基盤の強化による安心と希望のある地域づくり 

・ ひとり暮らしや認知症になっても、住み慣れた地域で生活し続けられるよう、地域密

着型サービスの整備を推進していきます。 
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■■ 第１章 区の現況と推計 ■■ 
 

 

１．人口及び高齢化率の推移・推計 
 
 
 
 
 

・ 平成 20 年 10 月 1 日現在、江戸川区の総人口は 673,468 人です。うち 65 歳

以上の高齢者は 114,251 人であり、高齢化率は 17.0％です。 

・ 今後の推計では、平成 26 年には高齢者人口は 133,470 人に増え、高齢化率

は 19.4%に達する見込みです。 

・ 平成 20～26 年度の 6 年間で、前期高齢者（65～74 歳）が約 2,800 人増加す

るのに対し、後期高齢者（75 歳以上）は約 16,400 人増加します。高齢者人

口が増加するのと同時に、高齢者人口に占める後期高齢者の割合もさらに増

加すると考えられます。 

※高齢化率は、総人口に占める 65 歳以上人口の割合 

 
 

〔 年齢階層別人口の推移・推計 〕 
単位：人

92,096 97,883 98,107 98,331 97,425 96,518 95,612 92,531

460,409 461,617 461,467 460,886 461,060 461,234 461,408 462,569

78,644 104,729 109,895 114,251 117,657 121,063 124,468 133,470

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

H12 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ26 年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

631,149
664,229 669,469 673,468 676,142 678,815 681,488 688,570

 
※各年 10 月 1日現在、住民基本台帳＋外国人登録者 

※平成 21 年以降は、平成 15 年と平成 20 年の人口（住民基本台帳＋外国人登録者）より、 

コーホート要因法による推計 

高齢化が進み、75 歳以上の高齢者が増えていきます 
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〔 65 歳以上人口の推移・推計 〕 

単位：人

51,292
66,317 69,001 70,779 71,396 72,014 72,631 73,605

27,352

38,412 40,894 43,472 46,261 49,049 51,837
59,865

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H12 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ26 年

65～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）

78,644

104,729
109,895 114,251 117,657 121,063 124,468

133,470

 
 

※各年 10 月 1日現在、住民基本台帳＋外国人登録者 

※平成 21 年以降は、平成 15 年と平成 20 年の人口（住民基本台帳＋外国人登録者）より、 

コーホート要因法による推計 

 

 

 

 

〔 65 歳以上人口が総人口に占める割合の推移・推計 〕 
単位：％

8.1%
10.0% 10.3% 10.5% 10.6% 10.6% 10.7% 10.7%

4.3%
5.8% 6.1% 6.5% 6.8% 7.2% 7.6%

8.7%

15.8% 16.4% 17.0% 17.4% 17.8% 18.3%
19.4%

12.5%

0%

7%

14%

21%

28%

H12 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ26 年

65～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 65歳以上合計
 

 
※各年 10 月 1日現在、住民基本台帳+外国人登録者 

※小数点以下を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合がある 
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・ 日常生活圏域別に、平成20年度と平成26年度推計の高齢化率を比較すると、

葛西事務所南圏域の 3.4 ポイント増をはじめ、多くの圏域で高齢化率が 2ポ

イント以上増える見込みとなっています。 

 

〔 圏域別高齢化率（平成 20 年度・平成 26 年度）〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※平成 20 年度は、10 月 1日現在、住民基本台帳+外国人登録者 

※小数点以下を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合がある 
 

 

 

■日常生活圏域とは・・・ 

・ 日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるように地理

的条件、人口、施設の整備状況等を勘案して設定を行うものです。 

・ 江戸川区では、現在の 6 事務所制の地域割を基礎として、「区民課圏域」「小松川事務

所圏域」「葛西事務所北圏域」「葛西事務所南圏域」「小岩事務所圏域」「東部事務所圏

域」「鹿骨事務所圏域」の 7地域を、日常生活圏域として設定しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.5% 10.7% 11.9% 12.3% 11.8% 11.1% 11.6% 12.0% 12.3% 11.6% 12.1% 10.9% 10.3% 10.7%
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6.5%
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11.1%

7.8% 10.2% 9.5%
11.3%

5.4%
8.5%

6.1% 8.9%
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7.9%
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5.3%
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25%

H20 H26 H20 H26 H20 H26 H20 H26 H20 H26 H20 H26 H20 H26 H20 H26

全区 小松川 区民課 小岩 鹿骨 東部 葛西北 葛西南

65～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）

17.0%

19.4%
20.8%

23.4%

19.5%

21.3% 21.1%
23..3%

17.7%

20.1%

18.1%
19.8%

15.8%

18.6%

10.4%

13.8%
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〔 7 つの日常生活圏域と特性 〕 

 

 

 

   

 

※平成 20 年 10 月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

【 小岩事務所圏域 】 

面 積   6.26k ㎡ 
総 人 口  97,071 人 
高齢者人口  20,476 人 
高 齢 化 率    21.1％ 

【 鹿骨事務所圏域 】 

面 積  4.78k ㎡ 
総 人 口  52,996 人 
高齢者人口  9,381 人 
高 齢 化 率   17.7％ 

【 区民課圏域 】 

面 積  10.41k ㎡ 
総 人 口  135,468 人 
高齢者人口  26,482 人 
高 齢 化 率    19.5％ 

【 東部事務所圏域 】 

面 積   6.26k ㎡ 
総 人 口  89,630 人 
高齢者人口  16,266 人 
高 齢 化 率    18.1％ 

【 小松川事務所圏域 】 

面 積   4.43k ㎡ 
総 人 口  55,097 人 
高齢者人口  11,474 人 
高 齢 化 率    20.8％ 

【 葛西事務所北圏域 】 

面 積   6.19k ㎡ 
総 人 口  89,068 人 
高齢者人口  14,087 人 
高 齢 化 率    15.8％ 

【 葛西事務所南圏域 】 

面 積  10.38k ㎡ 
総 人 口  154,138 人 
高齢者人口  16,085 人
高 齢 化 率    10.4％ 

葛西事務所北圏域 

葛西事務所南圏域 

(葛西橋通り) 
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３．介護保険被保険者及び要介護認定者の推移・推計 
 
 
 
 
 

【推移】 

・ 第 1号被保険者をみると、平成 17 年から平成 20 年にかけての 3年間で、約

14,500 人増加しています。 

・ 一方、要介護認定率は介護保険法が改正された平成 18 年度以降ほぼ横ばい

ですが、被保険者数の増加に伴い、要介護認定者は、平成 17 年から平成 20

年にかけての 3年間で、約 1,600 人増加しています。 

・ このうち、65～74 歳の認定者が約 100 人の増加であるのに対し、75 歳以上

の認定者は約 1,500 人増加しています。 

・ 要介護度別にみると、要支援 1、要介護 1 を除いて要介護認定者数は増加し

ています。 

 
 

〔 介護保険被保険者数・要介護認定者数の推移 〕 

 単位：人 
  H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

第 1 号被保険者数 99,983 104,879 110,076 114,458 

65～74 歳 63,726 66,345 69,046 70,829 
 

75 歳以上 36,257 38,534 41,030 43,629 

第 1号要介護認定者数 12,694 13,384 13,784 14,291 

65～74 歳 2,967 2,967 2,993 3,066 
 

75 歳以上 9,727 10,417 10,791 11,225 

第 1 号要介護認定率 12.7% 12.8% 12.5% 12.5% 
     

第 2 号要介護認定者数 719 725 669 695 

第 2 号要介護認定率 0.34% 0.34% 0.31% 0.32% 

※各年 9月末現在 

※要介護認定率＝要介護認定者数／被保険者数 

※介護保険事業状況報告より 

 

 
 
 
 
 

要介護認定率はほぼ横ばいですが、要介護認定者数は増えています 
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〔 第 1号被保険者における要介護度別認定者数の推移 〕 

 単位：人 
認定者数 構成比 

  
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

要支援 1 2,382  2,225  2,334 17.8% 16.1% 16.3% 

要支援 2 780  1,302  1,346 5.8% 9.4% 9.4% 

要介護 1 3,149  2,579  2,665 23.5% 18.7% 18.6% 

要介護 2 1,891  2,051  2,067 14.1% 14.9% 14.5% 

要介護 3 1,910  2,144  2,299 14.3% 15.6% 16.1% 

要介護 4 1,937  2,023  2,058 14.5% 14.7% 14.4% 

要介護 5 1,335  1,460  1,522 10.0% 10.6% 10.7% 

合 計 13,384 13,784 14,291 100.0% 100.0% 100.0% 

※各年 9月末現在 

 

【推計】 

・ 第 1号被保険者数は、平成 20 年度に 114,458 人であったものが平成 26 年度

には 133,571 人となり、約 19,000 人増加すると推計されます。特に、75 歳

以上の被保険者数が増加することが見込まれます。 
 
 
 

〔 第 1号被保険者数の推計 〕 

 単位：人   
  H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H26 年度 

第 1 号被保険者数 114,458 117,757 121,162 124,568 133,571 

65～74 歳 70,829 71,458 72,076 72,693 73,668 
  

75 歳以上 43,629 46,299 49,086 51,875 59,903 

※各年 9月末現在 

※平成 20 年度は「介護保険事業状況報告」より 

※平成 21～26 年度は、推計 

※第 1号被保険者数＝人口推計における 65 歳以上人口＋住所地特例被保険者推計 
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・ 要介護認定者数も年々増加し、介護予防事業の効果を見込んだ介護予防後推

計の要介護認定者数は、平成 23 年には 17,154 人になると見込んでいます。 

 

 

 
〔 要介護度別認定者数の推計 〕 

単位：人 

  H21 年度 H22 年度 H23 年度 H26 年度 

第 1号要介護認定者数     

(自然体推計) 15,048 15,811 16,564 18,867 

(介護予防後推計) 15,048  15,717  16,433 18,637  

 要支援 1 2,455  2,590  2,700 3,038  

 要支援 2 1,412  1,484  1,544 1,725  

 要介護 1 2,809  2,965  3,099 3,513  

 要介護 2 2,178  2,257  2,364 2,689  

 要介護 3 2,422  2,511  2,630 2,997  

 要介護 4 2,170  2,251  2,359 2,698  

 要介護 5 1,602  1,659  1,737 1,977  

第 1 号要介護認定率 12.8% 13.0% 13.2% 14.0% 

第 2 号要介護認定者数 706  711  721 747 

要介護認定者数合計 15,754 16,428 17,154 19,384 

※各年 9月末現在 

※平成 21～26 年度は推計 

※地域支援事業による要介護認定者数の抑制効果を 10.0%として推計している 

 

 

 

 

■自然体推計、介護予防後推計とは・・・ 

・ 自然体推計とは平成 20 年度までの実績をもとに推計した要介護認定者数を示すも

のですが、介護予防後推計は平成 21年度からの介護予防事業実施後の効果を見込み、

要介護認定者を推計した結果です。 
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４．認知症高齢者の状況 
 
 

 

 

 

・ 平成 20 年 9 月に在宅でのサービス(標準的居宅サービス)を利用した 8,397

人のうち、認知症（日常生活自立度Ⅱ以上）の人の割合は 53.1%となってい

ます。 

・ 要介護度が重くなるほど、認知症である割合が高くなり、要介護4で74.9％、

要介護 5で 85.2％となっています。 
 

 

 〔 標準的居宅サービス利用者に占める認知症の人の割合 〕  

単位：人  
要介護度 

標準的居宅 

サービス利用者 

認知症自立度 

Ⅱ～M 合計 

サービス利用者に 

占める割合 

要支援１ 1,229 100  8.1% 

要支援２ 896 93  10.4% 

要介護１ 1,791 1,192  66.6% 

要介護２ 1,528 925  60.5% 

要介護３ 1,353 894  66.1% 

要介護４ 1,019 763  74.9% 

要介護５ 581 495  85.2% 

総計 8,397 4,462  53.1% 

※平成 20 年 9月要介護認定者情報より 

※標準的サービスとは、認知症対応型共同生活介護利用者・特定施設入居者生活介護利用者を除

いた居宅サービス、すなわち在宅介護で利用するサービス 

 

 

 〔 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 〕 

ランク 判 定 基 準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している  

Ⅱ 
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば

自立できる  

Ⅲ ランクⅡの症状がときどき見られ、介護を必要とする（徘徊、失禁などが見られる）  

Ⅳ ランクⅡの症状が頻繁に見られ、常に介護を必要とする  

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を要する  

在宅でのサービス利用者における認知症の割合は 50％を越えています 
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■■ 第２章 介護保険サービス等の現状と課題 ■■ 
 

 

１．介護保険サービス利用者 
 
 
 
 
 

【 現 状 】 

・ サービスを利用した実人数をみると、居宅サービス利用者は、平成 18 年 9

月に一度減少しましたが、その後増加が続いています。施設サービス利用者、

未利用者は、平成 18 年 9 月に増加し、その後横ばいの傾向となっています。 

・ 構成比でみると、居宅サービス利用者は、利用者数と同様に平成 18 年 9 月

に一度減少していますが、その後増加しています。施設サービス利用者は、

ゆるやかな減少傾向にあります。未利用者も平成 19 年 3 月をピークに減少

しています。 

・ 居宅サービス利用者のうち、居住系サービス利用者の利用者数、利用率の増

加が目立ちます。 

・ サービスを利用しない理由として、「できるだけ他人の世話にはなりたくな

い」、「家族等の介護で十分」等があり、利用者の意思によりサービス利用に

至らない場合が多い結果となっています。 
 

【 課 題 】 

・ 高齢者人口及び要介護認定者数の増加に伴い、今後もサービス利用者の増加

が見込まれます。サービス提供の充実に向けて、今後も介護サービス提供基

盤を強化する必要があります。 

・ サービス未利用者については、介護サービスの利用をうながすＰＲの工夫や

区・ケアマネジャーからの情報提供に加え、利用者同士の情報交換を推進す

るなど引き続き制度の周知を図り、必要な人にサービスを結びつける支援が

必要です。 

 

 

 

 

居宅サービス利用者、特に居住系サービスが大きく増加しています 
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〔 居宅サービス利用者、施設サービス利用者、未利用者の推移 〕 

 
  

居宅サービス 

利用者 うち、居住系 

施設サービス 

利用者 

サービス 

未利用者 
要介護認定者 

実人数 8,136 人 542 人  2,081 人 2,557 人 12,774 人 
H17 年 3 月 

構成比 63.7% 4.2% 16.3% 20.0% 100.0% 

実人数 8,613 人 630 人  2,145 人 2,655 人 13,413 人 
H17 年 9 月 

構成比 64.2% 4.7% 16.0% 19.8% 100.0% 

実人数 8,731 人 728 人  2,187 人 2,801 人 13,719 人 
H18 年 3 月 

構成比 63.6% 5.3% 15.9% 20.4% 100.0% 

実人数 8,668 人 863 人  2,269 人 3,172 人 14,109 人 
H18 年 9 月 

構成比 61.4% 6.1% 16.1% 22.5% 100.0% 

実人数 8,674 人 906 人  2,273 人 3,186 人 14,133 人 
H19 年 3 月 

構成比 61.4% 6.4% 16.1% 22.5% 100.0% 

実人数 8,985 人 983 人  2,290 人 3,178 人 14,453 人 
H19 年 9 月 

構成比 62.2% 6.8% 15.8% 22.0% 100.0% 

実人数 9,205 人 1,037 人 2,253 人 3,190 人 14,648 人 
H20 年 3 月 

構成比 62.8% 7.1% 15.4% 21.8% 100.0% 

実人数 9,469 人 1,136 人 2,238 人 3,279 人 14,986 人 
H20 年 9 月 

構成比 63.2% 7.6% 14.9% 21.9% 100.0% 

※東京都介護給付実績集計システムより 

※実人数は、第 1号被保険者と第 2号被保険者の合計 

※構成比は要介護認定者に占めるそれぞれの割合 

※小数点以下を四捨五入しているため、構成比の合計値が 100%にならない場合がある 

※地域密着型サービスを居宅サービスに含んでいる 

※居住系とは、認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護をいう 

 

〔 サービス未利用の理由（複数回答）〕 

できるだけ他人の世話にはなりたく
ないから

家族等の介護で十分だから

病院や診療所に入院したから

他人を家に入れたくないから

利用の仕方がよくわからないから

利用料金が高いから

サービス内容に満足できないから

介護保険に利用したいサービス項目
がないから

介護保険以外のサービスを利用して
いるから

利用しようとしたが、サービス事業
者に断られたから

近所に利用したいサービス事業者が
いないから

その他

特に理由はない

無回答

31.7

24.9

18.4

12.9

11.0

5.5

4.2

3.9

1.9

1.6

1.0

11.3

6.8

4.5

0% 10% 20% 30% 40%

※「江戸川区介護保険事業計画及び熟年しあわせ計画改定のための基礎調査報告書」 

平成 20 年 5月 より 

 

回答者数＝309 人 
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２．居宅サービス 
 

（１）サービス別利用者数・利用割合 
 
 
 
 
 
 

【 現 状 】 

・ 介護給付において、利用者数が多いサービスは、訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与などです。 

・ 18 年度からの 3年間でみると、訪問介護は減少傾向である一方、通所介護や

居宅療養管理指導の利用が増えています。 

・ 訪問リハビリテーションや短期入所療養介護など医療系サービスは、利用割

合は少ないですが、利用者数は伸びています。 

・ 要支援 1～2 の要介護認定者に対する予防給付では、介護予防訪問介護がサ

ービス利用者の約 7割を占めています。 

 

【 課 題 】 

・ 在宅での生活を支えるため、訪問看護や訪問リハビリテーションなど医療系

サービスと医療機関との連携のあり方が課題となっています。 

・ 各サービスの伸びの状況を見据えた在宅介護サービスのあり方を検討して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所介護や居宅療養管理指導の利用が増えています 
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〔 サービス別利用者数（介護給付）〕 
 

利用者数(人) 
標準的居宅サービス利用者 

における利用割合(%) 
介護給付 

（経過的要介護は除く） 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 

増減 

(H18→H20)  
H18 年度 H19 年度 H20 年度 

標準的居宅サービス利用者 6,216 6,046 6,209 -0.1%  ― ― ― 

訪問介護 3,649 3,445 3,420 -6.3%  58.70% 56.98% 55.08% 

訪問入浴介護 659 640 637 -3.3%  10.60% 10.59% 10.26% 

訪問看護 670 693 705 5.2%  10.78% 11.46% 11.35% 

訪問リハビリテーション 117 141 138 17.9%  1.88% 2.33% 2.22% 

居宅療養管理指導 1,379 1,506 1,683 22.0%  22.18% 24.91% 27.11% 

通所介護 2,389 2,634 2,799 17.2%  38.43% 43.57% 45.08% 

通所リハビリテーション 609 595 594 -2.5%  9.80% 9.84% 9.57% 

短期入所生活介護 787 806 807 2.5%  12.66% 13.33% 13.00% 

短期入所療養介護 100 111 111 11.0%  1.61% 1.84% 1.79% 

福祉用具貸与 3,603 3,422 3,560 -1.2%  57.96% 56.60% 57.34% 

※平成 18・19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は、4月～9月審査分平均実績 

※標準的居宅サービス利用者とは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養 

管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具貸与のう 

ち、いずれか 1種類以上を利用している利用者を指す 

※標準的居宅サービス利用者における利用割合＝各サービス利用者数÷標準的居宅サービス利用者数 

 
 
 

〔 標準的居宅サービス利用者におけるサービス利用割合（介護給付）〕 
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        ※平成 20 年度 4月～9月審査分平均実績 
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〔 サービス別利用者数（予防給付）〕 

 
利用者数(人) 

標準的居宅サービス利用者 

における利用割合(%) 
予防給付 

（経過的要介護含む） 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 

増減 

(H18→H20)  
H18 年度 H19 年度 H20 年度 

標準的居宅サービス利用者 1,638 1,933 2,023 23.5%  ― ― ― 

介護予防訪問介護 1,191 1,370 1,383 16.1%  72.71% 70.87% 68.36% 

介護予防訪問入浴介護 4 6 8 100.0%  0.24% 0.31% 0.40% 

介護予防訪問看護 27 37 39 44.4%  1.65% 1.91% 1.93% 

介護予防訪問      

リハビリテーション   
15 22 21 40.0%  0.92% 1.14% 1.04% 

介護予防      

居宅療養管理指導  
93 129 123 32.3%  5.68% 6.67% 6.08% 

介護予防通所介護 423 642 707 67.1%  25.82% 33.21% 34.95% 

介護予防        

通所リハビリテーション  
73 98 91 24.7%  4.46% 5.07% 4.50% 

介護予防      

短期入所生活介護  
12 16 12 0.0%  0.73% 0.83% 0.59% 

介護予防      

短期入所療養介護  
1 1 1 0.0%  0.06% 0.05% 0.05% 

介護予防福祉用具貸与 280 227 269 -3.9%  17.09% 11.74% 13.30% 

※平成 18・19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は、4月～9月審査分平均実績 

※標準的居宅サービス利用者における利用割合＝各サービス利用者数÷標準的居宅サービス利用者数 

 
 
 

〔 標準的居宅サービス利用者におけるサービス利用割合（予防給付）〕 
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        ※平成 20 年度 4月～9月審査分平均実績 
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（２）居宅サービス支給限度基準額に対する利用割合 

 
 
 
 

【 現 状 】 

・ 江戸川区の居宅サービス支給限度基準額に対する利用割合は、利用者全体で

は、平成 20 年 9 月時点で 49.0%であり、東京都平均の 46.6%より高くなって

います。 

・ 介護度別にみると、要介護 4～5 では利用割合が 50％を超えており、要介護

度が重度になると、利用割合が高くなる傾向となっています。 

・ 東京都の平均と比較すると、要介護 5の利用割合が低いという特徴が見られ

ます。 

・ 利用割合の推移を見ると、利用者全体では徐々に高くなっており、要介護度

別では、要介護 4、要介護 5 とともに要介護 1 の利用割合が特に増加してい

ます。 
 

【 課 題 】 

・ 前回の法改正後、利用者全体の利用割合が伸びているなかで、平成 21 年度

からの報酬改定が利用者のサービス選択に与える影響を見定めるため、居宅

サービス支給限度基準額に対する利用割合の動向に引き続き留意していく

必要があります。 
 

〔 居宅サービスの区分支給限度額に対する利用割合 〕 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 全体 

支給限度額 49,700円 104,000円 165,800円 194,800円 267,500円 306,000円 358,300円  

H18 年 3 月 45.2% ― 36.5% 47.5% 51.0% 52.9% 55.8% 46.7% 

H18 年 9 月 48.3% 40.0% 36.8% 47.8% 47.5% 51.6% 56.6% 46.8% 

H19 年 3 月 46.6% 39.0% 39.7% 47.7% 47.9% 53.2% 58.0% 48.3% 

H19 年 9 月 47.1% 39.4% 38.2% 46.1% 45.7% 53.1% 56.9% 47.2% 

H20 年 3 月 44.7% 38.5% 40.4% 47.3% 48.7% 53.7% 58.3% 48.6% 

H20 年 9 月 45.9% 39.4% 41.0% 47.6% 48.0% 55.6% 57.9% 49.0% 

※東京都介護給付実績集計システムより 

※要支援 1には要支援を含む 

 

居宅サービス支給限度基準額に対する利用割合は、約 5 割となっています 
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〔 居宅サービス支給限度基準額に対する利用割合 〕 

 

支給限度基準額 

（月 額） 
江戸川区 東京都 全 国 

要支援 1 49,700 円 45.9% 43.8% 46.7% 

要支援 2 104,000 円 39.4% 35.8% 39.6% 

要介護 1 165,800 円 41.0% 35.8% 40.0% 

要介護 2 194,800 円 47.6% 43.7% 46.7% 

要介護 3 267,500 円 48.0% 47.1% 49.8% 

要介護 4 306,000 円 55.6% 54.7% 56.0% 

要介護 5 358,300 円 57.9% 60.2% 57.5% 

 全 体 49.0% 46.6% 48.1% 

※江戸川区は給付実績（平成 20 年 9月審査分）、全国、東京都は「介護保険事業状況報告」 

（平成 20 年 9月審査分） 

※要介護度別の利用割合＝要介護度別の居宅サービスの利用単位数÷（要介護度別サービス利用 

者数×要介護度別区分支給限度基準額） 

※全体の利用割合＝要介護度別の居宅サービスの利用単位数の和÷（要介護度別利用者数×要介 

護度別区分支給限度基準額の和） 
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（３）居宅サービス利用者によるサービスの利用意向 
 
 
 
 
 
 

【 現 状 】 

・ 居宅サービスの利用者の 83.2%が『今後利用したいサービスがある』と回答

しています。 

・ 各サービスでみると、「訪問介護（ホームヘルプサービス）」と「デイサービ

ス（通所介護、通所リハビリテーション）」がそれぞれ 4割を超えています。

次いで、「福祉用具の貸与、購入費の支給」36.3％、「ショートステイ（短期

入所生活介護、短期入所療養介護）」28.9％などが高くなっています。上位 3

位までのサービスは、実際に多く利用されているサービスでもあります。 

 
 

【 課 題 】 

・ 今後利用したいサービスと実際の利用割合（28 ページ参照）を比較すると、

ショートステイと訪問リハビリテーションにおいて、特に利用したい割合の

方が高くなっています。 

・ ショートステイについては、小規模多機能型居宅介護も含めて、ニーズ充足

を図るための整備のあり方を検討する必要があります。 

・ 訪問リハビリテーションについては、今回の報酬改定で基本報酬の体系が変

更されるため、その影響を見定めることが課題となります。 

 

 

利用したいサービスとして訪問介護とデイサービスが多くあげられています 
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〔 今後利用したいサービス（複数回答）〕 

訪問介護
（ホームヘルプサービス）

デイサービス（通所介護、通所リハ
ビリテ－ション）

福祉用具の貸与、購入費の支給

ショートステイ（短期入所生活介
護、短期入所療養介護）

訪問入浴介護

住宅改修費の支給

訪問看護

訪問リハビリテーション

認知症対応型デイサービス

夜間対応型訪問介護

居宅療養管理指導

小規模多機能型居宅介護

わからない

利用したいサービスはない

無回答

44.7

40.7

36.3

28.9

19.5

18.7

18.2

12.2

10.8

8.9

8.5

3.3

5.7

1.9

9.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 
回答者数＝1,659 人 

 

※「江戸川区介護保険事業計画及び熟年しあわせ計画改定のための基礎調査報告書」 

平成 20 年 5月 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『今後利用したい 

サービスがある』 

＝83.2％ 
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（４）居住系サービス 
 

 

 

 

 

【 現 状 】 

・ 特定施設入居者生活介護は、第 3期計画期間中に 7か所増加し、計 23 か所

となっています。 

・ 利用者数でみると、平成 17 年度と比較して 329 人の増加であり、サービス

利用が大きく伸びています。 

・ 増え続ける有料老人ホームに対しては、良好な居住環境の確保を目的に制定

した「江戸川区有料老人ホーム設置指導要綱」に基づく、有料老人ホームの

適正な整備と運営の確保に努めています。 

 

【 課 題 】 

・ 特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームやケアハウス以外の施設にも対

象範囲が拡大され、適合高齢者専用賃貸住宅など、これまでの福祉施設の概

念とは異なる施設も対象となりました。 

・ 今後は、高齢者が安心して過ごせる住宅の質の確保に向けて、多様な住まい

のあり方を検討していく必要があります。 
 
 

〔 居住系サービスの整備及び利用者数 〕 

   
H17 年度 

(a) 

 
H 18 年度 

 
H 19 年度 

 
H 20年度 

(b) 

 
(b) -(a) 

区内施設数（か所） 16 19 21 23 +7 特定施設入居者生活

介護 利用者（人/月） 390 491 577 662 +272 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
利用者（人/月） 48 51 106 105 +57 

合 計 利用者（人/月） 438 542 683 767 +329 

※区内施設数（各年度3月末現在、平成20年度は見込み）  

※利用者（平成17～19年度は年度平均実績、平成20年度は4～11月審査分平均実績）  

※利用者には、区外施設利用も含まれている  

※特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、ケアハウス等における介護のことである 

（66 ページを参照） 

 

 

特定施設入居者生活介護のサービス利用が大きく伸びています 
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３．地域密着型サービス 
 
 
 
 
 
 

【 現 状 】 

・ 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は、第 3期計画期

間中に 6 か所増え、計 24 か所となっています。利用者数でみると、平成 17

年度と比較して 130 人の増加であり、サービス利用が伸びています。 

・ 小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護については、サービス利用

が伸びていない状況です。 

・ 地域密着型介護老人福祉施設サービス(小規模特別養護老人ホーム)及び小

規模多機能型居宅介護は、施設整備においても計画予定数に達していません。 

・ 日常生活圏域別にみると、各サービスの整備状況に圏域ごとの偏りがみられ

る状況です。 

 

 

【 課 題 】 

・ 介護サービス利用者の増加が見込まれるなか、住み慣れた地域での生活が継

続できる地域密着型サービスは、今後も整備を推進していくことが必要とな

ります。 

・ その際、日常生活圏域を踏まえて、ある程度均等な整備がなされるよう誘導

していくことが課題となります。 

・ 小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護については、利用者やケアマ

ネジャーがサービス内容を十分に理解していない現状もあり、周知や理解促

進のあり方を一層検討する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症高齢者グループホームの利用が伸びています 
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 〔 地域密着型サービスの整備及び利用者数（介護給付）〕 

   

H17 年度 

 

 

H 18 年度 

 

 

H 19 年度 

 

H 20年度 

 

区内施設数（か所） 1 1 1 地域密着型介護 

老人福祉施設 

サービス 利用者（人/月） 
 

7 20 20 

区内施設数（か所） 18 20 22 24 認知症対応型 

共同生活介護 利用者（人/月） 193 263 290 323 

区内施設数（か所） 10 13 13 15 認知症対応型 

通所介護 利用者（人/月） 330 293 335 350 

区内施設数（か所） 1 3 4 小規模多機能型 

居宅介護 利用者（人/月） 
 

0 3 12 

区内施設数（か所） 1 1 1 夜間対応型 

訪問介護 利用者（人/月） 
 

2 17 23 

区内施設数（か所） 0 0 0 地域密着型 

特定施設入居者 

生活介護 利用者（人/月） 
 

- - - 

※区内施設数（各年度3月末現在、平成20年度は見込み）  

※利用者（平成17～19年度は年度平均実績、平成20年度は4～11月審査分平均実績）  

※認知症対応型共同生活介護は、従来からのサービスが新たに地域密着型サービスとして 

位置付けられた 

 

 
 

〔 地域密着型サービスの利用者数（予防給付）〕 

                                                         単位：人/月   

 
H 18 年度 H 19 年度 H 20年度 

介護予防認知症対応型共同生活介護 2 5 2 

介護予防認知症対応型通所介護 5 8 5 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

※利用者（平成18・19年度は年度平均実績、平成20年度は4～11月審査分平均実績）  
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〔 日常生活圏域別 地域密着型サービス整備状況 〕 

日
常
生
活
圏
域 

人
口
（
人
） 

高
齢
者
人
口
（
人
） 

高
齢
化
率 

要
介
護
認
定
者
数
（
人
） 

要
介
護
認
定
率 

 

認
知
症
対
応
型 

共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型 

通
所
介
護 

小
規
模
多
機
能
型 

居
宅
介
護 

地
域
密
着
型
介
護
福
祉 

老
人
施
設
サ
ー
ビ
ス 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

673,468 － 施設数 (か所) 24 15 4 1 1 

114,251 8,981 定員     (人) 402 214 86 20 300 全 区 

16.96% 7.86% 整備率   (％) 4.48% 2.38% 0.96% 0.22% 3.34% 

135,468 － 施設数 (か所) 7 3 2 0 1 

26,482 2,123 定員     (人) 106 38 50 300 区民課圏域 

19.55% 8.02% 整備率   (％) 4.99%(△) 1.79%(▼) 2.36%(△)
 

14.13% 

55,097 － 施設数 (か所) 2 3 0 0 0 

11,474 1,077 定員     (人) 26 33 小松川事務所圏域 

20.83% 9.39% 整備率   (％) 2.41%(▼) 3.06%(△)
   

89,068 － 施設数 (か所) 3 3 0 0 0 

14,087 1,003 定員     (人) 45 31 葛西事務所北圏域 

15.82% 7.12% 整備率   (％) 4.49%(≒) 3.09%(△)
   

154,138 － 施設数 (か所) 1 2 0 0 0 

16,085 1,130 定員     (人) 18 34 葛西事務所南圏域 

10.44% 7.03% 整備率   (％) 1.59%(▼) 3.01%(△)
   

97,071 － 施設数 (か所) 4 1 1 0 0 

20,476 1,898 定員     (人) 72 12 18 小岩事務所圏域 

21.09% 9.27% 整備率   (％) 3.79%(▼) 0.63%(▼) 0.95%(≒)
  

89,630 － 施設数 (か所) 4 2 1 0 0 

16,266 1,141 定員     (人) 81 56 18 東部事務所圏域 

18.15% 7.01% 整備率   (％) 7.10%(△) 4.91%(△) 1.58%(△)
  

52,996 － 施設数 (か所) 3 1 0 1 0 

9,381 609 定員     (人) 54 10 20 鹿骨事務所圏域 

17.70% 6.49% 整備率   (％) 8.87%(△) 1.64%(▼)
 

3.28%  
 

※人口・高齢者人口＝住民基本台帳＋外国人登録（平成 20 年 10 月 1日現在） 

※上記の要介護認定者数及び要介護認定率は、在宅の要介護認定者数及び要介護認定率をあらわしている 

（平成 20 年 10 月 1日現在） 

※施設数及び定員（平成 21 年 1月 1日現在） 

※整備率＝定員÷要介護認定者数 

※整備率欄の( )内数値は、△･･･全区の整備率より割合が高い、▼･･･全区の整備率より割合が低い、 

≒･･･全区の整備率と割合がほぼ同等 
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４．施設サービス 
 
 
 
 
 
 

【 現 状 】 

・ 第 3 期計画期間において、新たな施設整備はありませんでした。平成 18 年

度以降、介護老人福祉施設、介護老人保健施設のサービス利用は、横ばいの

傾向となっています。 

・ 介護療養型医療施設の利用数は減少傾向であり、平成 20 年度の利用者は 220

人となっています。 

・ 介護老人福祉施設への入所希望者は、平成20年12月現在で約800人ですが、

そのうち要介護度が高く、1年以上待機している人が約1割となっています。 

 

【 課 題 】 

・ 施設サービスにおいては、入所希望者の世帯状況、認知症の状況等を踏まえ、

入所が必要な人数の把握と必要数にあった計画的な施設整備が求められて

います。 

・ 第 4期介護保険事業計画では、国の参酌標準により平成 26 年度に介護保険 3

施設利用者に占める要介護 4～5 の利用者の割合を 70％以上にする目標を示

す必要があり、今後利用者の重度化対応をすすめることが課題といえます。

（51 ページ参照） 

〔 施設サービスの整備及び利用者数 〕 

   
H17 年度 

(a) 

 
H 18 年度 

 
H 19 年度 

 
H 20年度 

(b) 

 
(b) -(a) 

区内施設数（か所） 13 13 13 13 +0 
介護老人福祉施設 

利用者（人/月） 1,088 1,111 1,117 1,102 +14 

区内施設数（か所） 9 9 9 9 +0 
介護老人保健施設 

利用者（人/月） 820 921 946 935 +115 

区内施設数（か所） 2 2 2 2 +0 
介護療養型医療施設 

利用者（人/月） 248 237 231 220 -28 

※区内施設数（各年度3月末現在、平成20年度は見込み）  

※利用者（平成17～19年度は年度平均実績、平成20年度は4～11月審査分平均実績）  

※利用者には、区外施設利用が含まれている 

施設サービス利用者は横ばいの傾向になっています    



39 

５．第３期介護保険事業計画における区の新たな取り組み 
 

（１）区の新たな取り組み 
 

・ 第 3期介護保険事業計画期間内に開始された事業は以下のとおりです。 
 

〔 区の新たな取り組み 〕 

 
名 称 実施年度 内 容 

Ｈ

18

年

度 

認知症サポーターの養成 H18 年 4 月～ 

認知症の方を支援する認知症サポーターを増やし、

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをめ

ざします。 

区の認知症サポーターの養成目標を 10年間で 6,000

人と定め、計画的に講座を開催します。 

Ｈ

19

年

度 

認知症ホットライン H19 年 4 月～ 
医師会地域包括支援センターに設置し、精神保健福

祉士が相談に応じます。 

熟年口腔ケアセミナーの 

充実 
H20 年 8 月～ 

特定高齢者を対象に、口腔機能の向上を目的として、

歯科衛生士による健口体操などの実技指導等を２日

制で実施します。 

熟年者緊急短期入所実施 

事業 
H20 年 4 月～ 

65 歳以上で、認知症その他やむを得ない理由により

保護を要し、身元が不明である方、本人を代理する

家族等がいない方、または居宅生活が困難な方に対

し、短期入所を実施し、熟年者の福祉の増進を図り

ます。 

認知症相談窓口の充実 H20 年 8 月～ 

医師会地域包括支援センター内で、認知症に関する

専門的な電話相談を実施し、関係機関と協力して問

題解決に向けていきます。 

認知症サポート医やもの忘れ相談医等が、定期的な

相談窓口を設置します。 

Ｈ

20

年

度 

熟年スポーツトレーニング

の推進 
H20 年 6 月～ 

特定高齢者や、運動器の機能向上を図ることが必要

な方を対象とし、ストレッチ・有酸素運動・簡易器

具を用いた運動、筋力トレーニング等を実施します。 

 

（２）介護保険施設の整備支援 
 

・ 第 3期介護保険事業計画期間内に開設された施設は以下のとおりです。 
 

〔 介護保険施設の整備支援 〕 

施設の種類 名 称 開設の時期 定 員 

地域密着型介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
わとなーる H18 年 10 月認可 20 人 
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■■ 第３章 区の基本的方向性 
－住み慣れた地域で暮らし続けるために－ ■■ 

 
 

・ 人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰

もが望むことです。 

・ 区では、住み慣れた地域で個人として尊重された生活を続けられるよう、熟

年者保健福祉施策の充実をめざし、在宅での介護を基本とした支援体制の整

備に向け、以下１～５の基本的方向性にそって施策を展開していきます。 

 

   〔 区の基本的方向性 〕 

 区の基本的方向性 

－住み慣れた地域で暮らし続けるために－  

 

１．地域に根ざした効果的な介護予防の推進 

２．認知症高齢者への地域ケアの構築 

３．安心を支える医療と介護の連携 

４．地域で支える包括的なケア体制の充実 

５．介護基盤の強化による安心と希望のある地域づくり 
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１．地域に根ざした効果的な介護予防の推進 

－誰もがいきいきと暮らすために－ 
 
 

・ 高齢期を迎えても自分らしい生活を継続できるように、介護予防を推進して

いきます。介護予防は、介護を必要としない状態を維持すること、介護が必

要になった場合でも、その状態の軽減または悪化を防止することを目的とし

ています。 

・ 介護予防に関連する事業として、① より元気な熟年者のための施策を含む

一般高齢者施策、② やや虚弱な熟年者に向けた特定高齢者施策、③ 要支援

1～2の熟年者を対象とした予防給付 の 3類型の事業を展開しています。 

・ 今後は、より多くの方に参加していただけるように、地域包括支援センター

を中心に事業をすすめていきます。 

 

（１）介護予防事業の再構築 

・ 元気施策から特定高齢者施策まで、区民の方が参加しやすい介護予防事業へ

と再構築します。 

・ 熟年いきいきトレーニングや熟年ふれあいセンター等、従来からある事業に

ついては、より気軽に参加していただけるよう内容を検討していきます。 

・ 少し体力が衰えたと感じる熟年者の方でも手軽にできるソフトリズム運動

を開発し、普及を図ります。 

〔 介護予防事業の再構築 〕 

事業名 内容 

リズム運動（P119） 
虚弱な方も参加できるソフトなリズム運動の開発・普及を 
検討 

熟年ふれあいセンター（P124） 低栄養改善プログラムの取り込み方の検討等 

熟年スポーツトレーニング（P125） 実施会場の増設 

熟年いきいきトレーニング（P125） トレーニング内容の整理 

熟年口腔ケアセミナー（P126） セミナーの時期、回数、ＰＲ方法の検討 

シルバー健康出前教室（P126） 
栄養改善・認知症予防等の総合講座を地域包括支援センター
内で開催することを検討 
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〔江戸川区における介護予防に関連する事業 〕 

施策の類型 財 源 具体的内容例 対 象 者 

(1) 一般高齢者施策 

（元気施策含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財源及び 

介護保険の地域 

支援事業 

 

①介護予防の普及啓発 

◆介護予防パンフレットの作成（新） 

◆認知症予防講演会 

◆シルバー健康出前教室（新） 

◆地域包括支援センターや健康サポートセンタ 

ーによる介護予防教室、健康講座など 

◆町会・自治会等の行事と組みあわせた周知など 

 

②はつらつとした生活の継続 

◆くすのきクラブによるリズム運動 

◆ウオーキングの推進 

 

③地域で支える介護予防活動 

◆地域ミニデイサービス、会食・助けあい活動 

など 

 ◆ファミリーヘルス推進員への研修や介護職等

に向けた技術講習会など 

 

④介護予防プログラムへの参加 

 ◆熟年ふれあいセンター 

 ◆熟年スポーツトレーニング 

 

高齢者全体 

(2)特定高齢者施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特定高齢者把握事業 

 ◆生活機能評価 

  生活機能チェックと生活機能検査の結果から

特定高齢者候補者を選定 

   国保健診や長寿健診等と同時に実施、及び 

健診とは別に通年で実施する方法がある。 

 ※健診と別に実施する場合、地域ネットワーク等

の活用により、情報収集し、対象者を把握する。 

 ◆介護予防相談会等 

  地域包括支援センターが、特定高齢者を決定、

介護予防事業への参加勧奨 

 

②介護予防プログラムへの参加 

◆熟年いきいきトレーニング 

◆熟年口腔ケアセミナー 

生活機能の 

低下が見られ 

る高齢者 

(3)予防給付 
介護保険による 

介護予防給付 
介護予防通所介護、介護予防訪問介護など 

要支援 1～2 

と認定された 

高齢者 
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（２）地域包括支援センターを中心とした介護予防事業の展開 

・ 介護予防事業を効果的に浸透させるために、地域包括支援センターを中心と

して、町会・自治会や民生・児童委員を含めた地域でのネットワークなどを

活用し、きめ細かく介護予防事業に参加できるシステムの充実を図ります。 

・ そのため、地域包括支援センターの活動を支援するリーダーと、その活動を

支える人材の育成を、地域包括支援センターごとに推進していきます。 

 

 

（３）その他の介護予防のあり方 －今後の検討課題－ 

・ 介護予防事業への参加を希望される方が、身近な場所で気軽に参加できるよ

うに、今後は広く事業を充実していく必要があります。 

・ 引きこもりがちの人は、外へ出ていくために一定の働きかけが必要な場合が

あり、地域のネットワークの一層の活用が求められます。 

・ 高齢となってからの介護予防だけではなく、より若い年齢からの「健康づく

り」が重要であり、健康関連施策との連携が必要となります。 
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２．認知症高齢者への地域ケアの構築 

－地域で暮らせるまちをめざして－ 
 
 

・ 認知症になっても住み慣れた地域での生活を継続するために、地域における

認知症に対する理解の促進や支援体制の整備、それを支える介護・医療との

連携など、認知症に対応できる地域のネットワークづくりをすすめていきま

す。 
 

（１）医師会地域包括支援センターによるネットワークづくり 

・ 江戸川区医師会が運営する地域包括支援センターを、区の介護・医療におけ

る認知症対策の核と位置づけ、関係機関とのネットワークづくりをすすめま

す。 

・ ネットワークでは、地域包括支援センターや介護事業者などが抱える認知症

相談の中で、特に専門的なアドバイスを必要とするものに対し、医師による

相談窓口を設置し、医療との連携をすすめていきます。 

・ また、認知症に関する講演会や精神保健福祉士による電話相談など、普及啓

発にも努めていきます。 

 

（２）認知症予防への取り組み 

・ 「認知症予防講演会」や「脳活き活き教室」など、脳を活性化することで、

認知症の予防へとつなげる事業を推進していきます。 

 

（３）認知症サポーターの養成 

・ 区としての認知症サポーター養成の目標を今後 10 年間で 6,000 人と定め、

学校、町会・自治会、安心生活応援ネットワーク協力団体などを対象に、計

画的に養成講座を開催していきます。 
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（４）認知症対応サービスのさらなる充実 

・ 認知症高齢者グループホーム、認知症デイサービス、小規模多機能型居宅介

護など、認知症に対応する地域密着型サービスの普及をさらにすすめていき

ます。 

・ 特に小規模多機能型居宅介護は、本人にとって馴染みの関係の中で、通い・

訪問及び泊まり（ショートステイ）が利用できるサービスです。認知症高齢

者グループホームなどの居住系施設との併設形態も含め、区として積極的な

導入を図っていきます。 

・ あわせて、介護サービスの提供者に対しては、認知症に対するケア知識・技

術の向上を目的として認知症研修の機会を充実します。 

・ 今回の介護報酬の改定でも、認知症ケアの質の向上を図るため、専門研修の

修了者の配置に対する評価や認知症リハビリテーションの対象拡大、若年性

認知症の受け入れに対する評価などを行うことになりました。 

 

〔 認知症地域ネットワークの構築 〕 
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３．安心を支える医療と介護の連携  

－在宅での安心の実現－ 
 

 

（１）医療との連携の強化 

・ 在宅での療養が必要な要介護者に対しては、医療と介護との連携が重要とな

ります。在宅での医療と介護がスムーズに連携できるよう、医療・介護の各

関係機関の代表者によるネットワーク会議の開催を検討していきます。 

・ 退院時における在宅看護・介護のためのケアカンファレンスの実施など、具

体的な事例に対応するために、地域包括支援センター、ケアマネジャー、在

宅療養支援診療所、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）などによる地域ネッ

トワークづくりもすすめていきます。 

・ 訪問看護ステーションに対して、研修などの支援を行うとともに、基盤強化

に努めていきます。 

・ 医療との連携がより適切に図れるケアプランの作成のため、ケアマネジャー

に対する医療的な知識の習得に向けた研修を充実していきます。 

・ 在宅療養を支える医療や介護の情報を、区民やケアマネジャー等へ積極的に

周知していきます。 

 

（２）安心を支える介護サービスの推進 

・ 在宅での安心した生活を支えるための介護サービスとして、通い・訪問・泊

まりの機能を組み合わせて利用できる小規模多機能型居宅介護と、夜間にお

ける定期的な巡回訪問と緊急時の随時訪問を利用できる夜間対応型訪問介

護があります。どちらも平成 18 年度に創設された新しいサービスであり、

サービス利用者やケアマネジャーなどにサービスの内容をより広く周知し、

さらに利用を促進していきます。 

・ 介護者の急病等への対応として要望の高いショートステイ（短期入所）につ

いては、小規模多機能型居宅介護を含め、整備をすすめることで充実してい

きます。 

・ さらに、医療と介護の連携を推進するため、今回の介護報酬の改定では、介

護におけるリハビリテーションの評価の見直しや居宅介護支援における入

院時・退院時の評価を新たに行っています。 

 



47 

 

〔 在宅療養における医療・介護サービスの連携体制 〕 
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在宅療養・介護の
必要な高齢者

在宅療養
支援診療所

診療所

歯科診療所

訪問看護
ステーション

訪問診療所

ケア会議など
による連携
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４．地域で支える包括的なケア体制の充実 

 －地域における多様な活動・支援の展開をとおして－ 
 
 
（１）地域包括支援センターの基盤強化 

・ 熟年者の方の利便性を考え、より身近な相談窓口となるように、地域包括支

援センターの新設やブランチ（出張所）の設置を推進していきます。 

・ 介護保険サービスをはじめとして、権利擁護や高齢者虐待の早期発見など、

高齢者の福祉に関する総合相談機能を充実します。 

・ 介護サービス事業者や町会・自治会等のネットワークづくりをさらに推進し

ていきます。 

・ 地域包括支援センターの適切な運営管理や質の確保、今後の方向性などにつ

いては、地域包括支援センター運営協議会での意見を踏まえ、基盤の強化に

努めます。 

 
（２）介護を支えるサポーターの育成 

・ 元気な熟年者の方が、地域密着型の介護サポーターとして社会参加できる体

制づくりを検討していきます。 

・ 活動の成果はポイントとして付与し、保険料に反映できる仕組みも検討して

いきます。 

 

（３）安心生活応援ネットワークの充実 

・ 区では地域における見守りのネットワークとして、安心生活応援ネットワー

クがあり、その一環として目配り訪問も実施しています。今後も協力団体と

の連携を図りながら、身近な地域の見守り体制を強化します。 
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連 携

区役所
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江戸川支部
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気付き



50 

５．介護基盤の強化による安心と希望のある地域づくり 
 
 
（１）地域密着型サービスの整備推進 

・ ひとり暮らしや認知症になっても、住み慣れた地域で生活し続けられるよう、

地域密着型サービスの整備を推進していきます。 

・ 現在の整備状況を日常生活圏域ごとに勘案し、不足しているサービスについ

て重点的に整備誘導を図っていきます。 

・ あわせて日常生活圏域において地域密着型サービスと従来型サービスが連

続的・有機的に提供されるような体制づくりにも配慮していきます。 

（２）地域密着型サービスの運営支援 

・ 地域密着型サービスが着実に地域に根付くよう、運営推進会議の定期的な開

催を支援していきます。 

・ 地域密着型サービスを地域に浸透させるため、区民やケアマネジャーへ広く

周知していきます。 

（３）地域密着型サービスの質の確保 

・ 地域密着型サービスは、区がサービス事業者の指定権限を有しており、サー

ビスの質を確保するため、今後も実地指導や指導監査を実施していきます。 

・ また、事業者の指定及び指定拒否等については、医療・福祉関係者や被保険

者等で構成する「地域密着型サービス運営委員会」において、引き続き意見

聴取を行っていきます。 

（４）介護人材の確保と介護事業者への支援 

・ 大きな課題となっている介護人材の確保・介護従事者の処遇改善のため、国

は介護報酬の改定や処遇改善の取組への総合支援策の実施などを行うこと

になりました。 

・ 区は、国の施策の動向を見ながら、就職面接会の開催や、有資格者のブラッ

シュアップ研修を実施し、介護人材の確保に努めます。 

・ 事業者に対し、ストレス対策の研修や個別の相談により、メンタルサポート

を充実するとともに、永年勤続職員に対する表彰などを行っていきます。 
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（５）介護保険制度の適正化と的確な事業者指導 

・ 国の指導により、都が介護保険事業の適正化計画を定め、区は給付と要介護

認定の適正化について、具体的な目標を定めることになりました。 

・ 給付の適正化としては、利用したサービスの内容を本人が確認できるように、

居宅サービスの利用者に対して、引き続き利用状況を文書で通知していきま

す。 

・ また、要介護認定の適正化については、要介護認定結果の平準化に一層努め

ていきます。 

・ さらに、事業者に対する実地指導や指導監査を強化していきます。 
 

（６）介護保険施設等の計画的な整備と重度者利用の推進 

・ 介護保険施設サービス等の利用者の見込みにあたっては、国が平成 26 年度

を見込んで定めた下表の基準（参酌標準）をもとに定めることとされていま

す。本区においても、その基準が達成できるよう整備量を見込みます。 

・ 施設・居住系サービスの整備にあたっては、認知症高齢者グループホームな

ど日常生活圏域に根ざした地域密着型サービスに重点をおき、整備をすすめ

ていきます。 

 

〔 居住系・施設サービス整備の方向性に関する参酌標準 〕 

参酌標準Ⅰ 

（利用見込み量の総枠） 

介護保険 3 施設及び介護専用の居住系サービスの利用者は、平成 26 年

度において、要介護 2以上の要介護認定者に対して 37％以下となるよう

目標値を設定する 

参酌標準Ⅱ 

（重度者への重点化） 

介護保険 3施設の利用者における要介護 4 以上の利用者の割合が、平成

26 年度において 70％以上となるよう目標値を設定する 

※介護保険 3施設には、小規模特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）（73 ページを参照）を含む 

※介護専用の居住系サービスとは、認知症高齢者グループホーム及び介護専用型特定施設（介護専用の有料老

人ホーム及びケアハウス）である 

 

 

 

 



52 

（７）介護保険外サービスのあり方 

・ 介護保険で提供されるサービスには、法定のメニューのほか、区が独自にサ

ービスの量を引き上げて提供する「上乗せサービス」、定められた種類以外

のサービスを提供できる「市町村特別給付」、さらに介護者支援事業や介護

予防事業が提供できる「保健福祉事業」があります。しかし、これらのサー

ビスは第 1号被保険者の保険料のみを財源として行うため、第 1号被保険者

の保険料負担に影響を及ぼします。 

・ これらのことから、区ではいずれも実施せず、必要なサービスは一般施策の

中で実施していきます。 
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熟年者保健福祉施策の展開 
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第３部「熟年者保健福祉施策の展開」の要旨 
 

１．介護保険事業計画（59 ページ～） 

（１）介護保険サービス量の見込み 

〔 介護保険サービス量の見込み(月あたり) 〕 

  単位 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

訪問介護 人 5,170 5,496 5,919 

訪問入浴介護 回 3,102 3,138 3,324 

訪問看護 回 4,208 4,293 4,560 

訪問リハビリテーション 回 661 683 713 

居宅療養管理指導 件 2,079 2,145 2,275 

通所介護 人 3,843 4,105 4,449 

通所リハビリテーション 人 726 755 800 

短期入所生活介護 日 6,569 6,730 7,136 

短期入所療養介護 日 1,084 1,127 1,186 

福祉用具貸与 人 4,121 4,248 4,504 

特定福祉用具販売 件 135 142 149 

住宅改修費 件 86 91 94 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護支援 人 8,771 9,157 9,704 

特定施設入居者生活介護 
（介護専用型） 人 102 142 184 居

住
系 

サ
ー
ビ
ス 

特定施設入居者生活介護 
（混合型） 

人 788 788 788 

介護老人福祉施設 人 1,121 1,121 1,121 

介護老人保健施設 人 980 1,100 1,100 

介護療養型医療施設 人 232 232 232 

施
設 

サ
ー
ビ
ス 

医療療養病床からの転換分 人 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 人 90 130 175 

認知症対応型通所介護 回 3,279 3,386 3,594 

地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 人 49 78 107 

認知症対応型共同生活介護 人 360 396 450 

地域密着型特定施設入居者 
生活介護 人 29 58 87 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

夜間対応型訪問介護 人 80 100 120 

※上記のサービス量の見込みは、介護給付と予防給付の合計値である 
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（２）介護保険財政の実績と見込み 
 

〔 所得段階別保険料 〕 

第 3期の 

所得段階 

第 3期の 

保険料 
乗率  

第 4期の 

所得段階 

第 4期の 

保険料 
乗率 

第 1段階 1,850 円 0.50 → 第 1段階 1,850 円 0.50 

第 2 段階 2,220 円 0.60 第 2 段階 2,220 円 0.60 

第 3 段階 2,775 円 0.75 

→ 

第 3段階 2,775 円 0.75 

特例 

第 4段階 
3,237 円 0.875 

第 4 段階 3,700 円 
1.00 

(基準額) 
→ 

第 4段階 3,700 円 
1.00 

(基準額) 

第 5段階 4,162 円 1.125 

第 5 段階 4,625 円 1.25 → 

第 6段階 4,625 円 1.25 

第 6 段階 5,550 円 1.50 → 第 7段階 5,550 円 1.50 

第 7 段階 6,475 円 1.75 → 第 8段階 6,475 円 1.75 

 

 

 

（３）介護保険事業を円滑に推進するための施策 

①サービス利用等における低所得者への配慮 

・ 高額な利用料や住宅改修費の支払いが困難な人に対する助成制度等を設けています。 

 

②サービスの質の向上のための方策 

・ 介護サービス従事者の資質向上、各種団体への支援、介護サービス情報の公表と第三

者評価の推進、相談及び苦情対応の強化、適正化プログラムに基づく事業者指導など

に取り組みます。 
 

③権利擁護事業の充実 

・ 判断能力が低下した人への支援や高齢者虐待への対応を行います。 
 

④介護保険事業の推進 

・ 公平・公正な要介護認定の実施、地域密着型サービスの指定事務の実施、計画の推進・

評価に取り組みます。 
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２．熟年しあわせ計画（101 ページ～） 

（１）安心と信頼のサービスづくり 

①自立を支援するまち 

・ 在宅での生活が継続できるよう、介護保険外サービスを展開するとともに、情報提供

や消費生活相談をとおして、熟年者が安心して生活できるよう努めます。 

 

②介護する家族を支えるまち 

・ 介護する家族の交流の場や激励事業の実施により、介護による負担や悩みの軽減を図

ります。 

 

③安心介護のまち【 介護保険事業計画部分に相当 】 

・ 安心して介護サービスが受けられるように、介護保険事業における各サービスの量と

質の確保を図るとともに、サービス利用支援や基盤整備をすすめていきます。 

 

（２）健康ではつらつとした生活づくり 

①健康長寿のまち 

・ 健診の充実や健康に関する身近な相談窓口である健康サポートセンターの機能の充実、

また熟年者自らが健康の保持に取り組めるような環境整備をすすめます。 

 

②介護予防推進のまち 

・ 介護を必要としない状態を維持し､介護が必要な状態になってもその状態の軽減が図

られるよう､リズム運動などの元気施策や熟年ふれあいセンターやシルバー健康出前

教室などの特定高齢者施策を推進していきます。 

 

（３）生きがいに満ちた生涯づくり 

①ふれあいと支えあいのまち 

・ 地域での支えあいを基盤とし、ボランティア立区を推進していくとともに、くすのき

クラブへの支援やふれあい訪問活動などを推進していきます。 

 

②熟年パワーのあふれるまち 

・ スポーツ活動やくすのきカルチャー教室等､熟年者の主体的な活動支援をすすめます。 
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（４）サービス利用支援体制づくり 

①安心してサービスが利用できるまち 

・ 誰もが安心してサービスを受けられるように、様々なサービスや制度の情報を入手で

きる体制の整備、相談窓口機能の強化を図るとともに、苦情への対応強化や権利擁護

事業の推進を図ります。 

 

②連携により円滑なサービスを提供するまち 

・ 地域における身近な相談機関である地域包括支援センターにおいて、介護に関する相

談や介護予防を充実させるとともに、保健・医療・福祉の連携を図り、サービスの円

滑な提供・運営をすすめます。 

 

（５）豊かな福祉のまちづくり 

①安全・快適バリアフリーのまち 

・ 区民だれもが安全・快適に暮らせるようなユニバーサルデザインのまちづくりをすす

めるために、公共施設等のバリアフリー化を推進します。 

・ 地震等の災害に備えるため、区民との協働による防災体制の強化をすすめます。 

 

②いつまでも住み続けることのできるまち 

・ 熟年者がいつまでも住み続けられるように、住まいの条件整備や支援を行います。 
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⑥通所介護・介護予防通所介護 

・ 居宅の要支援・要介護者に対し、デイサービスセンター等において、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を日帰りで行

います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防通所介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサービスは

通所介護（介護給付）となります。 

単位：人／月、回／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

( 人 ) 2,389 2,634 2,839 3,025 3,205 3,471 
通所介護 

( 回 ) 17,541 20,801 24,028 25,877 27,413 29,700 

介護予防通所介護 ( 人 ) 423 642 729 818 900 978 

( 人 ) 2,812 3,276 3,568 3,843 4,105 4,449 
合計 

( 回 ) 17,541 20,801 24,028 25,877 27,413 29,700 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

※介護予防通所介護については、月当たり包括報酬のため回数は設定できない 

 

 

⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

・ 病状が安定期にあり、主治医がリハビリテーションを必要と認めた居宅の要

支援・要介護者に対し、介護老人保健施設、病院、診療所において、介護予

防を目的として理学療法、作業療法、その他のリハビリテーションを日帰り

で行います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防通所リハビリテーション（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供さ

れるサービスは通所リハビリテーション（介護給付）となります。 

単位：人／月、回／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

( 人 ) 609 595 605 639 662 701 
通所リハビリテーション 

( 回 ) 4,261 4,320 4,553 4,743 4,916 5,207 

介護予防通所リハビリテー 

ション 
( 人 ) 73 98 87 87 93 99 

( 人 ) 682 693 692 726 755 800 
合計 

( 回 ) 4,261 4,320 4,553 4,743 4,916 5,207 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

※介護予防リハビリテーションについては、月当たり包括報酬のため回数は設定できない 
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⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

・ 要支援・要介護者に対し、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等への

短期間の入所により、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世

話及び機能訓練を行います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防短期入所生活介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサ

ービスは短期入所生活介護（介護給付）となります。 

単位：人／月、日／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

( 人 ) 787 806 824 874 897 952 
短期入所生活介護 

( 日 ) 5,821 6,012 6,029 6,437 6,592 6,993 

( 人 ) 12 16 14 22 23 24 
介護予防短期入所生活介護 

( 日 ) 51 62 72 132 138 143 

( 人 ) 799 822 838 896 920 976 
合計 

( 日 ) 5,872 6,074 6,101 6,569 6,730 7,136 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

・ 病状が安定期にある要支援・要介護者に対し、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設等への短期間の入所により、看護、医学的管理下における介護、

機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話・支援を行います。 

・ 難病やがん末期の要介護者など医療ニーズと介護ニーズをあわせもつ中・重

度者は、日帰りでの利用ができます。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防短期入所療養介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサ

ービスは短期入所療養介護（介護給付）となります。 

単位：人／月、日／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

( 人 ) 100 111 118 126 131 138 
短期入所療養介護 

( 日 ) 878 956 1,017 1,080 1,123 1,182 

( 人 ) 1 1 1 2 2 2 介護予防 

短期入所療養介護 ( 日 ) 5 5 4 4 4 4 

( 人 ) 101 112 119 128 133 140 
合計 

( 日 ) 883 961 1,021 1,084 1,127 1,186 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 
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⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

・ 心身の機能の低下により日常生活を営むのに支障がある要支援・要介護者に

対し、日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のために必要な福祉

用具を貸与します。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防福祉用具貸与（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサービ

スは福祉用具貸与（介護給付）となります。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

福祉用具貸与 3,603 3,422 3,619 3,818 3,924 4,162 

介護予防福祉用具貸与 280 227 282 303 324 342 

合計 3,883 3,649 3,901 4,121 4,248 4,504 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

 

⑪特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

・ 要支援・要介護者に対し、入浴または排せつの用に供するような衛生上貸与

に適さない福祉用具の販売を行います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは特定

介護予防福祉用具販売（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサ

ービスは特定福祉用具販売（介護給付）となります。 

 
単位：件／月 

 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

特定福祉用具販売 98 101 105 104 108 114 

特定介護予防福祉用具販売 17 28 29 31 34 35 

合計 115 129 134 135 142 149 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 
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⑫住宅改修費・介護予防住宅改修費 

・ 手すりの取りつけ、段差解消などの住宅改修を行った要支援・要介護者に対

して、改修費を支給します。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防住宅改修費（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供されるサービス

は住宅改修費（介護給付）となります。 

 
単位：件／月 

 実績   計画  
 

H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

住宅改修費 65 67 63 55 58 59 

介護予防住宅改修費 21 30 29 31 33 35 

合計 86 97 92 86 91 94 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

⑬居宅介護支援・介護予防支援 

・ 居宅の要支援者に対しては介護予防サービス等を適切に利用すること等を

目的に、居宅の要介護者に対しては日常生活を営むために必要な介護サービ

スを適切に利用することを目的に、要支援・要介護者からの依頼を受けて、

心身の状況、おかれている環境、本人及び家族の希望等を勘案し、利用する

サービス等の種類、内容、担当者等を定めた計画を作成するとともに、その

サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整などを行

います。 

・ 要支援者に対する介護予防支援は、地域包括支援センターが行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

居宅介護支援 6,313 6,151 6,357 6,574 6,801 7,210 

介護予防支援 1,666 1,965 2,077 2,197 2,356 2,494 

合計 7,979 8,116 8,434 8,771 9,157 9,704 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 
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（２）居住系サービス 
 

①特定施設入居者生活介護（介護専用型） 

・ 介護専用型とは、要介護 1以上の認定を受けている人に入居が限られる施設

を意味します。 

・ 定員 30 人以上の介護専用型の有料老人ホーム、ケアハウス等に入居してい

る要介護者等に対し、当該施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事

等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の支援を行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

特定施設入居者生活介護 0 31 62 102 142 184 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

②特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

（混合型） 

・ 介護専用型以外の有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している要支援者・

要介護者等に対し、当該施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等

の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の支援を行います。 

・ また、高齢者住宅や養護老人ホーム等で、適切な介護を受けられる類型とし

て「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」があります。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防特定施設入居者生活介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供さ

れるサービスは特定施設入居者生活介護（介護給付）となります。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

特定施設入居者生活介護 499 549 600 676 676 676 

介護予防特定施設入居者生活介護 81 97 105 112 112 112 

合計 580 646 705 788 788 788 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 
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（３）施設サービス 
 
①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

・ 介護老人福祉施設に入所している要介護者に対し、施設サービス計画に基づ

いて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理及び療養上の世話を行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護老人福祉施設 1,111 1,117 1,102 1,121 1,121 1,121 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

②介護老人保健施設 

・ 介護老人保健施設に入所している要介護者に対し、施設サービス計画に基づ

いて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行います。 
 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護老人保健施設 921 946 935 980 1,100 1,100 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 
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③介護療養型医療施設 

・ 病院または診療所の療養病床等に入院している要介護者に対し、施設サービ

ス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その

他の世話及び機能訓練、その他必要な医療を行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護療養型医療施設 237 231 220 232 232 232 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

〈 介護療養型医療施設の廃止 〉 

・ 介護療養型医療施設については、療養病床のあり方とこれに対する介護保険

と医療保険の機能分担の明確化、さらに、介護保険施設の将来像を踏まえ、

平成 23 年度末で廃止されることになりました。 

・ 今後、介護療養型老人保健施設や他の介護保険施設、医療療養病床等への転

換が考えられますが、現段階では第 4期計画期間内での転換は見込んでいま

せん。 
 
 
 
④医療療養病床から介護保険施設等への転換 

・ 医療療養病床は平成 24 年度までに医療の必要度の高い利用者を受け入れる

ものに限定し、その他については介護保険施設等へ転換していきます。 

・ しかし、国が当初の予定よりも病床を確保する方針に転換したことから、第

4 期計画期間中には、医療療養病床から介護保険施設等への転換はないもの

として、平成 23 年度までは見込んでいません。 
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〈 居宅サービスの充実及び施設・居住系サービスの整備の方向性 〉 

・ 居宅サービスについては、サービス提供の充実に向けて、今後も介護サービ

ス基盤を強化していきます。 

・ 居住系サービスについては、高齢者の住まいに対する多様なあり方が示され

る中、介護サービスとしての適正な整備と質の確保を図っていきます。 

・ また、施設・居住系サービスについては、整備の方向性に関する国の参酌標

準を踏まえ、計画的な整備と重度者利用の推進に取り組みます。 

・ 今後の高齢化、要介護認定率の伸びを鑑み、介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）は、新たな整備も視野に入れながら、必要数の確保に努めていき

ます。 

・ なお、介護老人保健施設については、平成 22 年に 1 か所開設の予定で計画

が進んでいます。 

・ 以上の福祉サービスは、引き続き民間主導による基盤整備をすすめていきま

す。 
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（４）地域密着型サービス 

・ 地域密着型サービスは、介護保険制度の改正により平成 18 年度に新たに創

設されたサービスです。 

・ 認知症やひとり暮らしの増加等を踏まえ、介護が必要な状態になっても住み

慣れた地域での生活を継続できるように、日常生活圏域を単位に整備を行っ

ていきます。 

・ 整備にあたっては、国が実施している「地域介護・福祉空間整備等交付金」

制度を活用します。 

・ 地域密着型サービスには、以下の①から⑥のサービスがあります。 

①小規模多機能型居宅介護 

②認知症対応型通所介護（認知症デイサービス） 

③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム） 

④認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護（小規模介護専用型有料老人ホーム等） 

⑥夜間対応型訪問介護 

 

 ■地域密着型サービスの特徴 

・ 保険者である区がサービス事業者の指定権限を有し、一定の範囲内で指定基準及び報

酬の変更を行うことができます。（報酬の上限は、国が定める水準を上限とします） 

・ 区民の利用を原則とします。 

・ 区は日常生活圏域を単位に、上記③④⑤の必要利用定員総数を設定し、必要利用定員

総数を超えるような状態が生じた場合、事業者の指定を拒否することができます。 
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①小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

・ 要支援・要介護者に対し、通い、訪問または泊まりのサービスを提供し、入

浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話・支援及び機能訓練を

行います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防小規模多機能型居宅介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供さ

れるサービスは小規模多機能型居宅介護（介護給付）となります。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

小規模多機能型居宅介護 0 3 12 81 118 159 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 9 12 16 

合計 0 3 12 90 130 175 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

〈 整備の方向性 〉 

・ サービスの連続性、総合性を備えており、住み慣れた地域での生活を継続す

るために必要なサービスと位置付け、日常生活圏域ごとに整備することを目

標に、3年間に 7か所の整備を予定します。 

・ 整備誘導にあたっては、必要に応じ「地域介護・福祉空間整備等交付金」制

度を活用します。 

・ また、単独での整備が難しい場合には、認知症高齢者グループホームや小規

模特別養護老人ホーム等との併設型も視野に含めて検討していきます。 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 29 31 38 

小松川事務所圏域 13 16 25 

葛西事務所北圏域 13 16 25 

葛西事務所南圏域  13 16 

小岩事務所圏域 13 16 30 

東部事務所圏域 22 25 25 

鹿骨事務所圏域  13 16 

全 区 90 130 175 
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②認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

（認知症デイサービス） 

・ 認知症の要支援・要介護者に対し、デイサービスセンター等において、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話・支援や機能訓練を日帰り

で行います。 

・ 要支援 1～2 の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護

予防認知症対応型通所介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供され

るサービスは認知症対応型通所介護（介護給付）となります。 

単位：人／月、回／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

( 人 ) 293 335 350 373 397 421 
認知症対応型通所介護 

( 回 ) 2,166 2,719 3,028 3,257 3,361 3,569 

( 人 ) 5 8 5 5 6 6 介護予防 

認知症対応型通所介護 ( 回 ) 25 38 22 22 25 25 

( 人 ) 298 343 355 378 403 427 
合計 

( 回 ) 2,191 2,757 3,050 3,279 3,386 3,594 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

〈 整備の方向性 〉 

・ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）に併設された形態が主流でしたが、

民間企業等の進出も見られるようになってきました。 

・ 小規模特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどとの併設も

視野に含め、整備を行っていくとともに、必要な範囲で「地域介護・福祉空

間整備等交付金」制度を活用していきます。 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 60 73 73 

小松川事務所圏域 53 53 53 

葛西事務所北圏域 49 49 61 

葛西事務所南圏域 54 66 66 

小岩事務所圏域 38 38 50 

東部事務所圏域 89 89 89 

鹿骨事務所圏域 35 35 35 

全 区 378 403 427 
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③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（小規模特別養護老人ホーム） 

・ 定員が 29 人以下の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所してい

る要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、

食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の

世話を行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
7 20 20 49 78 107 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

〈 整備の方向性 〉 

・ 今後の特別養護老人ホーム整備の主流と位置づけた上で、事業者の参入意向

も踏まえた対応を図ることとし、平成 26 年度において日常生活圏域ごとに

整備することを目標とします。 

・ 施設の形態としては、通いの機能など地域との交流が可能なサービスとの併

設型を基調とします。 

・ 整備誘導にあたっては、「地域介護・福祉空間整備等交付金」制度を活用し

ます。 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 29 29 29 

小松川事務所圏域    

葛西事務所北圏域  29 29 

葛西事務所南圏域   29 

小岩事務所圏域    

東部事務所圏域    

鹿骨事務所圏域 20 20 20 

全 区 49 78 107 
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〔 日常生活圏域別必要利用定員総数及びか所数の見込み 〕 

日常生活圏域  H21 年度 H22 年度 H23 年度 

定員 29 29 29 
区民課圏域 

か所 1(+1) 1 1 

定員    
小松川事務所圏域 

か所    

定員  29 29 
葛西事務所北圏域 

か所  1(+1) 1 

定員   29 
葛西事務所南圏域 

か所   1(+1) 

定員    
小岩事務所圏域 

か所    

定員    
東部事務所圏域 

か所    

定員 20 20 20 
鹿骨事務所圏域 

か所 1 1 1 

定員 49 78 107 
全 区 

か所 2(+1) 3(+1) 4(+1) 

       ※か所数は累計、（ ）は前年比での増減をあらわす 
 
 
 
④認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

（認知症高齢者グループホーム） 

・ 認知症の要支援・要介護者に対し、認知症高齢者グループホームにおいて、

入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話・支援及び機能訓練

を行います。 

・ 要支援2の人を対象に介護予防を目的として提供されるサービスは介護予防

認知症対応型共同生活介護（予防給付）、要介護 1～5の人を対象に提供され

るサービスは認知症対応型共同生活介護（介護給付）となります。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

認知症対応型共同生活介護 263 290 323 352 387 441 

介護予防認知症対応型共同生活介護 2 5 2 8 9 9 

合計 265 295 325 360 396 450 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 
 

 



75 

〈 整備の方向性 〉 

・ 今後も増加が見込まれる認知症の方に対する居住系サービスの主流として

位置づけていきます。 

・ 日常生活圏域ごとに見ると、現状の整備状況に偏在が見られることから、事

業者の進出意向を考慮しながらも、ある程度均等に整備されるよう誘導を図

っていきます。 

・ 整備にあたっては、必要に応じ「地域介護・福祉空間整備等交付金」を活用

していきます。 

 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 87 87 105 

小松川事務所圏域 21 39 39 

葛西事務所北圏域 37 55 55 

葛西事務所南圏域 30 30 30 

小岩事務所圏域 74 74 74 

東部事務所圏域 67 67 85 

鹿骨事務所圏域 44 44 62 

全 区 360 396 450 

 

〔 日常生活圏域別必要利用定員総数及びか所数の見込み 〕 

日常生活圏域  H21 年度 H22 年度 H23 年度 

定員 106 106 124 
区民課圏域 

か所 7 7 8(+1) 

定員 26 44 44 
小松川事務所圏域 

か所 2 3(+1) 3 

定員 45 63 63 
葛西事務所北圏域 

か所 3 4(+1) 4 

定員 36 36 36 
葛西事務所南圏域 

か所 2(+1) 2 2 

定員 90 90 90 
小岩事務所圏域 

か所 5(+1) 5 5 

定員 81 81 99 
東部事務所圏域 

か所 4 4 5(+1) 

定員 54 54 72 
鹿骨事務所圏域 

か所 3 3 4(+1) 

定員 438 474 528 
全 区 

か所 26(+2) 28(+2) 31(+3) 

       ※か所数は累計、（ ）は前年比での増減をあらわす 
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⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

（小規模介護専用型有料老人ホーム等） 

・ 定員が 29 人以下の介護専用型有料老人ホーム、ケアハウス等に入居してい

る要介護者等に対し、当該施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事

等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 29 58 87 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

〈 整備の方向性 〉 

・ 他の地域密着型サービスとの併設など、民間事業者の創意工夫が可能なサー

ビスであり、事業主体との連携を図りつつ整備量をコントロールしていきま

す。 

・ 当面計画期間内においては、同一の日常生活圏域に 2か所以上の指定は行わ

ないこととします。 

 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 

小松川事務所圏域 

葛西事務所北圏域 

葛西事務所南圏域 

小岩事務所圏域 

東部事務所圏域 

鹿骨事務所圏域 

29 58 87 

全 区 29 58 87 
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〔 日常生活圏域別必要利用定員総数の見込み 〕 

日常生活圏域  H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 定員 

小松川事務所圏域 定員 

葛西事務所北圏域 定員 

葛西事務所南圏域 定員 

小岩事務所圏域 定員 

東部事務所圏域 定員 

鹿骨事務所圏域 定員 

29 58 87 

全 区 定員 29 58 87 

 
 

〔 日常生活圏域別か所数の見込み 〕 

日常生活圏域  H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 か所 

小松川事務所圏域 か所 

葛西事務所北圏域 か所 

葛西事務所南圏域 か所 

小岩事務所圏域 か所 

東部事務所圏域 か所 

鹿骨事務所圏域 か所 

1(+1) 2(+1) 3(+1) 

全 区 か所 1 2 3 

       ※か所数は累計、（ ）は前年比での増減をあらわす 
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⑥夜間対応型訪問介護 

・ 24 時間安心して生活できるように、在宅で生活する中・重度者を主な対象者

とし、夜間の定期的な巡回訪問、または通報を受け、介護福祉士等が居宅を

訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話を行いま

す。 

単位：人／月 
 実績   計画  

 
H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

夜間対応型訪問介護 2 17 23 80 100 120 

※平成 18 年度、19 年度は年度平均実績、平成 20 年度は 4～11 月審査分平均実績 

※平成 21 年度～23 年度は供給量見込み 

 

 

 

〈 整備の方向性 〉 

・ 小規模多機能型居宅介護とともに、在宅介護の安心を支えるサービスの 1つ

と考えていますが、利用が伸び悩んでいる現状から、計画期間中に新たな整

備は予定しません。 

・ 利用者のニーズの分析を進めるとともに、工夫をもってサービス内容の周知

を行い、サービス利用を喚起していきます。 

 

〔 日常生活圏域別利用者数の見込み 〕 
単位：人 

日常生活圏域 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民課圏域 

小松川事務所圏域 

葛西事務所北圏域 

葛西事務所南圏域 

小岩事務所圏域 

東部事務所圏域 

鹿骨事務所圏域 

80 100 120 

全 区 80 100 120 
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（５）平成２６年度における施設・居住系サービスの利用者数目標 

・ 国の参酌標準（51 ページを参照）に従い、施設・介護専用の居住系サービス

に関する平成 26 年度までの利用者数の目標値を設定し、施設・介護専用の

居住系サービスの整備をすすめていきます。 

 

〔 施設・居住系サービスにおける利用者数目標 〕 
単位：人 

 
 利 用 者 数 

 
利 用 者 数 

 
 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

 
H26 年度 

施設サービス 2,382 2,531 2,560  
 

 

 

介護老人福祉施設 1,121 1,121 1,121 

  

 

 

介護老人保健施設 980 1,100 1,100 

  

 

 

介護療養型医療施設 232 232 232 

  

 

 
地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
49 78 107 

  

 

施設サービス利用者における 

要介護 4～5の利用者数 
1,478 1,611 1,670 

 
2,005  

施設サービス利用者の中で要介 

護 4～5の利用者が占める割合 
62.0% 63.7% 65.2% 

 
70.0%  

介護専用型居住系サービス 483 587 712  
  

 
認知症対応型共同生活介護 352 387 441 

  
 

 特定施設入居者生活介護 

（介護専用型） 
102 142 184 

  
 

 地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
29 58 87 

  
 

要介護 2～5の要介護認定者数 8,826 9,136 9,554 
  

10,837 

施設、介護専用の居住系サー 

ビス利用者数 
2,865 3,118 3,272 

  
3,677 

要介護 2～5の要介護認定者の 

中で施設・介護専用の居住系 

サービス利用者が占める割合 

32.5% 34.1% 34.2% 

  

33.9% 

※各年度とも利用者数の見込み 

施
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ー
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（６）地域支援事業の主要事業と事業量の見込み 

・ 以下は、江戸川区における地域支援事業の主要事業と事業量の見込みになり

ます。 

 

〔 地域支援事業の主要事業と事業量の見込み 〕 

事業量見込み 

事業の分類 主要事業名 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

生活機能評価 70,600 人 72,700 人 74,700 人 

熟年ふれあいセンター事業 延 32,400 人 増 加 増 加 

熟年いきいきトレーニング事業 延 8,640 人 継 続 継 続 

熟年スポーツトレーニング事業    330 人 増 加 増 加 

①介護予防事業 

熟年口腔ケアセミナー事業    180 人 継 続 継 続 

総合支援事業 

介護予防ケアマネジメント事業 

高齢者の権利擁護事業 

②包括的支援事業 

包括的・継続的ケアマネジメント 

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 か所 

 

③任意事業 
認知症地域ネットワーク 

活用事業  等 

地域包括支援センターへの委託等により 

実施 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

地域包括支援センターにおいて実施 

以下は、地域包括支援センター 

（ブランチ）設置数 
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２．介護保険財政の実績と見込み 
 

（１）介護保険財政の３年間のまとめ 
 

①保険給付費決算額 

〔 保険給付費決算額 〕 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度（予算） 

 給付費（千円） 構成比 給付費（千円） 構成比 給付費（千円） 構成比 

居宅サービス給付費 10,184,508 53.15% 10,952,020 53.90% 11,996,844 51.29% 

施設サービス給付費 6,979,964 36.42% 7,117,010 35.02% 7,729,528 33.05% 

地域密着型サービス 

給付費 
1,059,665 5.53% 1,289,259 6.34% 2,633,537 11.26% 

高額介護サービス費 312,347 1.63% 322,985 1.59% 333,984 1.43% 

特定入所者介護 

サービス費 
593,803 3.10% 605,797 2.98% 657,000 2.81% 

審査支払手数料 32,597 0.17% 33,588 0.17% 39,145 0.17% 

合  計 19,162,884 100.00% 20,320,659 100.00% 23,390,038 100.00% 

※居宅サービス給付費には、介護予防給付費を含む 

※小数点以下を四捨五入しているため、構成比の合計値が 100%にならない場合がある 

 
 

②保険給付費財源の財源構成及び内訳 
 

〔 第 3期保険給付費の財源構成 〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※第 4期における被保険者の負担割合は、第 1号被保険者が 20.0%、第 2号被保険者が 30.0%に変更となる 

区負担金

12.5%

都負担金

12.5%

国負担金

20.0%

調整交付金

5.0%
第１号

保険料

19.0%

第２号

保険料

31.0%

区負担金

12.5%

都負担金

17.5%

国負担金

15.0%

調整交付金

5.0%
第１号

保険料

19.0%

第２号

保険料

31.0%

施設サービス給付費 居宅サービス給付費 

公費 
50.0% 

保険料 
50.0% 

公費 
50.0% 

保険料 
50.0% 
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〔 保険料給付費財源内訳 〕 

H18 年度 H19 年度 H20 年度（予算）  

負担額 

（千円） 
構成比 

負担額 

（千円） 
構成比 

負担額 

（千円） 
構成比 

公費・保険料対象給付費総額 19,500,368 100.00% 20,588,732 100.00% 24,091,368 100.00% 

国庫負担金 3,516,013 18.03% 3,721,111 18.07% 4,385,816 18.20% 

調整交付金 377,100 1.93% 367,718 1.79% 435,055 1.81% 

東京都負担金 2,884,945 14.79% 3,038,322 14.76% 3,540,935 14.70% 

区負担金 2,453,014 12.58% 2,589,596 12.58% 3,032,085 12.59% 

公 
 

費 

公 費 計 9,231,072 47.34% 9,716,747 47.19% 11,393,891 47.29% 

第 2 号被保険者の保険料 5,983,243 30.68% 6,318,489 30.69% 7,385,670 30.66% 

第 1 号被保険者の保険料 4,186,052 21.47% 4,353,496 21.15% 5,081,807 21.09% 

介護給付費準備基金取崩額 100,000 0.51% 200,000 0.97% 230,000 0.95% 

保 

険 

料 

保 険 料 計 10,269,296 52.66% 10,871,985 52.81% 12,697,477 52.71% 

※公費・保険料は、次年度で精算するため、当該年度の介護保険事業特別会計決算額とは一致しない 

※公費・保険料対象給付費総額は、返還金等が生じているため、当該年度の保険給付費決算額とは一致しない 

※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計値が 100%にならない場合がある 

※負担額は百円以下を四捨五入しているため、合計があわない場合がある 

 
 
③保険料の収納状況及び使途 

 
〔 第 1号被保険者の保険料収納状況及び使途 〕 

H18 年度 H19 年度 H20 年度（予算）  

収納額 

（千円） 
収納率 

収納額 

（千円） 
収納率 

収納額 

（千円） 
収納率 

保険料収納額 4,642,419 92.98% 4,931,838 92.70% 5,089,613 92.86% 

特別徴収 3,649,101 100.00% 4,104,947 100.00% 4,160,511 100.00% 
現年分 

普通徴収 954,779 86.05% 782,263 82.77% 885,572 82.80% 
内 

訳 

滞納繰越分 38,539 16.44% 44,628 16.51% 43,530 16.40% 

保険料の使途内訳 
支出額 

（千円） 
構成比 

支出額 

（千円） 
構成比 

支出額 

（千円） 
構成比 

 ①保険給付費 4,437,293 95.58% 4,715,615 95.61% 4,939,249 97.04% 

 ②地域支援事業費  78,451 1.69% 93,222 1.89% 147,909 2.91% 

 ③介護給付費準備基金積立金 125,190 2.70% 121,513 2.46% 1,101 0.02% 

 ④その他（還付金等） 1,485 0.03% 1,488 0.03% 1,354 0.03% 

※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計値が 100%にならない場合がある 

 

 

④介護給付費準備基金 

・ 平成 20 年度末の基金残高見込み額は 19 億 2,500 万円となっています。 
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（２）保険給付費等及び保険料の見込み額 
 

①保険給付費を推計するうえでの主な留意点 

・ 第 1号被保険者の保険料負担割合が変更されます。 

（保険給付費の財源構成割合が 19％から 20％に変更） 

・ 介護人材の確保及び介護従事者の処遇改善を主たる目的に、介護報酬の引き

上げが実施されます。 

・ 同時に、都市部と地方との人件費等の地域差是正のため、地域別単価の見直

しも行われます。 

 

②計画期間における保険給付費等見込み額 

・ 上記の留意点に加え、高齢化の進展による介護需要の自然増を考慮したうえ

で、要介護認定者数やサービス見込み量を推計した結果、第 4 期（平成 21

～23 年度）の 3年間に必要な保険給付費は、合計で約 776 億円と見込まれま

す。（85 ページを参照） 

 

③介護従事者処遇改善臨時特例交付金 

・ 国は、今回の介護報酬の引き上げによる介護保険料額の急激な上昇を抑える

ため、自然増を除いた保険給付費の増加分に対し、介護従事者処遇改善臨時

特例交付金を交付します。江戸川区においては、3 億 3,700 万円を見込んで

います。 

 

④介護給付費準備基金の活用 

・ 江戸川区では、第 3期計画期間においても安定した介護保険財政の運営がす

すめられており､平成 20 年までの介護給付費準備基金は､19 億 2,500 万円に

なると見込まれています。この基金を取り崩し、第 4期計画に充てることに

より平成 21 年度以降の保険料額を下げる事が可能です。 

・ そこで、基金のうち 14 億 300 万円を投入し、保険料額の上昇を抑えること

に活用します。基金の残額は、第 4期期間内における不測の事態に備えるた

め、次年度へ繰り越します。 
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⑤第４期介護保険事業計画における介護保険料〈 保険料基準額 〉 

・ 第 4 期（平成 21～23 年度）の保険給付費等をまかなうための第 1 号被保険

者の保険料は、以下のとおりとします。（保険料の算出方法は、88 ページを

参照） 

 

第 4期（平成 21～23 年度）の保険料基準額 

       月額 ３,７００円  （第 3 期と同額）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3期保険料 
基準額 
3,700 円 

第 4期保険料 
基準額(当初) 

4,080 円 

第 4期保険料 
基準額(最終) 

3,700 円 

自然増等 +300 円 
報酬改定  +80 円 

 

※基金等の投入 
・介護給付費準備基金 

14 億  300 万円（保険料抑制額 300 円） 

・介護従事者処遇改善臨時特例交付金 
3 億 3,700 万円（保険料抑制額  80 円） 
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〔 保険給付費等見込み額 〕 
単位：千円 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 合  計 

居宅サービス給付費 12,947,272 13,598,921 14,588,400 41,134,593 

地域密着型サービス給付費 1,866,135 2,215,560 2,575,654 6,657,349 

施設サービス給付費 7,673,838 8,064,204 8,075,990 23,814,032 

特定入所者介護サービス費 679,338 713,305 748,970 2,141,613 

その他の給付費 545,138 534,895 565,640 1,645,673 

地域支援事業費 710,137 752,532 795,301 2,257,970 

合  計 24,421,858 25,879,417 27,349,954 77,651,229 

※居宅サービス給付費には、居宅介護支援費、特定福祉用具販売費、住宅改修費を含む 

※百円以下を四捨五入しているため、合計があわない場合がある 

 

 

〔 地域支援事業の費用見込み額 〕 

単位：千円 

※（％）は、当該年度の保険給付費に対する割合 

※百円以下を四捨五入しているため、合計があわない場合がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 合  計 

介護予防事業 
473,425 

（2.0%） 

501,688 

（2.0%） 

530,201 

（2.0%） 
1,505,313 

包括的支援事業 
213,041 

（0.9%） 

225,759 

（0.9%） 

238,590 

（0.9%） 
677,391 

任意事業 
23,671 

（0.1%） 

25,084 

（0.1%） 

26,510 

（0.1%） 
75,266 

合  計 
710,137 

（3.0%） 

752,532 

（3.0%） 

795,301 

（3.0%） 
2,257,970 
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⑥第 1号被保険者の所得段階別保険料 

・ 第 4 期介護保険事業計画では、税制改正に伴う激変緩和措置の終了に伴い、

保険料の変動による影響が大きいと考えられる方や現行の第 4段階（課税世

帯で本人が住民税非課税）の方で、特に収入が低い方に対する負担軽減を図

るため、現行の第 4段階、第 5段階を下表のように見直します。 

 

〔 第 4期（平成 21～23 年度）における所得段階別保険料 〕 

所得段階 対 象 者 
基準額に
対する 
乗率 

保険料
(月額) 

 
(参考) 

H18～20 年度
の所得段階 

第 1段階 
生活保護を受けている方 
世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 

基準額 
×0.50 

1,850 円  第 1段階 

第 2段階 
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計
所得金額をあわせて 80 万円以下の方 

基準額 
×0.60 

2,220 円  第 2段階 

第 3段階 
世帯全員が住民税非課税で、上記の第 2段階に該当
しない方 

基準額 
×0.75 

2,775 円  第 3段階 

特例 
第 4段階 

住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税及
び課税年金収入額と合計所得金額をあわせて 80 万
円以下の方 

基準額 
×0.875 

3,237 円 

 

非 

課 

税 

者 

第 4段階 
住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税及
び特例第 4段階非該当の方 

基準額 3,700 円 
 

第 4段階 

第 5段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 125 万円未満
の方 

基準額 
×1.125 

4,162 円  

第 6段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円未満
の方 

基準額 
×1.25 

4,625 円  

第 5段階 

第 7段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上
500 万円未満の方 

基準額 
×1.50 

5,550 円  第 6段階 

課 

税 
者 

第 8段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 500 万円以
上の方 

基準額 
×1.75 

6,475 円  第 7段階 

 

 

〔 江戸川区における保険料段階の対応 〕 

 
第 1 期計画 

（H12～14 年） 
第 2期計画 

（H15～17 年） 
第 3期計画 

（H18～20 年） 
第 4期計画 

（H21～23 年） 

江戸川区における
保険料段階 

5 段階 6 段階 7 段階 8 段階 

介護保険法による
保険料段階 

5 段階以上 5 段階以上 6 段階以上 6 段階以上 
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【参考】 

〔 第 3期（平成 18～20 年度）における所得段階別保険料 〕 

保険料（月 額） 
所得段階 対 象 者 

基準額に 
対する 
乗率 H18 年 H19 年 H20 年 

第 1段階 
生活保護を受けている方 
世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 

基準額 
×0.50 

1,850 1,850 1,850 

第 2段階 
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と
合計所得金額をあわせて 80 万円以下の方 

基準額 
×0.60 

2,220 2,220 2,220 

第 3段階 
世帯全員が住民税非課税で、上記の第 2 段階に
該当しない方 

基準額 
×0.75 

2,775 2,775 2,775 

第 4段階 本人が住民税非課税の方 基準額 （3,700）  

 税制改正に伴い、第 1段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

2,442 3,071 3,071 

 税制改正に伴い、第 2段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

2,701 3,182 3,182 

 税制改正に伴い、第 3段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

3,071 3,367 3,367 

非 

課 

税 

者 

 激変緩和措置に非該当の方 
激変緩和
措置なし 

3,700 3,700 3,700 

第 5段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円
未満の方 

基準額 
×1.25 

   

 税制改正に伴い、第 1段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

2,775 3,700 3,700 

 税制改正に伴い、第 2段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

2,997 3,811 3,811 

 税制改正に伴い、第 3段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

3,367 3,996 3,996 

 税制改正に伴い、第 4段階から移動した方 
激変緩和 
措置あり 

3,996 4,292 4,292 

 激変緩和措置に非該当の方 
激変緩和
措置なし 

4,625 4,625 4,625 

第 6段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円
以上 500 万円未満の方 

基準額 
×1.50 

5,550 5,550 5,550 

課 

税 

者 
第 7段階 

本人が住民税課税で、合計所得金額が 500 万円
以上の方 

基準額 
×1.75 

6,475 6,475 6,475 
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〔 参考：保険料の算定までのながれ 〕 

① 
平成 21～23 年度の高齢者人口（第 1 号被保険者数）の推計 

（以下いずれも年度ごとに推計） 

② 

①のうちの平成 20 年度までの実績をもとに要介護認定者数（自然体推計） 

を推計 

・要介護認定者数＝被保険者数×要介護認定率 

③ 
②に平成 21 年度からの介護予防事業実施の効果を見込んだ要介護認定 

者数（介護予防後推計）を推計 

④ 
③のうちの施設・居住系サービス利用者数を推計 

・実績に今後の整備動向等も踏まえて推計 

 

対象人員の推計 

⑤ 
③のうちの居宅サービス利用者数を推計 

・（③－④）×居宅サービス利用割合 

⑥ 
個々の居宅サービスごとの利用者数 

・⑤の居宅サービス利用者数×個々のサービスごとのサービス利用割合 

 

サービス量の推計 

⑦ 

個々の居宅サービスごとの利用量 

・⑥の居宅サービスごとの利用者数×最近の実績に基づく一人あたり 

平均サービス利用量 

 

サービス総費用の推計 
⑧ 

サービス量×サービス利用単位×サービスの単価 

・すべてのサービス費用の 3 年間分を合計することにより、サービス給付に 

かかる総費用となる 

⑨ サービス総費用額のうち、第 1 号被保険者で負担する額を算出 

⑩ 地域支援事業等にかかる費用のうち、第 1 号被保険者で負担する額を算出 

 

保険料の推計 

⑪ 上記⑨⑩の合計÷第 1 号被保険者数＝保険料基準額 

※上記の「居宅サービス」という表現には、居住系サービスは含まれていない 

※上記の「居宅サービス」という表現には、地域密着型サービスにおける居宅サービスも含まれている 

※上記の「施設サービス」という表現には、地域密着型サービスにおける施設サービスも含まれている 
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３．介護保険事業を円滑に推進するための施策 
 

（１）サービス利用等における低所得者への配慮 

【 現 状 】 

・ 介護保険制度は、原則として利用料の 1割を利用者が負担するしくみとなっ

ています。しかし、高額な利用料や住宅改修費の支払いが困難な人に対して

は、円滑なサービス利用をすすめるための助成制度等を設けています。 

 

【 方 向 】 

・ 低所得者が必要なサービスを利用できるための支援を、以下のとおり、引き

続き展開していきます。 

法定事項    ・特定入所者介護サービス費 

・高額介護サービス費 

・高額医療・高額介護合算制度 

都の制度    ・生計困難者への利用者負担額軽減措置事業 

   ・江戸川区介護保険サービス利用料助成事業 

   ・江戸川区高額介護サービス費等資金貸付事業 

 

 

実績 計画 

 H19 年度 
H20 年度 

（当初予算額） H21 年度 H22 年度 H23 年度 

特定入所者介護サービス費 

 
605,796 千円 657,000 千円 679,338 千円 713,305 千円 748,970 千円 

高額介護サービス費 

 
322,985 千円 333,984 千円 354,662 千円 372,395 千円 391,015 千円 

高額医療合算介護サービス費 

 (平成 21 年度施行) 
       －               －        150,000 千円 150,000 千円 150,000 千円 

生計困難者への 

利用者負担額軽減措置事業（都） 

・認定証交付者  

・事業者補助金  

 

 

32 人 

1,145 千円 

 

 

60 人 

3,168 千円 

 

 

60 人 

4,710 千円 

 

 

60 人 

4,710 千円 

 

 

60 人 

4,710 千円 

介護保険サービス利用者負担額 

の助成（区） 

・認定証交付者数 

・助成額  

 

 

46 人 

6,644 千円 

 

55 人 

6,481 千円 

 

55 人 

6,481 千円 

 

55 人 

6,481 千円 

 

55 人 

6,481 千円 

高額介護サービス費等資金 

の貸付（区） 

52 件 

 5,576 千円 

100 件 

11,024 千円 

100 件 

10,024 千円 

100 件 

10,024 千円 

100 件 

10,024 千円 

江戸川区 
独自制度 
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（２）サービスの質の向上のための方策 
 
①介護サービス従事者の資質向上 

【 現 状 】 

・ サービスの質を確保するため、認知症ケアや高齢者虐待の防止、苦情対応な

どの各種研修を行い、資質の向上を目指しています。 

 

【 方 向 】 

・ 今後は従来の研修内容に加え、介護予防ケアマネジメントの研修や医療的知

識の習得を目的とした研修、認知症ケア研修などを行い、新たな専門技術の

習得を目指します。 
 

実績 計画 

 H19 年度 
 

H20 年度 
(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

新任ケアマネジャー基礎講座 実施 実施 実施     

住環境ケアマネジメント基礎講座 実施 実施 実施     

介護予防マネジメント研修 実施 実施 実施     

苦情・リスクマネジメント研修 実施 実施 実施     

虐待に関する研修 実施 実施 実施 

認知症に関する研修 実施 実施 実施 

ケアマネジメント実践研修 実施 実施 実施 

支援困難に関する研修 ― 実施 実施 

施設系事業者ケアマネジャー等研修 実施 実施 ― 

課題に応じて 

プログラム再編 

施設系事業者研修 ― ― 実施   

居宅系事業者ケアマネジャー等研修・  
地域密着型事業者研修 実施 実施 ―     

居宅系事業者研修 ― ― 実施   

認知症ケア 
センター方式活用研修 ― 実施 ―     

地域密着型事業者研修 ― ― 実施   

介護職のメンタルサポート研修 ― ― 実施     

 
26 回 

1,824 人 

25 回 

2,159 人 

30 回 

2,330 人 
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②各種団体への支援 

【 現 状 】 

・ 事業者間の連携や情報交換を図るため、「ＮＰＯ法人江戸川区ケアマネジャ

ー協会」や「江戸川区訪問介護事業者連絡会」などが組織されており、平成

20 年度には「江戸川区地域密着型サービス事業者連絡会」も設立されました。 

・ また、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）や介護老人保健施設につい

ても連絡会が組織されており、密接な情報交換が行われています。 

 

【 方 向 】 

・ 今後も各種団体の自主的な取り組みを支援していき、質の向上に努めていき

ます。 

・ 介護人材の確保や人材育成を支援するため、就職面接会の参加支援や有資格

者の再就職支援などを行っていきます。 

・ 介護保険シンポジウムを開催し、異業種間の連携・交流支援をすすめていき

ます。 

 

実績 計画 
 

 H19 年度  

 

H20 年度 

（見込み） 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

ＮＰＯ法人江戸川区 

ケアマネジャー協会 

・小松川さわやか 

相談室 

・ケアマネジャー等 

研修 

 

 

相談人員 

2,219 人 

26 回 

1,824 人 

 

 

相談人員 

2,200 人 

25 回 

2,159 人 

 

 

事務所移転 

相談継続 

継続 30 回 

2,330 人 

 

 

継続 

 

継続 

 

 

 

継続 

 

継続 

 

江戸川区訪問介護 

事業者連絡会 

自主運営 

支援 
継続 継続 継続 継続 

各
種
連
絡
会 

江戸川区地域密着型 

サービス事業者連絡会 

設立準備会 

立上げ 
設立(10 月) 

自主運営の 

基盤づくり 

自主運営の 

準備 
自主運営 

江戸川区熟年者福祉 

施設合同就職説明会 

 

福祉のしごと相談・面接会 

（地域密着型面接会） 

― 

5 月開催 

参加：223 人 

9 月開催 

参加：125 人 

未定 未定 未定 人
材
確
保 

再就職支援研修 ― ― 3 回、120 人 継続 継続 

シ
ン
ポ 

ジ
ウ
ム 

江戸川区介護保険 

シンポジウム   
参加：296 人 参加：403 人 継続 継続 継続 
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③介護サービス情報の公表と第三者評価の推進 

【 現 状 】 

〈 介護サービス情報 〉 

・ 利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不

足していることから、介護保険法に基づき、平成１８年４月からすべての事

業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表すること

が義務付けられました。 

・ 利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い

事業者を選択することができるようになりました。 

〈 第三者評価 〉 

・ 介護保険サービスの評価は、各事業者による第三者評価等がすすめられてい

ます。 

・ 特に義務化されている地域密着型サービスについては、全事業者が受審でき

るよう支援をすすめています。 

【 方 向 】 

〈 介護サービス情報 〉 

・ ホームページで公表されている「介護サービス情報」のアクセス数が低迷し

ています。利用者が安心してサービスを選択・決定できるよう利用を促進し

ていきます。 

〈 第三者評価 〉 

・ 第三者評価が義務化されていない事業者についても、サービスの質の向上を

図るため、第三者の客観的評価を取り入れるよう意識啓発を行うとともに、

あわせて、利用者が事業者を選択する際の判断材料となるよう、評価結果の

利用を促進していきます。 

・ また、区内の地域密着型サービス事業者に対する第三者評価受審の支援を引

き続き実施し、介護サービスの質の向上に取り組むための事業運営を支援し

ていきます。 
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実績 計画 

 H19 年度  

 

H20 年度 

（見込み） 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護 

地域密着型介護老人福祉施設 

20 施設 

22 施設 

3 施設 

1 施設 

24 施設 

4 施設 

1 施設 

継続 継続 

・とうきょう福祉ナビゲーション 

への掲載 

・制度のＰＲ 

・ホームページの利用促進 

実施 継続 継続 継続 継続 
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④相談及び苦情対応の強化 

【 現 状 】 

・ 区では、介護相談室と地域包括支援センターに身近な相談窓口を設置し、利

用者、事業者双方の調整を行っています。 

・ 相談窓口で受けた苦情は、区職員による直接訪問や文書で伝え、苦情対応状

況の確認や事業者内でのサービス改善を指導しています。 

 

【 方 向 】 

・ 地域包括支援センターの総合相談機能の整備を推進し、苦情対応の充実と強

化を図ります。 

・ また、必要に応じて調査・指導を実施するなどきめ細かに対応し、利用者等

からの苦情をサービス改善のきっかけとしてサービスの質の維持・向上に有

効に役立てていきます。 

 

実績 計画 

 H19 年度  

 

H20 年度 

（見込み） 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域包括支援センター 

 

 

 

介護相談室 

 

小松川さわやか相談室 

 

14 か所 

（内ブランチ 1） 

36,126 人 

 

13,660 人 

 

2,219 人 

 

15 か所 

（内ブランチ 2） 

36,500 人 

 

13,700 人 

 

2,200 人 

 

センター・ブランチの 

増設による相談事業 

の充実 

 

 

 

（移転予定） 

 

充実 充実 

健康サポートセンター 
8 か所 

 5,583 人 

8 か所 

 5,800 人 
継続 継続 継続 

苦情受付 

（介護保険課・地域包括 

支援センター） 

108 件 120 件 継続 継続 継続 
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⑤適正化プログラムに基づく事業者指導等 

 

【 現 状 】 

・ 都の介護給付適正化プログラムに基づき、区は給付と要介護認定の適正化に

ついて、従来の事業を拡充して、具体的な目標を定めることになりました。 

 

【 方 向 】 

・ 給付の適正化として、利用したサービスの内容を本人が確認できるように、

居宅サービスの利用者に対して、引き続き利用状況を文書で通知していきま

す。 

・ 要介護認定の適正化については、要介護認定結果の平準化にさらに努めてい

きます。 

・ 事業者に対する実地指導や指導監査を強化していきます。 
 

 

〔 適正化プログラムに基づく事業計画 〕 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

委託による認定調査結果の

点検 
 検討 実施 継続 継続 

ケアプランチェック 検討 実施(50 件) 実施(100 件) 継続 継続 

福祉用具・住宅改修の実地

調査 
検討 実施(5 件) 実施(10 件) 継続(拡大) 継続 

介護給付費通知の送付 実施(年 1回) 実施(年 1回) 実施(年 2回) 継続 継続 

 
〔 事業者指導の計画 〕 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域密着型サービス等 

（実地指導） 
27 件 30 件 3 件 30 件 30 件 

地域密着型サービス等 

（集団指導） 
1 件 2 件 10 件 2 件 10 件 
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（３）権利擁護事業の充実 
 
①判断能力が低下した人への支援 

【 現 状 】 

・ 区では、日常生活上の判断能力に不安のある熟年者や障害者の相談・支援を

行うため、平成 19 年度に社会福祉協議会に「安心生活センター」を設置し

ました。 

・ 安心生活センターでは、日常の生活を支える「安心生活サポート事業」や、

成年後見制度の利用相談などを行っています。 

 

【 方 向 】 

・ 安心生活センターでは、地域包括支援センター、民生・児童委員等と連携し、

尊厳ある自立した生活を支えるため、成年後見制度の周知と利用を促進しま

す。福祉サービスの利用相談や手続き支援、日常的な金銭管理、書類等の預

かりといった安心生活サポート事業、成年後見制度の利用相談及び区長申立

てに係る事務などを行います。 

・ 特に身寄りがない等により適切な後見人がいない場合は、社会福祉協議会が

後見人となる法人後見事業を行います。 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

福祉サービスの利用相談や 

手続き支援件数 
1,885 件 3,500 件 3,500 件 3,500 件 3,500 件 

安心生活サポート事業契約件数 13 件 27 件 34 件 50 件 65 件 

成年後見制度区長申立件数 16 件 15 件 17 件 20 件 23 件 

社会福祉協議会による 

法人後見の受任件数  

※19 年度より実施 

4 件 6 件 3 件 4 件 6 件 

(年度末件数)   （4 件）    （10 件） （12 件）  （14 件）  （16 件） 
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②高齢者虐待への対応 

【 現 状 】 

・ 地域包括支援センターにおいて、介護疲れや悩みから、高齢者虐待につなが

る危険性のあるケースについてケアマネジャーや民生・児童委員等と協力し、

早期発見、早期対応に取り組んでいます。 

・ また、虐待に対応するため、専用電話（介護ホットライン）による相談窓口

を設置しています。虐待に関する通報や相談があったときに、介護者に対す

るサポートやケアマネジャー・地域包括支援センター等関係機関との連携に

よる見守り、本人の身体保護等の対応を行っています。 

・ さらに、医師会、弁護士会、臨床心理士、警察、介護事業者、民生・児童委

員などによる「高齢者虐待対応支援ネットワーク」を立ち上げています。 

 

【 方 向 】 

・ 「高齢者虐待対応支援ネットワーク」を活用し、個別、具体的に対応できる

ケア会議の充実を図ります。 

・ 地域包括支援センターの対応を強化するため、特に困難な事例について、精

神科医師や弁護士などによる事例研修を引き続き充実させます。 

・ 介護従事者への高齢者虐待防止に関する研修を充実させ、虐待を早期発見で

きる環境づくりをすすめていきます。 

 

実績 計画 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護ホットラインによる対応 

 

受付件数 

 延 81 件 
継続 継続 継続 継続 

地域包括支援センターによる

対応 

13 か所 

受付件数 

延 126 件 

継続 継続 継続 継続 

権利擁護・高齢者虐待対応 

事例検討会 

高齢者虐待対応支援ネット 

ワークケア会議：  

ネットワーク会議 

 

4 回 

 

－ 

 

－ 

 

4 回 

 

2 回 

 

2 回 

 

継続 継続 継続 
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②地域密着型サービスの指定事務の実施 

【 現 状 】 

・ 地域密着型サービス事業者の新規指定は区が行います。 

・ 介護保険法の改正により、サービスの質の向上と悪質な事業者の排除を目的

とした指定の更新制が導入され、平成20年度より指定更新を行っています。 

 

【 方 向 】 

・ 公平・公正の観点から、地域密着型サービスの適正な実施を図るため、「地

域密着型サービス運営委員会」を設置し、適宜開催します。 

・ 区では十分かつ質の高いサービス提供が確保されるよう、サービス事業者の

指定や指定拒否・指定更新、指導に関して、「地域密着型サービス運営委員

会」から意見聴取を行います。 
 

 

  

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域密着型サービス 

運営委員会開催回数 
3回 4回 4回 4回 4回 

新規指定 12件 9件 適正実施 適正実施 適正実施 

指定拒否 0件 0件 適正実施 適正実施 適正実施 

指定更新 ― 28件 適正実施 適正実施 適正実施 

※新規指定の有効期間は 6年間。事業者の新規指定の時期により、指定更新時期は異なる 
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③介護保険事業計画の推進・評価 

【 現 状 】 

・ 区では、保険給付の動向、計画の進捗状況に関する点検を行っています。 

・ また、介護保険事業計画改定に向けて設置された「江戸川区介護保険事業計

画等改定検討委員会」及び「江戸川区地域密着型サービス運営委員会」にお

いても、計画の進捗状況の把握・点検を行っています。 

 

【 方 向 】 

・ 介護保険の現状や動向を随時、点検・評価していくとともに、要介護認定の

動向やサービス利用の動向などの様々な課題について、区民、事業者、関係

機関等の声も聞きながら分析・検討し、計画の進捗状況の管理や評価を行い

ます。 

 

 

実績 計画 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計画の推進・評価 
第 4 期計画に向けた 

検討委員会の設置   
計画の推進・評価 計画の推進・評価 

第 5 期計画に向けて 

の諸課題整理 
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■■ 第２章 熟年しあわせ計画 ■■ 
  

１．安心と信頼のサービスづくり 
 

（１）自立を支援するまち 

熟年者が在宅で安心して生活できるよう、介護保険外サービスを展開すると

ともに、情報提供や消費生活相談を積極的に進めます。 

①配食サービスの拡充 

・ 65 歳以上で食事づくりが困難な熟年者に対して、区内仕出し弁当組合による

配食サービスを行い、熟年者の食生活の支援を行っています。また、身体的

理由により栄養や調理法に配慮が必要な熟年者に対して、カロリー食や減塩

食など利用者の個別ニーズに対応した「虚弱者向け配食サービス」を、社会

福祉法人に委託し実施しています。 

・ 配食サービスは、在宅での自立した生活を継続していく上で不可欠なサービ

スとして、地域のニーズに配慮しつつ、さらなる事業展開を行っていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

一般向け 配食利用者数 

配食数（延） 

343 人／月 

88,737 食 

483 人／月 

105,439 食 

508 人／月 

111,000 食 

530 人／月 

116,600 食 

560 人／月 

123,000 食 

虚弱者向け配食利用者数 

配食数（延） 

482 人／月 

119,821 食 

501 人／月 

123,752 食 

526 人／月 

130,000 食 

550 人／月 

136,500 食 

580 人／月 

144,000 食 
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②紙おむつ等介護用品の支給・おむつ使用料の助成 

・ 60 歳以上で失禁がある人に対して、紙おむつ等を支給することにより、清潔

な生活の保持と経済的負担・介護負担の軽減を図ります。また、入院等によ

り区が支給する紙おむつが使用できない場合は、おむつ使用料の助成を行い

ます。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

紙おむつ支給者数（延） 47,532 人 50,118 人 52,700 人 55,300 人 58,000 人 

おむつ使用料助成件数

（延） 
5,058 件 5,800 件 6,100 件 6,400 件 6,700 件 

 
 
 
③徘徊探索サービスの充実 

・ 認知症等により、徘徊行動のある熟年者が行方不明となったとき、ＰＨＳを

使って現在位置を家族に知らせる探索サービスの利用料を助成し、早期発見、

早期保護につなげるとともに、日頃の家族の不安感を解消します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

利用者数（延） 155 人 216 人 300 人 320 人 340 人 

 
 



103 

④訪問介護サービスの充実 

・ 要介護認定において、自立と判定されたひとり暮らし等の熟年者に対して、

在宅生活が継続できるように買物や掃除・洗濯などの生活援助サービスを提

供し、自立した生活を支援します。 

・ 地域での共助への展開を図るため、サービス提供の担い手として、地域を活

動拠点としているＮＰＯ法人の活用を推進します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

利用者数（延） 49 人 60 人 90 人 90 人 90 人 

 
 
 
⑤自立支援機器等の給付・貸与の充実 

・ 要介護認定において、自立と判定された熟年者や介護保険対象外機器の使用

を必要とする人に対して、自立生活の継続や外出の支援を目的として、歩行

車（シルバーカー）や入浴補助具・排泄補助用具等の自立支援機器の給付・

貸与を行います。 

・ また、65 歳以上の難聴者に、補聴器購入費用の一部を助成します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

自立支援機器給付・貸与 

件数 
1,116 件 1,282 件 1,537 件 1,610 件 1,690 件 

補聴器購入費助成 

件数 
541 件 560 件 570 件 580 件 590 件 
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⑥寝具乾燥消毒等サービスの実施 

・ 在宅の熟年者激励手当を受給している人に対して、寝具の乾燥消毒と水洗い

クリーニングのサービスを行い、清潔な生活の保持と経済的負担・介護の負

担の軽減を図ります。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

寝具乾燥消毒利用者数 

（延） 
3,105 人 3,300 人 3,300 人 3,470 人 3,650 人 

水洗いクリーニング 

利用者数（延） 
431 人 490 人 490 人 515 人 540 人 

 
 
 
⑦福祉理美容サービスの実施 

・ 在宅の熟年者激励手当を受給している人に対して理美容券を交付し、理美容

師による出張理美容サービスを実施し、整容をとおして熟年者の激励を行い

ます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

利用者数（延） 2,457 人 2,457 人 2,750 人 2,890 人 3,040 人 
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⑧安心生活応援ネットワークの実施 

・ 区民や事業者から情報提供などの協力を得るなど、地域全体で熟年者を見守

る意識づくりとネットワーク体制をつくることにより、目配り体制の充実を

図ります。 

・ 広報等を通じて、広く区民や事業所の方々へ周知をし、引き続き、意識づく

りとネットワークの充実に努めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

年度末の目配りの必要な

熟年者数 
711 人 720 人 740 人 760 人 780 人 

 
 
 
⑨民間緊急通報システムの拡大 

・ 65 歳以上の熟年者のいる世帯を対象に、緊急通報に 24 時間体制で警備員が

駆けつけるとともに、生活反応確認機能を備えた民間緊急通報システムを区

が設定した利用料で提供します。 

・ 従来の連絡ベルや火災報知機等の機能も合わせてもつため、引き続き、利用

者の拡大と、従来の事業から民間緊急通報システムへの移行を積極的に推進

します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

年度末設置台数 935 台 950 台 950 台 950 台 960 台 
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⑩情報支援と消費生活相談の充実 

・ 区民が消費者として主体的な意思決定・価値判断を行い、「安心できる消費

生活」を実現できるよう情報支援や消費生活相談を行います。 

・ 情報支援では、最新の消費生活情報を速やかに提供できるようホームページ

やメールマガジンの活用、熟年者を見守る役割の方への情報紙「みまもり・

ネット」の発行、消費者教室の開催、消費者団体への支援、町会回覧、団体

への情報提供などに加え、新しい情報提供手段の検討・研究を行います。 

・ さらに、くすのきクラブ、民生・児童委員、ふれあい訪問員、電話相談員、

介護関連機関との連携、地域に根ざしたコミュニケーションによる情報提供

や啓発をめざします。 

・ 消費生活相談では、悪質商法被害の未然防止をよりいっそう推進するため、

消費者行政を担う国や都の各機関、警察等との連携を強化し、不適正業者に

対する指導・改善措置が速やかに実施されるよう情報提供を充実します。ま

た、複雑化・多様化する消費者被害の未然防止・拡大防止に対応するために、

国民生活センターが運用する「ＰＩＯ-ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワ

ーク・システム）」の活用、直営・外部委託など課題に即した形を臨機応変

に採用しながら、相談体制を充実させます。 
 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

消費者相談件数 4,515 件 4,300 件 4,300 件 4,300 件 4,300 件 

消費者団体への講師派遣 
27 団体 

28 回 

25 団体 

26 回 

26 団体 

26 回 

26 団体 

26 回 

26 団体 

26 回 

消費者教室 

実施回数・受講者数 

17 回 

787 人 

13 回 

705 人 

15 回 

750 人 

15 回 

750 人 

15 回 

750 人 
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⑪戸別訪問収集の実施 

・ 65 歳以上のひとり暮らし世帯、世帯全員が 65 歳以上の世帯、障害者のみの

世帯など、ごみ・資源を集積所まで運ぶことが困難な人に対して、戸別にご

み・資源の収集を行い、負担の軽減をします。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施世帯数 385 世帯 440 世帯 実施 実施 実施 

 
 
 
⑫生活福祉資金の貸付 

・ 社会福祉協議会において低所得世帯、身体障害者・知的障害者・精神障害者

の属する世帯、要介護の熟年者の属する世帯の経済的自立と生活意欲の助長

促進をするため、生業、住宅、療養、修学、災害その他生活に必要な資金の

貸付を行います。修学・療養・介護資金は無利子、その他の資金は年 3％、

償還期間は 3年から 14 年以内として貸付を行います。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

貸付件数 110 件 70 件 継続 継続 継続 

 
 
 
⑬長期生活支援資金の貸付 

・ 生活費が不足する状態にあるが、自宅を所有しており、そこに住み続けるこ

とを希望する高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付けることによ

って自立を支援します。貸付契約の終了時に貸付元利金を一括して償還して

いただきます。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

貸付件数  1 件  1 件 継続 継続 継続 
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（２）介護する家族を支えるまち 

激励事業の実施や介護する家族の交流の場を設けることにより、介護による負

担や悩みの軽減を図ります。 

①熟年者激励手当の支給 

・ 寝たきりの人やその家族を激励するため、在宅で生活する60歳以上の人で、

要介護 4・5 の人（重度心身障害者手当受給者及び生活保護受給者を除く）

に、江戸川区独自の制度として熟年者激励手当を支給します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

受給者数（年度末現在） 1,548 人 1,660 人 1,800 人 2,010 人 2,280 人 

 
 
 
②介護者激励事業の実施 

・ 在宅で熟年者激励手当を受給している人を介護している家族に対して、映画

鑑賞の激励行事に招待し、介護の労をねぎらいます。さらに、はり・きゅう・

マッサージが受けられる激励三療券の交付を行い、家族の休養と疲労回復を

支援します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

激励事業招待利用者数(延) 1,925 人 2,050 人 2,100 人 2,200 人 2,310 人 

激励三療券利用者数(延) 1,689 人 1,700 人 1,700 人 1,790 人 1,880 人 
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③介護者交流会の開催 

・ 地域包括支援センターにおいて、介護者同士の交流や情報交換、専門講師に

よる介護技術の紹介など、介護者をサポートしていく「介護者交流会」を開

催します。「広報えどがわ」等により開催の周知を行い、より多くの介護者

の参加をすすめます。 

・ 介護者交流会を月１回定期的に茶話会形式で開催し、介護者の精神的負担を

軽減していきます。あわせて虐待防止の啓発にも努めていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護者交流会 
78 回 

1,038 人 

150 回 

1,400 人 

168 回 

1,700 人 
充実 充実 
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（３）安心介護のまち【介護保険事業計画部分に相当】 

安心して介護サービスが受けられるように、介護保険事業における各サービ

スの量と質の確保を図るとともに、サービス利用支援や基盤整備をすすめてい

きます。 

 

①居宅サービス（59～65 ページに掲載） 
 

②居住系サービス（66 ページに掲載） 
 

③施設サービス（67～69 ページに掲載） 
 

④地域密着型サービス（70～78 ページに掲載） 
 

⑤サービス利用等における低所得者への配慮（89 ページに掲載） 
 

⑥サービスの質の向上のための方策（90～95 ページに掲載） 
 

⑦権利擁護事業の充実（96～97 ページに掲載） 
 

⑧介護保険事業の推進（98～100 ページに掲載） 

 



111 

２．健康ではつらつとした生活づくり 
 

（１）健康長寿のまち 

がん、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の早期発見・早期治療につながる各

種の健（検）診、健康に関する身近な相談窓口である健康サポートセンターの

機能を充実させ、熟年者自らが健康の保持に取り組めるような環境の整備をす

すめます。 

 

①「健康サポートセンター」の機能の充実 

・ 健康サポートセンターにおいて生活習慣病予防、精神保健など心や身体の健

康相談、また介護相談などを実施します。 

・ 健康、運動、介護、ボランティアなどの情報を気軽に収集・交換するために

区民が集い、話しあうコミュニケーションの場、問題解決の場としての役割

を果たし、健康コミュニティづくりを推進します。 

・ 熟年者が、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、介護予防重視の観

点で事業を整備・拡充します。 
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②生活習慣病予防とがん検診の推進 

・ 区民の年齢や対象にあわせた健康診査やがん検診を実施し、区民の健康増進

及び生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を促進します。国保及び長寿健

康診査は個別に受診券を送付します。 

・ 65 歳以上の方は健康診査において、特定高齢者のスクリーニングも合せて行

います。 

・ 健診制度の定着、受診率の向上をめざし啓発活動を実施します。 
 
 

〔 健康診査及び検診の受診者数 〕 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

熟年健康診査 62,993 人     

区民健康診査 33,752 人     

節目健康診査 19,613 人     

長寿健康診査 

対象者：75 歳以上及び長寿医療 

制度加入の 65 歳以上 

 26,600 人 27,000 人 27,500 人 28,000 人 

国保健康診査 

対象者：国保加入者の 40～74 歳 
 64,100 人 66,900 人 74,100 人 79,400 人 

40 歳未満の区民健康診査 

対象者：40 歳未満の区民 
 15,000 人 15,000 人 15,000 人 15,000 人 

胃がん検診 

対象者：30 歳以上(年 1回) 
12,877 人 13,500 人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 

肺がん検診 

対象者：40 歳以上(年 1回) 
20,973 人 24,000 人 30,000 人 30,000 人 30,000 人 

大腸がん検診 

対象者：40 歳以上(年 1回) 
9,459 人 11,300 人 19,500 人 20,000 人 20,000 人 

前立腺がん検診 

対象者：60・65・70 歳 
2,883 人 2,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 

乳がん検診 

対象者：30 歳以上(年 1回) 
15,495 人 18,500 人 20,000 人 20,000 人 20,000 人 

子宮がん検診 

対象者：20 歳以上(2 年に 1回) 
18,167 人 18,500 人 20,000 人 21,000 人 21,000 人 

※区民を対象とした基本健診（熟年健診・区民健診・節目健診）については、19 年度で終了し、20 年度

からは「高齢者の医療の確保に関する法律」により、各医療保険者等がそれぞれの被保険者を対象に健

診を実施することとなった。このため区では、「長寿健診」「国保健診」の名称で実施 

※40 歳未満の区民に対しては「健康増進法」に基づき、「40 歳未満の区民健診」として実施 
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③生活習慣病予防のための相談等の充実 

・ 生活習慣病の予防のために、食事や運動などの生活習慣改善支援を行います。 

・ 一人ひとりにあった健康相談や講習会などを充実します。 

・ 区民が自然に健康づくりに取り組めるような環境整備をすすめます。健康づ

くりは一人ひとりの生活習慣の改善を基本としますが、自助に加え共助も大

切であることから、健康仲間づくりの促進やウオーキングのＰＲ等をすすめ

ます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

区民健康診査等フォロー

来所者数 
394 人     

国保健診 

特定保健指導 

対象者：国保加入の 40～ 

74 歳の区民 

 3,000 人 3,700 人 4,500 人 5,200 人 

健康応援セミナー 

対象者：40 歳未満の区民 
 500 人 500 人 500 人 500 人 

骨粗しょう症予防教室 
16 回 

448 人 

8 回 

400 人 

8 回 

400 人 

8 回 

400 人 

8 回 

400 人 

※区民健診の終了に伴い「区民健診等フォロー」は終了し、国保健診の結果により該当者に生活習慣の改

善に重点をおいた特定保健指導を実施 

※40 歳未満の区民に対しては、健診の結果により「健康応援セミナー」として保健指導を実施 
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④8020 運動の推進・成人歯科健康診査 

・ 健康な歯の維持は、食事や会話を楽しみ、生きがいのある生活を送る基礎と

なります。そこで歯科医師会と協力して、歯周疾患をはじめとする口腔疾患

の予防と、熟年者の残存歯の保持を目標とする「8020（ハチマルニイマル）

運動」に取り組みます。この目標を達成するために、区民への普及に努める

とともに、健診のＰＲを強化します。 

・ 歯科医療機関の協力による区民への予防啓発と、かかりつけ医のさらなる充

実を図ります。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

8020 運動の周知・啓発 実施 実施 実施 実施 実施 

成人歯科健康診査 

受診者数 
8,349 人 8,600 人 8,650 人 8,700 人 8,750 人 

 
 
⑤高齢者の口腔ケアの普及 

・ 60 歳以上の区民に対して、いつまでもおいしく食べられるために、健口体操、

江戸川区はっきり言葉、口腔ケアの重要性を普及し、口腔機能の維持、向上

をめざします。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施回数 37 回 20 回 継続 継続 継続 

利用者数 592 人 600 人 継続 継続 継続 
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⑥江戸川区口腔保健センターの運営支援 

・ 江戸川区歯科医師会が運営する障害者(児）や介護を必要とする寝たきりの

人等も受診できる歯科診療所の事業運営の支援を区が行い、障害者等の口腔

保健の向上をめざします。同センターでは診療のほか、口腔ケア及び口腔機

能の維持・改善に関する知識・技法の普及啓発をすすめます。 

・ 介護や医療関係者への口腔ケア研修や地域医療機関との連携をすすめます。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

受診者数 2,524 人 2,200 人 2,200 人 2,200 人 2,200 人 

口腔ケア研修 

ベーシックコース 

6 回 

157 人 

6 回 

160 人 

実施方法等

の検討 

実施方法等

の検討 

実施方法等

の検討 

口腔ケア研修 

アドバンスコース 

（講演会） 

1 回 

125 人 

1 回 

130 人 

実施方法等

の検討 

実施方法等

の検討 

実施方法等

の検討 

 
 

⑦感染症予防対策の充実 

・ 毎年熟年者に健康被害を及ぼすインフルエンザや、結核などの感染症を予防

するため、国等の感染症に関する調査や、かかりつけ医、関係機関等から得

られる感染症に関する情報を集約し、医療機関や区民などに提供します。 

・ 結核の早期発見・治療のため、65 歳以上の区民を対象に結核健康診断（Ｘ線

検査）を健康診査とともに実施します。 

・ 平成 13 年の予防接種法改正により、熟年者を対象にインフルエンザ予防接

種を一部公費負担で実施しています。インフルエンザの流行のピークは 1月

～2 月で、流行前に予防接種を受けることで、熟年者のインフルエンザの発

症予防や、重症化を防ぐことが確認されています。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

情報提供（ＨＰなど）、関

係機関との連携 
継続 継続 継続 継続 継続 

結核健康診断の受診者 62,118 人 64,200 人 68,000 人 69,000 人 70,000 人 

熟年者インフルエンザ 

予防接種 接種者 
53,116 人 53,000 人 55,000 人 57,000 人 59,000 人 
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⑧「食を通じた心とからだの健康づくり」の啓発・普及 

・ 食事は栄養の摂取だけではなく、大切なコミュニケーションの場でもありま

す。健康の保持・増進のためには、家族の団らんや友達と会食を楽しむこと

や、健康的な食生活を実践することが大切です。江戸川区内の給食施設に従

事する管理栄養士、栄養士を対象に、心身の健康づくりをめざし、食事を楽

しみ、生活を見直す「食生活指針」（厚生労働省）の啓発普及に努めます。 

・ また、病院や民間企業等と連携し、職場での健康教育を通じて区民の生活習

慣病予防・健康づくりができるように、地域栄養士のネットワークづくり、

健康づくり協力店の普及など、食の環境づくりを行います。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域栄養士連絡会開催 5 回 4 回 4 回 継続 継続 

参加協力施設数 72 か所 70 か所 80 か所 継続 継続 

 
 
 
⑨熟年男性料理栄養教室 

・ 熟年者が日常を元気に過ごすために、60 歳以上の男性を対象に、自分の手で

食事づくりをし、食生活に関する知識を身につけ、自分の健康管理ができる

ようにします。教室を修了した後、自主的に活動をしていけるよう自主グル

ープ化を勧奨します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施回数 2 回 2 回 2 回 継続 継続 

参加者数（延） 167 人 175 人 180 人 継続 継続 
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⑩健康学習の場と機会の提供 

・ 健康知識や健康法などを幅広く学ぶ場として、これまで実施してきた講演

会・講習会形式を見直していきます。区民が必要とする知識を、より身近な

地域で得られるような場の設定と機会の提供等を行い、区民一人ひとりの健

康づくりをさらに支援していきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域健康講座の開催 

回数・参加者数 

66 回 

2,070 人 

77 回 

2,400 人 

80 回 

2,500 人 
継続 継続 

 
 
 
⑪健康づくりリーダーが活躍できるしくみの整備 

・ 身近な地域で健康づくりを推進することができるよう、医療関係者やスポー

ツ団体、ファミリーヘルス推進員、在宅栄養士、ボランティア団体などが、

健康づくりのリーダーとして活躍できるよう活動の場をさらに充実します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

ファミリーヘルス推進員 360 人 360 人 360 人 
活躍の場の

拡充 

活躍の場の

拡充 

地域活動栄養士 51 人 50 人 50 人 
活躍の場の

拡充 

活躍の場の

拡充 

歯科ボランティア 24 人 26 人 28 人 
活躍の場の

拡充 

活躍の場の

拡充 

元気アップリーダー 

講演会 
― ― 1 回 継続 継続 
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⑫健康長寿協力湯の推進 

・ 熟年者の健康増進と地域の人々との交流を促進し、いつまでも元気でいきい

きと過ごせるよう、65 歳以上の熟年者のいる世帯に対し、事業の促進を図り

ます。 

・ ふれあいづくり、健康づくりの視点から、公衆浴場の活用を進め、いっそう

の利用の促進に努めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

入浴証引換人数 2,699 人 2,700 人 2,700 人 2,700 人 2,700 人 

利用回数（延） 1,235,219 回 1,230,000 回 1,235,000 回 1,240,000 回 1,245,000 回 

 
 
 
⑬三療サービスの推進 

・ 75 歳以上の熟年者に三療（はり、きゅう、マッサージ）の施術を無料で受け

られる三療券を、65 歳以上の方には三療割引券を希望により配付し、疲労回

復と熟年者の健康増進をめざします。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

三療券申請者数 18,206 人 18,200 人 20,000 人 18,200 人 18,200 人 

三療券利用枚数 89,286 枚 92,000 枚 95,000 枚 95,000 枚 95,000 枚 

三療割引券申請者数 1,107 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人 
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（２）介護予防推進のまち 

介護を必要としない状態を維持するため、リズム運動などの元気施策、熟年

ふれあいセンターなどの一般高齢者施策、さらに熟年いきいきトレーニングな

どの特定高齢者施策を推進していきます。また、介護が必要になってもその状

態が軽減されるよう地域リハビリテーションの充実をめざします。 

①リズム運動の推進 

・ 熟年者の健康増進や仲間づくりのため、60 歳以上の人を対象としたマンボや

ルンバ、ブルースといった社交ダンスをアレンジしたリズム運動をさらに推

進します。 

・ 経験のない人や男性が参加しやすいように配慮した初心者教室・地区リズム

教室を開催します。 

・ また、介護予防の視点も取り入れて、参加者の体力や経験年数にあわせ、だ

れもが参加しやすい新たなリズム運動の開発をめざします。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施会場数 204 か所 204 か所 204 か所 208 か所 210 か所 

参加団体数 241 団体 241 団体 243 団体 245 団体 247 団体 

参加人数 10,180 人 10,256 人 10,500 人 10,500 人 10,500 人 
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②ウオーキングの推進 

・ 熟年者でも無理なく手軽に行え、健康増進効果が高いウオーキングを、地域

における健康づくり運動として推進します。また、ウオーキングを通じて自

主的な健康づくりの輪が広がるよう、情報や活動の機会を提供し、生涯スポ

ーツとしてのウオーキングの普及を図るためのウオーキング講座や健康ウ

オーキング大会を開催します。 

・ 今後も、講座や「ウオーキングフェスタえどがわ」などの開催を通じ、生涯

スポーツとしてのウオーキングの定着をめざします。 

・ ストレッチなども取り入れ、ケガ防止や疲労回復に努めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

健康ウオーキング大会 

参加者 
3,252 人 3,000 人 3,000 人 継続 継続 

ウオーキングフェスタ 

えどがわ参加者 
1,202 人 1,308 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

 
 
 
③介護予防教室の充実 

・ 転倒などによる骨折の予防や健康体操、体力測定、趣味をいかした活動など、

熟年者及び地域住民を対象として、様々な介護予防教室を身近な地域で多数

開催します。介護予防に対する知識の向上と主体的な意識づくりをすすめる

ことにより、熟年者の体力低下や閉じこもりを防ぎ、介護予防を推進します。 

・ 町会・自治会等と連携して、地域住民に周知していきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

開催回数 68 回 78 回 84 回 充実 充実 

参加者数 1,401 人 1,700 人 2,100 人 充実 充実 
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④地域ミニデイサービス実施への支援 

・ 虚弱な熟年者の閉じこもり予防と、地域住民との交流をとおした仲間づくり

を支援するため、身近な町会会館などを利用して会食や趣味活動、健康づく

りなどを行う地域ミニデイサービスの実施を支援します。 

・ また、ボランティア等の育成・支援を行うとともに、新たに地域ミニデイサ

ービスボランティア交流研究会を開催し、ボランティア同士の情報交換や相

談しあえる場をとおして、地域ミニデイサービス活動を充実します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域ミニデイサービス 29 か所 31 か所 32 か所 継続 継続 

地域ミニデイサービス 

ボランティア交流研究会 

の開催 

2 回 2 回 2 回 継続 継続 

 
 
 
⑤出前健康講座（健康長寿塾）の実施 

・ 地域に出向き一般高齢者を対象に、日常の健康生活・運動器の機能向上・口

腔ケア・栄養についてのポイントを講座を通して習得し、健康意識の向上を

図り健康長寿の一助とします。 

・ 健康長寿塾を廃止し、出前健康講座として実施します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

健康長寿塾の開催 

（回数・参加者数） 

10 回 

172 人 
廃止 廃止 廃止 廃止 

出前健康講座 

(回数・参加者数) 
― 

13 回 

363 人 

15 回 

400 人 
継続 継続 
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⑥認知症を正しく理解するための啓発活動 

・ 一般高齢者等を対象に、認知症に関する正しい知識を得るための教室を開催

し、認知症の予防方法や本人・家族に対する地域での支援のあり方を学びま

す。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

認知症予防講演会の開催 

(回数・参加者数) 

1 回   

400 人 

2 回   

656 人 

1 回 

300 人  
検討 検討 

認知症予防のための教室

開催(回数・参加者数) 
 

27 回 

600 人 

18 回 

400 人 
検討 検討 

もの忘れ相談 105 人 106 人 継続 継続 継続 

認知症予防を目的とした

体操（フリフリグッパー）

の普及 

5,420 人 5,768 人 6,000 人 検討 検討 

認知症理解のための 

講演会(回数・参加者数) 

1 回 

75 人 

1 回 

90 人 
検討 検討 検討 
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⑦特定高齢者把握事業の推進 

要介護状態になることを予防するため、生活機能の低下が心配される特定高

齢者を早期に発見し、介護予防事業への参加につなげていきます。 

 

〈 生活機能評価の実施 〉 

・ 65 歳以上の熟年者（要介護認定者を除く）に対して、区が実施する国保健診・

長寿健診等と同時に、生活機能評価を実施し、生活機能チェックの結果等か

ら特定高齢者の候補者を選定します。 

・ 国保健診・長寿健診等対象外の社会保険加入者等の方には、地域包括支援セ

ンターにて生活機能チェックを行い、生活機能評価を実施します。また、生

活機能評価の周知と実施者増加の方法を検討します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

生活機能チェック実施者 57,000 人 65,000 人 70,600 人 72,700 人 74,700 人 

〈 介護予防相談会の実施 〉 

・ 健診同時実施の生活機能評価から特定高齢者の候補者に選定された方に、個

別に通知し、介護予防相談会を実施します。地域包括支援センターの職員が

個別面接し、その場で特定高齢者を決定し、その方に合った介護予防事業へ

の参加を勧めます。 
・ あらゆる機会を通じて介護予防の重要性について普及啓発するとともに、民

生・児童委員や区民からの通報、地域包括支援センターや保健師の訪問活動、

家族・本人からの相談等を通して、特定高齢者の把握に努めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

参加者数 830 人 700 人 1,000 人 増加 増加 
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⑧介護予防ケアマネジメントへの取り組み 

・ 住み慣れた地域で安心して生活できるよう、特定高齢者を対象に地域包括支

援センターにおいて、介護予防プランを作成し、要介護状態にならないよう

生活機能の維持・向上をめざします。 

・ 特定高齢者に対し、個々の生活や心身の状態に合わせた効果的な介護予防事

業への参加を勧め、いきいきとした生活をおくれるよう支援します。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護予防プランの作成 659 件 700 件 800 件 増加 増加 

 
 
 

⑨熟年ふれあいセンターの充実 

・ 身体的に虚弱などの理由により閉じこもりがちな人を対象とし、会食や趣味、

レクリエーション等を実施し、利用者同士の交流を深めるなど、外出への動

機付けをします。 

・ 今後も各ふれあいセンターの特色を生かしながら、介護予防に視点をおいた

内容を積極的に取り入れ、誰もが参加しやすいプログラムを工夫・検討して

いきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施会場 

利用者数 

4 か所 

27,530 人/年 

4 か所 

29,609 人/年 

4 か所 

32,400 人/年 

4 か所 

増加 

4 か所 

増加 

介護予防機能強化 

プログラムの実施 
実施 実施 実施 実施 実施 
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⑩熟年スポーツトレーニングの推進 

・ 特定高齢者や、運動器の機能向上を図ることが必要な方を対象とします。春

と秋の年 2 回、3 か月を 1 教室として区立スポーツ施設のスタジオまたはプ

ールにおいて、ストレッチ・有酸素運動・簡易器具を用いた運動、筋力トレ

ーニング等を実施します。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

教室数 ― 6 教室 16 教室 検討 検討 

参加者（実人数） ― 89 人 330 人 増加 増加 

 
 
 
⑪熟年いきいきトレーニングの充実 

・ 特定高齢者の方を対象に、特に運動器の機能向上を基調とする介護予防機能

を強化したメニューを実施し、質の向上をめざします。 

・ 実施会場の特徴を生かしながらも、特定高齢者施策としての目的に見合った

一定レベルのメニューを検討していきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

参加者（実人数） 159 人 170 人 180 人 継続 継続 

参加者（実人数） 5,937 人 7,200 人 8,640 人 継続 継続 
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⑫熟年口腔ケアセミナーの充実 

・ 特定高齢者を対象に、口腔機能の向上を目的として、歯科医師による口腔機

能についての講話や、歯科衛生士による健口体操などの実技指導等を 2日制

で実施します。 

・ 今後も、口腔アセスメントや口腔機能を向上させる実技を効果的に取り入れ

ながら、魅力あるプログラムを実施していきます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

利用者（実人数） ― 58 人 180 人 180 人 180 人 

 
 
 
⑬シルバー健康出前教室の実施 

・ 地域支援事業としての介護予防事業の一環として、特定高齢者及び一般の熟

年者を対象とした介護予防メニュー（転倒予防、低栄養予防、口腔機能の向

上等）を提供します。 

・ 平成 20 年度までのシルバー健康教室の形態を変え、平成 21 年度からは地域

包括支援センターごとに、「シルバー健康出前教室」として実施します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

シルバー健康教室 
5 回 

481 人 

3 回 

400 人 
廃止 廃止 廃止 

シルバー健康出前教室 ― ― 
13 回 

195 人 
検討 検討 
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⑭地域リハビリテーションの充実 

・ 身体機能障害をもち、病院訓練を修了した人に対して、日常生活動作や応用

動作の体験をとおし、仲間とともに社会復帰をめざす教室を健康サポートセ

ンターにおいて理学療法士（ＰＴ）、作業療法士（ＯＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）

などの専門家により行います。 

・ 外出困難な人に対しては、家庭を訪問し、介護方法や運動方法、福祉機器の

選定・住宅改修等の環境整備など本人の自立や介護負担の軽減のための助言

をケアマネジャーや訪問看護師などと連携して行います。 

・ さらに、自主グループの育成やその活動支援を行うことで仲間づくりを推進

し、地域で健康に生活し続けられるようその活動を支援します。 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

自立支援セミナー実施回数 74 回 66 回 71 回 71 回 71 回 

来所・電話等 514 回 560 回 560 回 継続 継続 
リハビリ

相談回数 
訪問 209 回 200 回 200 回 継続 継続 

中高年のためのひざ痛・腰痛

改善教室実施回数 
 16 回 30 回 30 回 30 回 

 
 

 
⑮介護職への介護予防知識等の普及 

・ 在宅の身体障害者や虚弱高齢者の自立支援や介護予防事業に携わる、区内の

自立支援事業者、介護保険事業者等を対象に、区民の介護予防及び要介護状

態の改善を図るため、介護予防におけるリハビリテーションの必要性と方法

について講習会をとおした技術支援を行います。 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

在宅リハビリ技術講習会

の実施 

3 回 

135 人 

3 回 

 120 人 

3 回 

120 人 
内容の充実 内容の充実 



128 

３．生きがいに満ちた生涯づくり 
 

（１）ふれあいと支えあいのまち 

地域での支えあいを基盤とし、ボランティア立区を推進していくとともに、

くすのきクラブへの支援やふれあい訪問活動など心のふれあう地域づくりを推

進していきます。 

①ボランティア立区の推進 

・ だれもが安心し、心豊かに暮らし続けていける地域をつくるため、子どもか

ら熟年者まで、だれもがそれぞれのできることで地域社会に貢献できるしく

みを広げていくことが求められます。 

・ ボランティア活動は、地域社会に対する貢献を通じて自己実現を図る重要な

活動です。そのため、本区ではボランティア立区の推進を掲げ、各人の関心、

能力等に応じて、様々な分野で幅広い世代が活動しやすい環境を整備します。 

・ 今後もボランティアセンターを中心に、情報提供、相談支援等を行うととも

に、ボランティア活動へのきっかけづくりとなる機会を提供し、ボランティ

ア立区の形成を一層推進します。 
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H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

ボランティア活動の情報

提供(ホームページ提供団

体数) 

271 団体 276 団体 280 団体 300 団体 310 団体 

コーディネート件数 整備 整備 250 件 270 件 280 件 

相談件数 整備 整備 420 件 450 件 460 件 

裾野の拡大      

・出前講習校数 61 校 62 校 50 校 52 校 60 校 

・体験の場       か所 

人数 

156 か所 

245 人 

151 か所      

214 人 

155 か所      

220 人 

160 か所     

230 人 

160 か所      

240 人 

・入門講座回数 21 回 19 回 20 回 20 回 20 回 

・フェステバル 

団体数・参加人数 

69 団体      

3,500 人 

67 団体      

4,000 人 

68 団体      

4,000 人 

70 団体      

4,000 人 

70 団体      

4,000 人 

人材育成講座数 7 講座 6 講座 5 講座 5 講座 6 講座 

活動環境整備 整備 整備 ― ― ― 

自主的ネットワーク 

づくり 
支援 支援 ― ― ― 

団体支援 

・ボランティア体験会 

・活動費助成 

― ― 
1 回 

45 団体 

2 回 

45 団体 

2 回 

46 団体 
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②福祉学習の推進 

・ 幼稚園や小・中学校の行事に熟年者を招待し、熟年者と幼児・児童・生徒の

交流を通じ、熟年者との豊かなふれあいを推進していきます。また、小・中

学校の「総合的な学習の時間」などにおいて、熟年者の長年の経験や能力を

いかした共育パートナーを取り入れます。今後は地域熟年者から地域の歴史

や伝統文化などを学ぶ機会を増やしていくなど熟年者とのふれあいを一層

進めて、引き続き各学校への呼びかけを行い、熟年者との交流を充実してい

きます。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

行事・交流活動への招待      

熟年者の共有パートナー

の依頼 
実施 実施 継続 継続 継続 

施設訪問      

 
 

③町会・自治会などを基礎としたコミュニティの活性化 

・ 熟年者をはじめ区民の暮らしに身近な町会・自治会を基本とする、コミュニ

ティの活性化を進めます。 

・ 地域ミニデイサービスや防災活動といった地域活動が注目されるなか、区民

と区によるパートナーシップを基本とした、地域の各種団体相互の連携や情

報提供の強化、役割分担の検討などに、地域が一体となって課題に取り組め

る体制づくりをめざします。 

・ こうした地域活動を支援するため、江戸川区ホームページに「地域活動情報」

を掲載しています。 

・ また、地域が自主的に運営を行っている地区会館の維持管理をはじめ、より

活用しやすいコミュニティ活動の「場」の提供を積極的に行っていきます。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域活動情報の掲載 

（区ホームページ） 
随時更新 随時更新 随時更新 随時更新 随時更新 

活動の場の整備 継続 継続 継続 継続 継続 
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④くすのきクラブへの支援 

・ 熟年者が地域において明るく健康で生きがいのある生活が送れるよう、くす

のきクラブへの助成を行い、活動の支援をするとともに、クラブ間の連携を

深め、より効果的に事業目的が達成できるよう、くすのきクラブ連合会への

助成を行います。 

・ くすのきクラブの活動を幅広くＰＲし、会員増加をめざすとともに、さらな

るくすのきクラブの活性化を推進します。 

・ 熟年者が行う「子どもの見守り活動」「清掃・リサイクル活動」などの地域

貢献活動を支援し、地域社会との関わりを一層深めていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

クラブ数 211 団体 210 団体 213 団体 継続 継続 

会員数 20,334 人 20,219 人 20,489 人 継続 継続 

 
 
 
⑤ふれあい訪問員活動の充実 

・ 60 歳以上のひとり暮らしや熟年者のみの世帯、あるいは日中ひとりになる熟

年者等を対象に、週1回から2回程度、ボランティアによる訪問員を派遣し、

安否確認を行い、話相手や悩みごとの相談にのるなど孤独感の解消と事故の

未然防止に努めます。 

・ また、訪問員の質の向上につながる研修についても、積極的に取り入れます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

訪問員数 167 人 155 人 155 人 155 人 155 人 

訪問対象世帯数 268 世帯 250 世帯 250 世帯 250 世帯 250 世帯 

安否確認対象世帯数 710 世帯 600 世帯 600 世帯 600 世帯 600 世帯 
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⑥認知症サポーターの養成 

・ 国の「認知症を知り地域をつくる 10 ヵ年」（H17 年度厚生労働省推進事業）

キャンペーンの一環として、認知症を理解し、本人と家族を温かく見守り、

支援する認知症サポーターを増やし、認知症になっても安心して暮らせるま

ちづくりを目指します。 

・ 区の認知症サポーターの養成目標を 10 年間で 6,000 人と定め、計画的に講

座を開催します。 
 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

講座開催数 18 講座 15 講座 25 講座 継続 継続 

サポーター養成数 1,027 人 900 人 1,000 人 継続 継続 

 
 
 
⑦熟年介護サポーター事業 

・ 65 歳以上の元気な熟年者が、介護支援等の社会参加をすることで健康の保持

や増進、介護予防につなげていきます。活動の成果をポイントとして付与し、

保険料を軽減するために還元していきます。 

・ 介護サポーターは、介護保険施設、地域密着型サービス事業所での支援活動

と地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等と連携した支援活動を対象

とした活動を行っていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

介護サポーターの 

登録者数 
― ― 500 人 増加 増加 
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⑧健康知識･介護技術をもつボランティアの育成 

・ 専門的な資格を持つボランティアグループを対象に、運動、栄養、精神保健、

介護等の課題に対して、地域で支えあえるまちづくりをめざし、健康づくり

や福祉に関する講座を開催して、地域で活動できるボランティアを育成しま

す。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域活動栄養士育成 

講習会 

1 回 

51 人 

1 回 

30 人 

1 回 

30 人 
継続 継続 

歯科ボランティア講習会 
4 回 

37 人 

3 回 

35 人 

2 回 

40 人 
継続 継続 
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（２）熟年パワーのあふれるまち 

スポーツ活動やくすのきカルチャー教室等、熟年者の主体的な活動支援をす

すめるとともに、シルバー人材センターへの支援など、熟年者の生きがいづく

りを推進します。 

①くすのきカルチャー教室の充実 

・ 熟年者が、健康で充実したしあわせな人生を送ることができるよう、生きが

いや仲間づくりのきっかけとなる、趣味や教養の学習の機会と場を提供して

いきます。正規教室終了後は、自主性・自立性を高めて生涯現役として活躍

できるよう、自主活動教室を支援します。また習得した知識や経験をいかし

て社会貢献ができるよう情報の提供と機会の拡大を図ります。 

・ 今後も熟年者が生きがいを持ち、知識や教養を身につけながら元気に通うた

めの、魅力ある教室編成に努めます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

正規教室 
2,566 人 

105 教室 

2,475 人 

104 教室 

2,650 人 

106 教室 

2,750 人 

110 教室 

2,750 人 

110 教室 

自主教室 
6,427 人 

312 教室 

6,201 人 

314 教室 

6,500 人 

330 教室 

6,500 人 

330 教室 

6,500 人 

330 教室 

 

 

 

②熟年者のスポーツ・レクリエーション活動の推進 

・ 熟年者がいきいきと健康に暮らせるよう、スポーツ・レクリエーションに親

しむ機会づくりをすすめます。特に、誰にでも取り組みやすいウオーキング

やグラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフなどの講座の開催をはじめ、

このような活動の普及をすすめている団体への支援を行います。 

・ 参加者の増加を目指し、魅力ある講座の内容や周知方法の改善に努めます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

講座の開催及び後援等の

支援の実施 
継続 継続 継続 継続 継続 
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③スポーツ活動支援の充実 

・ 生涯にわたってスポーツに親しみ、生活習慣病の一因ともなる運動不足を解

消するため、地域スポーツ講座や体力測定を行い、スポーツやレクリエーシ

ョンに親しむ層の拡大に努めます。現在行われている講座については、世代

を超えてだれもが参加できるように、種目の工夫・検討を行います。 

・ また、スポーツ活動支援のための情報提供や相談体制の充実、区内スポーツ

大会等の支援・後援の充実により、区民がスポーツに親しみやすい環境づく

りをすすめます。 

・ 周知方法を改善し、新規参加者の拡大をめざします。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域スポーツ講座等 

（開催回数・参加者数） 

111 回 

1,904 人 

144 回 

2,780 人 

162 回 

3,240 人 

162 回 

3,240 人 

162 回 

3,240 人 

体力テスト 

（開催回数・参加者数） 

4 回 

150 人 

4 回 

116 人 

6 回 

300 人 

6 回 

300 人 

6 回 

300 人 

区内大会      

・区民大会      

(春季参加者数) 25,053 人 25,329 人 25,000 人 25,000 人 25,000 人 

(秋季参加者数) 25,009 人 25,000 人 25,000 人 25,000 人 25,000 人 

・マラソン大会(参加者数) 2,072 人 2,556 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 

・ウオーキングフェスタ 

えどがわ(参加者数) 
1,202 人 1,308 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 
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④熟年者の参加を促進する行事の実施 

・ 熟年者が日頃の活動の成果を発表できる場である「さわやか体育祭」、「熟年

文化祭」等の行事を実施し、熟年者の社会参加や地域交流を推進し、生きが

い活動を支援します。 
 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

リズム運動大会 5,500 人 5,500 人 5,500 人 5,500 人 5,500 人 

熟年者囲碁・将棋大会 210 人 243 人 250 人 250 人 250 人 

さわやか体育祭 8,000 人 8,000 人 8,000 人 8,000 人 8,000 人 

熟年文化祭 6,000 人 6,000 人 6,000 人 6,000 人 6,000 人 

 
 
 
⑤シルバー人材センターへの支援 

・ 熟年者の「知識・経験・能力」をいかせる、就業機会を確保・提供している

社団法人シルバー人材センター事業を支援することにより、熟年者の生きが

いづくりと社会参加を促進します。 

・ 区内公園・児童遊園の清掃や一般家庭の樹木剪定、事業所から依頼される作

業など、「親切・ていねい・誠実」をモットーに、事業を継続します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

会員数 3,700 人 3,700 人 3,700 人 継続 継続 

就業実人員 29,168 人 30,000 人 30,000 人 継続 継続 
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⑥福寿大学の充実 

・ 60 歳以上の区民を対象に、社会福祉協議会による福寿大学を開講し、生涯学

習、社会参加をすすめます。熟年者のニーズや今後の熟年者の増加などを踏

まえ、科目や内容等の検討を行い、さらなる事業の充実に努めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

実施回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

講座数 12 講座 12 講座 12 講座 12 講座 12 講座 

卒業生数 173 人 170 人 200 人 200 人 200 人 
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４．サービス利用支援体制づくり 
 

（１）安心してサービスが利用できるまち 

だれもが安心してサービスを受けられるように、様々なサービスや制度の情

報を入手できるよう、相談窓口機能を強化するとともに、苦情への対応や権利

擁護事業を推進していきます。 

①情報提供の多様化と充実 

・ 広報誌、チラシ、ホームページなどのあらゆる情報媒体を活用し、区民が様々

なサービスや制度の情報を容易に入手できるよう、情報提供の充実を図りま

す。 

・ 介護保険や熟年者の福祉サービス等の情報提供については、地域包括支援セ

ンターの相談窓口を充実させ、一人ひとりの状況にあった情報提供を行いま

す。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

広報えどがわ 適時 適時 適時 適時 適時 

くらしの便利帳 － 情報掲載 － 情報掲載 － 

江戸川区公式ホーム 

ページ 

介護保険課ホームページ 

継続 

地域密着型 

サービス 

事業者情報

の充実 

事業計画 

及び 

制度の周知 

継続 継続 

地域包括支援センター 

介護相談室 

健康サポートセンターに

よる相談・情報提供 

継続 継続 継続 継続 継続 
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②相談・助言に関する窓口機能強化 

・ 地域包括支援センターや区の相談窓口において、熟年者の生活上の悩み及び

介護にかかわる相談を受け、保健・福祉や介護保険のサービス等の利用に関

する相談・助言を行います。また、利用者の利便性を考え、身近な相談窓口

となる地域包括支援センターやブランチ（分室）の設置を推進し、相談窓口

としての定着を図ります。 

・ 健康サポートセンターにおいては、介護を含め、熟年者の心とからだの健康

に関する様々な問題について、相談や支援を行う場として機能を充実します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域包括支援センター 

(ブランチ)設置数 

14 か所 

（内1か所） 

15 か所 

（内2か所） 
17 か所 19 か所 21 か所 

介護相談室 

地域包括支援センター 

小松川さわやか相談室 

相談人数 

52,005 人 52,400 人 増加 

（移転予定） 

増加 増加 

健康サポートセンター 

（8か所） 
機能の充実 継続 継続 継続 継続 
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③認知症相談窓口の充実 

・ 医師会地域包括支援センター内で、認知症に関する専門的な電話相談を実施

し、関係機関と協力して問題解決に向けていきます。 

・ 認知症サポート医やもの忘れ相談医等が、認知症の本人と家族に身近で対応

する地域包括支援センターや介護サービス事業者等の相談に対応するため、

定期的な相談窓口を設置します。必要に応じて、認知症の専門医療機関への

受診につなげます。 

・ さらに、医師会地域包括支援センターが、認知症相談の核となり、関係機関

と連携しながら、認知症地域ネットワークの構築を進めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

相談件数 ― 35 件 72 件 充実 充実 

ホットライン相談件数 104 件 144 件 180 件 増加 増加 

 
 
 
④熟年者緊急短期入所実施事業  

・ 65 歳以上で、認知症その他やむを得ない理由により保護を要し、身元が不明

である方、本人を代理する家族等がいない方、または居宅生活が困難な方に

対し、短期入所を実施します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

短期入所利用日数 ― 40 日 40 日 継続 継続 
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⑤権利擁護のしくみづくり 

・ 認知症の症状などで、判断能力に不安のある熟年者などが地域で安心して生

活が送れるよう、社会福祉協議会の安心生活センターを地域における権利擁

護の中心的な機関として位置づけます。福祉サービスの利用相談や手続き支

援、日常的な金銭管理、書類等の預かりといった安心生活サポート事業、成

年後見制度の利用相談及び区長申立てにかかる事務などを行います。 

・ 社会福祉協議会が後見人となる法人後見事業の他に、後見人受任に取り組ん

でいる社会貢献型後見人（東京都養成）に対し、社会福祉協議会が監督人に

なるなど広く活動の場を提供していきます。 

・ 今後も、区民及び関係機関・団体へのＰＲ活動の強化、潜在しているニーズ

の掘り起こしに努め、区民がより安心してサービスを利用できる体制づくり

をすすめます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

福祉サービスの利用相談 

や手続き支援件数 
1,885 件 3,500 件 3,500 件 3,500 件 3,500 件 

安心生活サポート事業 

契約件数 
13 件 27 件 34 件 50 件 65 件 

成年後見制度区長申立 

件数 
16 件 15 件 17 件 20 件 23 件 

社会福祉協議会による 

法人後見の受任件数  

※19 年度より実施 

4 件 6 件 3 件 4 件 6 件 

(年度末件数) （4件） （10 件） （12 件） （14 件） （16 件）

社会貢献型後見人への 

支援 
1 件 2 件 3 件 5 件 8 件 
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⑥民生・児童委員との連携強化 

・ 民生・児童委員の資質向上のために各種研修や研究活動を行い、地域におけ

る社会福祉の推進役として力が発揮できるよう、連携を強化していきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

委員数 436 人 436 人 436 人 一斉改選 ― 

相談・支援 6,979 件 7,000 件 充実 充実 充実 

 
 
⑦介護人材確保総合支援事業の推進      

・ ホームヘルパー、介護福祉士等の有資格者で現在介護の仕事に就いていない

方のうち、就職の意思がある方に就職に向けての技術や知識の不安を解消す

るため、研修を実施します。研修終了後、就職相談会を開催し、就職に結び

付けていきます。 

・ また、介護の仕事に就き悩みを持つ方に対して、就職に関する相談や就職後

の悩みに関する相談を実施します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

研修受講者数 ― ― 120 人 継続 継続 

就職者数 ― ― 60 人 継続 継続 
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（２）連携により円滑なサービスを提供するまち 

地域における身近な相談機関である地域包括支援センターにおいて、介護に

関する相談や介護予防を充実させるとともに、保健・医療・福祉の連携をとり

ながら、サービスの円滑な提供・運営をすすめます。 

①地域包括支援センターの設置・運営 

・ 地域包括支援センターにおいては、介護保険や区のサービスのみならず、地

域におけるボランティア活動なども視野に入れたコーディネートが求めら

れます。区のサービスや地域の様々な活動を把握し、活動主体の交流等によ

り地域における活動全体の活性化、地域のネットワーク構築も図れるよう情

報収集や情報交換に努めていきます。 

・ 熟年者数、予防給付の増加に伴い、地域包括支援センターの設置数が不足し

ています。今後、熟年者の利便性に配慮し、地域包括支援センターやブラン

チ（分室）の相談窓口を設置していきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域包括支援センター 

(ブランチ)設置数 

14 か所 

（内1か所） 

15 か所 

(内 2か所) 
17 か所 19 か所 21 か所 

相談人数 36,126 人 36,500 人 増加 増加 増加 

 
 
 
②保健・医療・福祉の連携強化 

・ 高齢者が住み慣れた自宅や地域で住み続けるための在宅医療・介護の提供シ

ステムを議論するため、保健・医療・福祉の関係機関や団体等が集い、情報

交換や意見交換を行い、連携強化をすすめていきます。 
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③社会福祉協議会の機能強化 

・ 激励品の贈呈やくすのきカルチャー教室運営などの事業に加え、安心生活セ

ンターを中心に安心生活サポート事業や成年後見制度利用支援といった、権

利擁護機能を強化します。また、福祉サービスの苦情処理の第三者機関とし

て、区民・事業者・区との調整・福祉サービス利用援助事業など、地域福祉

の中核となる機関として積極的に事業を進めます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

各種福祉相談事業 充実 充実 充実 充実 充実 

熟年者福祉施設・団体との

連携強化 
継続 継続 継続 継続 継続 
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５．豊かな福祉のまちづくり 
 

（１）安全・快適バリアフリーのまち 

区民だれもが安全・快適に暮らせるようなユニバーサルデザインのまちづく

りをすすめるために、公共施設などのバリアフリー化を推進します。 

地震などの災害に備えるため、区民との協働による防災体制の強化をすすめ

ます。 

①福祉のまちづくりの推進 

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）、

東京都福祉のまちづくり条例、江戸川区住宅等整備事業における基準等に関

する条例等に基づき、多くの人が利用する病院や大規模店舗、共同住宅など

の新築・増改築に際し、民間事業者や区民との連携をとりながら、熟年者を

はじめ誰にでも優しい建築物を整備し、福祉のまちづくりをすすめます。 

・ 東京都福祉のまちづくり条例は制定から 13 年が経過し、ある程度福祉のま

ちづくりに関する理解が進んだことから、平成 21 年度より施設の整備基準

が、これまでの努力義務から遵守義務となりました。そのため、区の住宅整

備条例の協議において、この趣旨を踏まえた指導・助言を行っていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

バリアフリー新法に基づ

く整備件数 
5 件 6 件 実施 実施 実施 

東京都福祉のまちづくり

条例に基づく届出件数 
10 件 11 件 実施 実施 実施 

江戸川区住宅等整備基準

条例に基づく協議件数 
138 件 140 件 実施 実施 実施 
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②だれもが快適に移動できるユニバーサルデザインの推進 

・ だれにでもやさしいユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、区

内のバリアフリー施設を紹介するマップを配布するとともに、マップをホー

ムページに掲載し、熟年者や子ども、障害者など、だれもが快適に移動でき、

外出しやすいまちをめざしています。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

バリアフリーマップ 

ホームページ掲載 

ホームページ 

追加情報掲載 

冊子の改訂版

作成 及び      

ホームページ 

掲載 

追加情報 

随時掲載 

追加情報 

随時掲載 

追加情報 

随時掲載 

 
 
 
③公共施設のバリアフリー化の推進 

・ 熟年者や障害者などの社会参加が促進されるよう、公共施設の改修事業にあ

わせてエレベーター設置を行い、バリアフリー化を推進します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

二之江 

コミュニティ 

会館 

臨海町 

コミュニティ 

会館 

鹿骨区民館 未定 未定 

北葛西 

コミュニティ 

会館 

新田 

コミュニティ 

会館 

上一色 

コミュニティ 

センター 

  

  

西小岩 

コミュニティ 

会館 

  

  

篠崎 

コミュニティ 

会館 

  

整備箇所 

  

小松川 

健康サポート 

センター 
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④駅施設のバリアフリー化の推進 

・ 交通機関の要となる鉄道をだれもが安全で快適に利用できるよう、鉄道駅舎

のエレベーター設置を鉄道事業者に要請し、バリアフリー化を図ります。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

整備箇所 

都営新宿線 

篠崎駅             

京成本線 

京成小岩駅 

― 

京成本線 

京成小岩駅          

（改札階～ 

ホーム階） 

未定 未定 

 
 
 
⑤バス交通のバリアフリー化の推進 

・ 誰もが乗り降りしやすいバスとなるよう、バス車両のバリアフリー化をすす

めるため、区内バス路線に対するノンステップバスの導入について事業者に

要請します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

ノンステップバスの導入

推進 
推進 推進 推進 推進 推進 
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⑥人にやさしい道づくりの整備推進 

・ 熟年者をはじめ、区民が道路を安全で快適に利用できるように、段差の解消

など歩道の改良、バス停の環境整備等を行います。 

・ さらに、歩行者を交通事故から守るため、交差点の特殊舗装や路肩のカラー

舗装等、自動車ドライバーの視認性を高める環境整備をすすめます。 

・ また、区民の健康づくりに役立つように、河川の土手、親水公園や親水緑道、

緑道に健康サインや距離の表示等の整備などを行います。 
 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

歩道巻込み部の段差解消 219 か所 事業完了 事業完了 事業完了 事業完了 

歩道改良 1,588ｍ 2,170ｍ 1,500ｍ 1,500ｍ 1,500ｍ 

路肩のカラー舗装 2,306ｍ 2,000ｍ 1,500ｍ 1,500ｍ 1,500ｍ 

バス停整備 5 か所 3 か所 6 か所 6 か所 6 か所 

ドライバーの視認性を 

高める道路環境の改善： 

区画線、標識及び滑り止め 

舗装 

46 か所 8 か所 精度向上 精度向上 精度向上 

健康の道づくり 
サイン設置

12 箇所 
精度向上 精度向上 精度向上 精度向上 
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⑦だれにもやさしい公園づくりの推進 

・ ユニバーサルデザインを念頭に、だれもが利用しやすい公園づくりをめざし、

出入口等の段差解消、手洗所の洋式化、手すりの取り付け、リフレッシュ遊

具の整備、ベンチ等休養施設の整備などを行います。また、地域の人が参加

した公園づくりワークショップの成果をいかし、地域により身近で親しまれ

る公園の整備と効率的な維持管理に努めます。さらに公園での清掃、花の植

付け、水やり等の活動を行う「公園ボランティア」を支援し、社会参加によ

る生きがいづくりをすすめます。そのために、より気軽に区民が行動できる

よう、水と緑の情報の拠点となる「水と緑のセンター」の機能を充実します。 

・ また、江戸川区の豊富な河川をいかし、四季の変化が楽しめ、やすらぎの空

間となるよう、国や東京都との協力のもと、緑道の整備や親水化の整備、河

川緑地を活用したスポーツ・レクリエーションの場の整備をすすめます。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

公園整備 

・新設か所数 
4 か所 5 か所 6 か所 4 か所 4 か所 

・手洗所の建替え棟数 17 棟 16 棟 19 棟 15 棟 ― 

・手洗所のリフォーム ― 35 棟 35 棟 35 棟 35 棟 

公園ボランティア 
94 団体 

64 人 

100 団体 

67 人 

105 団体 

68 人 

110 団体 

70 人 

115 団体 

72 人 

水と緑のネットワーク 

づくり 
河川整備等 

河川整備等・ 

本郷親水緑道

完成 

新川環境整備 

河川整備等・

新川環境整備 

河川整備等・

新川環境整備 

河川整備等・

新川環境整備 
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⑧区民との協働による防災体制の強化 

・ 災害に対しては、日頃からの備えが重要です。特に地震に関しては、被害を

最小限に抑えるために、一人ひとりがあわてず、適切な行動をとることが必

要です。それを効果的に速やかに実践できるよう、地域防災訓練等の実施や

防災講習会・座談会を開催し、防災に対する意識啓発及び知識の向上を図り、

地域の防災力を高めておくことが大切です。 

・ そして、地域の熟年者や障害者など、災害時に支援を必要とする人を地域で

支える体制づくりや、自分の住んでいる町の安全度を点検し、自主的な防災

活動が展開できるよう、地域住民による「わがまちの防災マップづくり」を

推進します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

地域防災訓練 
302 回 

31,595 人 

300 回 

30,000 人 
継続 継続 継続 

防災講習会・座談会 
145 回 

8,167 人 

150 回 

8,500 人 
継続 継続 継続 

災害応急マニュアルの 

見直し 
実施 実施 継続 継続 継続 
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⑨交通安全対策の充実 

・ 熟年者や子どもをはじめとする区民を交通事故から守るため、各種団体との

連携を取りつつ、交通安全運動や地域のイベント、くすのきクラブを対象と

した安全教室などをとおして交通安全意識を啓発します。また、交通事故が

多いとされる夕暮れ時や夜間の歩行者確認に有効な、反射材を使ったステッ

カーなどの配布と着用をすすめます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

交通安全運動、イベント 

開催時等における啓発活動 
継続 継続 継続 継続 継続 

広報えどがわ      

・定期掲載回数 8 回 8 回 8 回 8 回 8 回 

・緊急時掲載回数 14 回 12 回 2 回 2 回 2 回 

リーフレット等による啓発      

・リーフレット枚数 20,000 枚 20,000 枚 20,000 枚 20,000 枚 20,000 枚 

・ステッカー枚数 2,500 枚 2,500 枚 2,500 枚 2,500 枚 2,500 枚 

・ストップマーク枚数 1,500 枚 1,500 枚 1,500 枚 1,500 枚 1,500 枚 

「交通安全区民の集い」      

・参加者数 600 人 750 人 400 人 600 人 600 人 

区行事等の参加者への 

交通安全啓発 
     

 ・開催回数 13 回 7 回 8 回 8 回 8 回 

 ・参加者数 3,100 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 

熟年者向けの交通安全教室      

・開催回数 2 回 8 回 5 回 5 回 5 回 

 ・参加者数 80 人 1,210 人 500 人 500 人 500 人 
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（２）いつまでも住み続けることのできるまち 

熟年者がいつまでも住み続けられるように、住まいの条件整備や支援を行い

ます。 

 

①有料老人ホームの整備指導 

・ 介護など生活に必要な支援を受けられる民間有料老人ホームについては、区

内での急増傾向に対応するため、「江戸川区有料老人ホーム設置指導要綱」

を設け、一定の水準が確保できるよう指導しています。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

要綱による整備指導 継続 継続 継続 継続 継続 

 
 
 

②生活支援ハウスの運営 

・ 介護支援機能、介護予防機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供するこ

とにより、熟年者が安心して自立した生活を送れるよう支援します。 

・ 生活支援ハウスの利用に関して、引き続き病院、老人保健施設等に周知し、

利用を促します。 

 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

入居者数（月平均） 

※定員 10 名 
6 人 3 人 継続 継続 継続 
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③住まいの改造助成の実施 

・ 熟年者が介助を要する状態になっても、住み慣れた住宅に住み続けられるよ

う、住まいを改造する際の費用を助成し、暮らしやすい生活が送れるよう支

援します。介護保険の住宅改修に該当する場合は、介護保険支給限度額を超

える分を助成し、在宅での介護が続けられるよう支援します。 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

助成件数 99 件      150 件      120 件  120 件  120 件  

 

 

 

④三世代同居住宅資金の貸付 

・ 熟年者と同居している人や、これから同居しようとしている人が、住まいの

新築や購入、増改築を行う場合に資金を融資し、二世代・三世代での同居や

住まいのバリアフリー化を促進します。 

・ 今後とも同居促進事業として、ＰＲに努めるとともにバリアフリー化を促進

していきます。 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

貸付件数 7 件 7 件 10 件 10 件 10 件 

 

 

 

⑤民間賃貸住宅家賃等の助成 

・ 民間賃貸住宅に住み、取壊し等のために転居を求められた熟年者が、住み慣

れた地域で引き続き安心して暮らしていけるよう、転居前後の家賃の差額や

転居一時金等を助成し、確実な住宅確保を図ります。 

 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

助成件数 259 件 270 件 270 件 270 件 270 件 
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⑥民間賃貸住宅への居住支援 

・ 保証人がいないために民間賃貸住宅に入居できない熟年者に対し、民間保証

会社の保証制度や民間緊急通報システムの活用により、家主の理解を求め、

安心して生活できる住宅の確保を図ります。 
  
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

成約件数 8 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 
 
 
⑦住まい関連ボランティアへの支援 

・ 熟年者の暮らしやすい住まいづくりのために、住まいの簡単な補修、民間ア

パート探しなど、熟年者の住まいに関するボランティア活動を行っている各

種ボランティア団体等の活動を支援します。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

住まいのボランティア 29 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

熟年者に親切なお店 131 件 130 件 130 件 130 件 130 件 
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⑧戸建住宅耐震改修工事助成 

・ 江戸川区耐震コンサルタント派遣事業による耐震診断結果が総合評点1.0未

満の住宅で、江戸川区戸建住宅耐震改修設計助成事業を利用して改修計画等

を作成した世帯に、耐震改修工事費用の一部を助成します。 

・ 戸建住宅所有者の耐震化促進に対しての積極的姿勢を引き出していくよう、

ＰＲ、意識啓発に一層力を入れていきます。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

改修工事費用助成件数 4 件 40 件 80 件 80 件 80 件 

 
 
 
⑨家具転倒防止ボランティアへの支援 

・ 65 歳以上のひとり暮らし、または 65 歳以上の熟年者のみの世帯及び身体的

事情などで自力では取り付けが困難な方の世帯を対象に、熟年者住まいのボ

ランティア推進協議会（区内の建築組合）が、家具等の転倒防止（無料）の

施工をすすめています。区はＬ字型金具など必要な資材を協議会に支給する

ことにより、この取り組みを支援しています。 
 
 

 

 

H19 年度 

実績 

 

H20 年度 

(見込み) 

H21 年度 H22 年度 H23 年度 

支援件数 9 件 50 件 50 件 50 件 50 件 
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１．江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会設置要綱 

（目的及び設置） 
第 1条 介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 117 条並びに老人福祉法（昭和

38 年法律第 133 号）第 20 条の 8の規定に基づく江戸川区介護保険事業計画及

び江戸川区熟年しあわせ計画（以下「計画」という。）の改定に際し、熟年者

の保健、福祉の現況を明らかにするとともに、介護保険事業に係る保険給付等

に係る計画の円滑な実施を図るため、江戸川区介護保険事業計画等改定検討委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2条 委員会は、計画の改定に関する事項について協議し、その結果を区長に

報告する。 

（組織） 

第 3 条 委員会は、24 名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から、

区長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者  2 名以内 

(2) 医療保健関係者  5 名以内 

(3) 社会福祉関係者  7 名以内 

(4) 被保険者を代表する者  4 名以内 

(5) 区内関係団体から推薦されたもの   3 名以内 

(6) 江戸川区議会議員  2 名以内 

(7) 区職員  1 名 

2  前項第 4号に規定する被保険者を代表する者は、公募によるものとする。 

（任期） 

第 4条 委員の任期は平成 21 年 3 月 31 日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。 

2   委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

3   委員長は、委員会を代表し、会務を総務する。 

4   副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第 6条 委員会は委員長が召集する。 

2   委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

3   委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

（部会） 

第 7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に部会を設けることがで

きる。 

（委員以外の出席等） 

第 8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（報償） 

第 9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより予算の範囲内で支給する。 

（庶務） 

第 10 条 委員会の庶務は、福祉部福祉推進課計画係において処理する。 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、

委員長が定める。 
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２．江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会委員名簿 
 

「江戸川区介護保険事業計画等改定検討委員会設置要綱」に基づき設置 

（平成 20 年 5 月 22 日） 

区  分 氏 名    所 属 等 

○ 太 田 貞 司 神奈川県立保健福祉大学 
学識経験者 

大 渕 修 一 東京都老人総合研究所 

◎ 浅 岡 善 雄 

市 川 和 男 
江戸川区医師会 

玉  城    肇 江戸川区歯科医師会 

藤 井 かおる 東京都医療社会事業協会 

医療保健 

関係者 

熊 谷 明 子 江戸川区訪問看護ステーション連絡会 

 杉  啓以子 江戸川区熟年者福祉施設連絡会     

加 藤 公 章 ＮＰＯ法人江戸川区ケアマネジャー協会 

立 野 忠 惠 江戸川区訪問介護事業者連絡会 

  平 井   剛 地域包括支援センター 

朽 方 ユ ミ 江戸川区認知症高齢者グループホーム連絡会 

青 山 恒 男 江戸川区民生・児童委員協議会 

社会福祉 

関係者 

押 尾  衛 江戸川区社会福祉協議会 

石 田 正 博 

宇野女 千榮子 

勝 倉 洋 子 

島 田 桂 子 

公   募 

中 川 泰 一 江戸川区連合町会連絡協議会 

宮 川 準之助 江戸川区くすのきクラブ連合会 

区  民 

(被保険者) 

反 町 友 子 江戸川区ファミリーへルス推進員会協議会 

片 山 剛 男 区 議 会 議 員 
区議会議員 

川 口 俊 夫 区 議 会 議 員 

行政代表 髙 﨑 賢 一 副 区 長 

※◎は委員長、○は副委員長 
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３．改定検討委員会開催日程と検討内容 
 

回 日程 検討内容 

１．計画改定の趣旨と検討委員会の役割 

２．第 4 期計画改定に関する国の基本的考え方及び 
区の基本的視点 

３．区の介護保険の現状及び熟年者施策 
第１回 平成20年5月22日(木) 

４．計画検討スケジュールについて 

１．計画策定指針（案）について 

２．江戸川区の介護保険の現状 第２回 平成20年7月10日(木) 

３．地域密着型サービスについて 

１．地域支援事業について 
第３回 平成20年8月28日(木) 

２．高齢者の権利擁護と見守り 

１．介護予防事業の検証について 
第４回 平成20年9月29日(月) 

２．熟年しあわせ計画について 

１．「中間のまとめ」骨子（案）について 

２．介護保険料の設定に関する国の基本的な考え方 
について 

３．「中間のまとめ」の公表について 
第５回 平成20年10月22日(水) 

４．今後のスケジュールについて 

１．「中間のまとめ」（案）について 
第６回 平成20年11月14日(金) 

２．介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策に 
ついて 

１．「中間のまとめ」公表結果について 

２．国の検討状況について 第７回 平成20年12月18日(木) 

３．最終計画書に向けて 

１．最終計画書（案）について 
第８回 平成21年2月9日(月) 

２．報酬改定について 

第９回 平成21年3月12日(木) １．計画の策定（報告） 
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４．「中間のまとめ」報告会と主な意見 

(1)「中間のまとめ」報告会 

開催日時 平成 20 年 12 月 10 日（水） 

場  所 タワーホール船堀 小ホール 

参加者数 269 人 

内  容 

・「中間のまとめ」報告会 
・講演  

順天堂東京江東高齢者医療センター 井関 栄三 氏 
テーマ「認知症を理解するために」 

(2)「中間のまとめ」に対する主な意見 

【地域との連携】 

・ 地域で顔の見える連携に期待している。 
・ 高齢化に伴い、色々な問題がおきているが、地域でできることを考えるきっかけになった。 
・ 「地域力」という言葉が多く使われ、地域民生委員、ボランティア等への期待は感じたも

のの細かな表現がなく、「地域に何をどこまで期待している」のか、はっきり判らなかっ

たのが残念だった。 

【保険料】 

・ 介護保険料の個人負担を軽減するために、どれだけ基金から捻出できるのかが気になった。 
・ 高齢化の進展、介護保険料の増加はやむをえないと感じた。 
・ よく分析していると思う。負担（保険料）はなるべく少なくなるようお願いしたい。 

【検討委員会】 

・ 事業計画は区の職員だけで行われているものと思っていたが、24 名の委員の方々でいろ

いろ検討していることがはじめてわかった。 

・ 今後の検討委員会でさらに検討を加え、よりよい第 4期の結果が出ますよう願う。 

【介護予防】 

・ 介護予防は大体60歳以降を対象にしているが、60歳前に対する予防があっていいと思う。

ソフトリズム運動の取組みも大賛成。 

【地域包括支援センター】 

・ 地域包括支援センターに対する期待が大きいが、人員、業務に対する費用や体制の具体的

な支援があると良い。 

【その他】 

・ 今後の推移を考えながら計画をたてることは大変なことだと思うが、データがわかるので

勉強になり、参考にもなる。 
・ 安心した老後生活ができるように上手に介護保険を利用して住み慣れた地域で暮らした

い。 
・ 独居であっても在宅で暮らし続けられる江戸川区であってほしい。 
・ 介護保険サービスについて理解できたが、今後の介護財源に不安を感じる。 
・ 中間のまとめに関しては読んで理解するしかないが、説明文ではわかりづらい。 
・ 将来が不安になった。行政が良い方にと考えて実行することを期待している。 
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５．平成２１年度介護報酬改定の基本的な考え方 
 

 ・有資格者割合の評価

看取り業務への評価  ・常勤者割合の評価

（１）サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供

（２）平成１８年に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し

 ・有資格者割合の評価

重度化・認知症対応の
ための評価

 ・一定以上の勤続
　 年数者割合の評価

介護人材の確保・介護従事者の処遇改善

平成２１年度介護報酬改定（＋３．０％改定）
　　処遇改善の取組への総合支援策

負担の大きな
業務への評価

  専門性への評価・
  介護従事者の定着促進

     人件費の地域差
     への対応

雇用管理改善に取り組む
事業主への助成

効率的な経営を行うための
経営モデルの作成・提示

通
所
系
サ
ー

ビ
ス

個人ニーズに応じた
対応への評価

介護報酬改定の影響の
事後的検証

 ・一定以上の勤続
　 年数者割合の評価

施
設
系
サ
ー

ビ
ス

夜間業務への評価
 ・有資格者割合の評価

介護従事者の処遇改善に
向けた取組に関する情報
公表の推進看護体制の評価

訪
問
系
サ
ー

ビ
ス

サービス提供責任者の
業務への評価

 ・研修実施等の評価

地
域
毎
の
人
件
費
を
踏
ま
え
た
見
直
し
等

認知症患者や独居高齢
者へのケアマネ業務の
評価

潜在的有資格者養成支援
等の介護人材確保策

社会的評価を高めるための
広報・普及（１）医療と介護の機能分化・連携の推進

（２）認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進

３．効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

２．医療との連携や認知症ケアの充実

１．介護従事者の人材確保・処遇改善
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６．用語解説(あいうえお順) 

 

【あ】 

・安心生活応援ネットワーク：民生・児童委員による目配りの必要な熟年者調査

を実施し、民生・児童委員、地域包括支援センター、区が目配りの必要な熟年

者の情報を共有し、適宜訪問等を行う。警察・消防、協力事業者等を含めた連

絡会を開催している。 

・安心生活サポート事業：判断能力が十分でない方が地域で安心して暮らせるよ

う、福祉サービスの利用に関する相談や助言、利用手続き、利用料の支払い手

続き等の援助や日常的な金銭管理、大切な書類の管理などを行う事業。 

・医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）：保健・医療を必要とする人がかかえる経済

的、心理的、社会的問題や、社会復帰などについて援助・協力する社会福祉の

専門家。 

・ＮＰＯ：民間非営利組織（Non-Profit Organization）の略称で、営利を目的と

しない活動を行う団体の総称。 

・オペレーションセンターサービス：地域密着型サービスにおける夜間対応型訪

問介護の形態の 1 つで、要介護者から、排せつ介助、体調不良、転倒・転落等

に関する連絡を受けつける。会話による安心感を提供しながら、あらかじめ把

握している利用者の心身状況を踏まえて、訪問の要否を判断するサービス。 
 
【か】 

・介護給付費準備基金：保険料収納額を必要な経費に充てた残余金を、次年度以

降の保険給付に要する経費に充てるため、区に設置する基金。 

・介護従事者処遇改善臨時特例交付金：介護従事者の処遇改善を図るため介護報

酬が 3％引き上げられたことに伴い、介護保険料の急激な上昇を抑制する目的

で交付されるもの。 

・介護保険３施設：常に介護が必要な高齢者の生活の場である特別養護老人ホー

ム、退院して在宅復帰できるまでを過ごす介護老人保健施設、長期療養者のた

めの介護療養型医療施設（療養病床）を指す。 

・基準額：所得段階の第 4 段階における保険料であり、基準額をもとに所得に応

じた 6段階以上の保険料額が設定される。 

・ケアカンファレンス（サービス担当者会議）：介護保険のサービスを受けるにあ

たって、ケアマネジャーや医師などの専門家が集まり利用者のケアプランにつ

いて利用者やその家族と話し合う会議のこと。 
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・ケアハウス：60 歳以上で、加齢などにより居宅生活に不安のある人が比較的低

額で入居できる老人ホームで、食事サービス等の提供が受けられる施設。介護

保険の「特定施設入居者生活介護」の指定事業者であれば、施設内で介護サー

ビスを提供でき、指定事業者でなければ、地域の居宅介護サービスを受けるこ

とができる。 

・ケアプラン：どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計

画。利用者の心身状態、住宅の状況、本人および家族の希望などを聞いた上で

ケアマネジャー等が作成する。    

・ケアマネジメント：利用者の必要なサービスを見極め、複数のサービスを組み

あわせ、総合的に提供されるよう調整を行い、サービスを適切に実施する。効

果を評価する一連の作業。 

・ケアマネジャー（介護支援専門員）：介護保険サービス利用者等から依頼を受け

て、その人の健康状態や家族状況、希望などを把握し、最も適切なサービスを

組み合わせた計画（ケアプラン）を作成する。サービスが円滑・適正に提供さ

れるよう調整等を行う専門職。 

・言語聴覚士（ＳＴ）：様々な原因でことばによるコミュニケーションに問題を生

じた人、食べる・飲み込むことに問題を生じた人に専門的サービスを提供し、

生活を支援する専門職。 

・高額介護サービス費：ひと月に支払ったサービス利用料（1割）負担の額が一定

の上限額（所得に応じて 4 段階に設定）を超えた場合、この超過分を利用者の

申請により区が支払うもの。 

・後期高齢者：75 歳以上の高齢者。 

・コーホート要因法：年齢別の人口の加齢にともなって生じる経年の変化を、人

口増減を決定する要因である出生、死亡、社会移動（転入および転出）ごとに

個別に推計し、その結果を合成して将来における人口を推計する方法。 
 
【さ】 

・財政安定化基金：保険料未納や給付費の見込み誤りによる財源不足の際、資金

の交付・貸付を受けるために都道府県が設置する基金であり、財源は、国・都

道府県及び区市町村（第 1号被保険者の保険料）が拠出する。 

・在宅療養支援診療所：在宅患者からの連絡を 24 時間体制で受け、必要に応じて

他院等との連携を図りながら、いつでも往診・訪問看護を提供する診療所。平

成 18 年度の医療保険制度の改正により、新たに設置された。 
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・作業療法士（ＯＴ）：身体または精神に障害をもつ人に対し、手芸、工作等の作

業を行い、主として応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図る専門技

術者。 

・参酌標準：各自治体が介護保険事業計画を策定する際に、各種サービス見込量

等を定めるに当たり参酌（参考）すべきものとして厚生労働大臣が定めるもの。 

・支給限度基準額：居宅サービスを利用する場合には、保険給付で利用できる居

宅サービスの上限額が要介護度ごとに定められており、その上限額を支給限度

基準額という。 

・社会貢献型後見人：現在後見業務を担っている親族や弁護士等の専門家以外に

成年後見制度の趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で後見業務を担う人を

いう。 

・審査支払手数料：区から国保連合会に委託された介護報酬の審査支払業務を行

う際にかかる手数料。 

・スクリーニング：高齢者の中から、介護予防事業の対象者を選定すること。 

・精神保健福祉士：精神障害者の社会復帰についての支援を行うソーシャルワー

カーの国家資格。精神病院や精神保健福祉センターなどの医療機関、社会復帰

施設で精神障害者の日常生活への適応のために必要な訓練や指導を行い、入退

院に関する相談も行う。 

・成年後見制度：判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等

を保護するための民法上の制度で、本人の財産管理や施設等への入退所等の契

約を適切な保護者（後見人・保佐人・補助人）が代行して行うことで、本人の

権利を守る制度。 

・前期高齢者：65 歳以上 75 歳未満の高齢者。 
 
【た】 

・第１号被保険者：65 歳以上の区民。 

・第三者評価：専門的な知識をもつ中立的な第三者が客観的に福祉サービスを評

価し、評価結果を利用者や事業者に広く情報提供するためのサービス評価シス

テム。 

・第２号被保険者：40～64 歳の区民。 

・団塊の世代：昭和 22～24 年生まれの「戦後のベビーブーム世代」をいう。 
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・地域包括支援センター：介護保険法の改正に伴い平成 18 年 4 月 1 日から創設さ

れた機関。地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、

財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメ

ントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことを主な業務として

いる。 

・地域ミニデイサービス：熟年者等の閉じこもり予防を目的として、コミュニテ

ィ会館等を利用し、ファミリーヘルス推進員が中心となって、町・自治会単位

で趣味活動、レクリエーション、会食などを行うサービス。 

・適合高齢者専用賃貸住宅：国土交通省に登録した高齢者専用賃貸住宅のなかで

居室面積（25 ㎡以上）等の一定の要件を満たした住宅。介護保険の「特定施設

入居者生活介護」の指定事業者となり、施設内で介護サービスを提供すること

もできる。 
 
【な】 

・認知症サポーター：認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応

援するボランティアのこと。認知症サポーターになるには、「認知症サポーター

養成講座」を受講しなければならない。 
 
【は】 

・8020 運動：生涯を通じて自分の歯で食べる楽しみを味わうために、80 歳になっ

ても自分自身の歯を20本保つことを目標とする「生涯を通じた歯の健康づくり」

のための運動。 

・バリアフリー：障害者を含む高齢者等が、生活環境（住宅、地域施設、交通施

設）において、普通に生活することを阻んでいる障壁（バリア）をなくすこと。 

・標準的居宅サービス：訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーショ

ン・通所介護・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導・短期入所生活介

護・短期入所療養介護・福祉用具貸与をいう。在宅の方が利用できるサービス。 

・ファミリーヘルス推進員：家庭及び地域における健康づくりを推進するため、

町・自治会の推薦により、区長が委嘱する任期 2 年のボランティアのこと。区

と連携しながら、地域における健康講座の開催、区民健診の受診勧奨など地域

健康づくりの要として活動している。 

・ブラッシュアップ研修：「ブラッシュアップ」は、一定のレベルに達した状態か

らさらにみがきをかけるという意味をあらわす。これまでに学んだ知識や技能

にみがきをかけるための研修。 
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・フリフリグッパー体操：気軽にできる軽運動であり、脳の活性化や脂肪の燃焼

効果、骨密度の低下抑制、転倒予防などの効果がある。 
 
【や】 

・有料老人ホーム：熟年者が入居し、食事の提供等日常生活に必要なサービスを

提供する施設であり、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定事業者で

あれば、施設内で介護サービスを提供でき、指定事業者でなければ、地域の居

宅介護サービスを受けることができる。 

・ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障

害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計（デ

ザイン）をいう。 

・要介護度：介護サービスの利用を希望する人が、介護保険の対象となるかどう

か、またどのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するもの。 
介護度は 7段階と非該当(自立）に分かれている。 

・要介護認定率：被保険者数に占める要介護認定者数の割合。 

・予防給付：要支援 1 および 2 と認定された被保険者に提供される介護サービス

のこと。介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護

予防訪問リハビリテーションなどの介護予防サービスや、地域密着型介護予防

サービスなどが受けられる。 
 
【ら】 

・理学療法士（ＰＴ）：身体障害をもつ人に対し、主としてその基本的動作能力の

回復を図るため、運動及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的療法を

加える専門技術者。 
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